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１．概要

本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第１５条 安全上重要

な施設」および「第１６条 安全機能を有する施設」に関して、基本設計

方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項

について整理した結果を示すものである。 

整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施し

た。整理結果については、別紙に示す。 

「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。 

別紙 第１５条 安全上重要な施設 

別紙 第１６条 安全機能を有する施設

別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計方

針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図る。 

別紙２：基本設計方針の申請書単位での展開表 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。 

別紙３：申請範囲とした基本設計方針の添付書類への展開 

別紙２で第 1 回申請対象とした基本設計方針の項目に対して、展

開事項の分類をもとに、添付書類単位で記載すべき事項を展開す

る。 

別紙４：添付書類の発電炉との比較（追而） 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。 

別紙５：補足説明すべき項目の抽出結果 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。 
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※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示

す。 

  参考 添付書類 目次 

添付書類全体としての目次を示す。 

以上 
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再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年６月28日　R０

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 6/28 0

別紙２ 基本設計方針の申請書単位での展開表 6/28 0

別紙３ 申請範囲とした基本設計方針の添付書類への展開 6/28 0

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 - - 今後提出予定

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出結果 6/28 0

別紙６ 変更前記載事項の既工認等との紐づけ - - 本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 6/28 0

別紙２ 基本設計方針の申請書単位での展開表 6/28 0

別紙３ 申請範囲とした基本設計方針の添付書類への展開 6/28 0

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 - - 今後提出予定

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出結果 6/28 0

別紙６ 変更前記載事項の既工認等との紐づけ - - 本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

安有00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（安有）】

別紙　第15条　安全上重要な施設
備考

別紙　第16条　安全機能を有する施設
備考
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別紙 1 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十五条（安全上重要な施設）（1 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 設備に対する要求事項 

9.1  安全機能を有する施設、安全上重

要な施設及び重大事故等対処設備 

9.1.1  一般要求事項 

安全機能を有する施設，安全上重要な

施設及び重大事故等対処設備 再処理施設

は，設計，材料の選定，製作，建設，試

験及び検査を通じ，原則として現行国内

法規に基づく規格及び基準により，信頼

性の高いものとする。ただし，外国の規

格及び基準による場合又は規格及び基準

で一般的でないものを適用する場合に

は，それらの規格及び基準の適用の根

拠，国内法規に基づく規格及び基準との

対比並びに適用の妥当性を明らかにする

ものとする。 

 

再処理施設のうち，安全機能を有する

構築物，系統及び機器を安全機能を有す

る施設とする。 

 

 

 

 

また，安全機能を有する施設のうち，

その機能喪失により，公衆又は従事者に

放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及

び設計基準事故時に公衆又は従事者に及

ぼすおそれがある放射線障害を防止する

ため，放射性物質又は放射線が再処理施

設を設置する工場等外へ放出されること

を抑制し又は防止する構築物，系統及び

機器から構成される施設を，安全上重要

な施設とする。 安重① 

 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並

びに再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

ロ．再処理施設の一般構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

再処理施設のうち，重大事故等対処

施設を除いたものを設計基準対象の施

設とし，安全機能を有する構築物，系

統及び機器を，安全機能を有する施設

とする。安重□1  

 

 

また，安全機能を有する施設のう

ち，その機能喪失により，公衆又は従

事者に放射線障害を及ぼすおそれがあ

るもの及び設計基準事故時に公衆又は

従事者に及ぼすおそれがある放射線障

害を防止するため，放射性物質又は放

射線が工場等外へ放出されることを抑

制し又は防止する構築物，系統及び機

器から構成される施設を，安全上重要

な施設とする。安重① 

 

1. 安全設計 

1.1  安全設計の基本方針 

1.1.1 安全機能を有する施設に関する基

本方針 

 

 

 再処理施設の安全性を確保するため

に，異常の発生を防止すること，仮に異

常が発生したとしてもその波及，拡大を

抑制すること，さらに，異常が拡大する

と仮定してもその影響を緩和することと

する「深層防護」の考え方を適切に採用

した設計とする。 

また，再処理施設は，平常時におい

て，周辺監視区域外の公衆の線量及び放

射線業務従事者の線量が「核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律」（以下「原子炉等規制法」とい

う。）に基づき定められている線量限度

を超えないように設計する。さらに，公

衆の線量については，合理的に達成でき

る限り低くなるように設計する。すなわ

ち，施設設計の実現可能性を考慮しつ

つ，周辺環境に放出する放射性物質に起

因する線量については，「発電用軽水型

原子炉施設周辺の線量目標値に関する指

針（昭和50年５月13日原子力委員会決

定）」において定める線量目標値が実効

線量で年間50μＳｖであることを踏まえ

て，年間50μＳｖを超えないよう設計す

る。安重◇1 

 

(１) 再処理施設のうち，「再処理施設の

安全性を確保するために必要な構築

物，系統及び機器」を「安全機能を有

する施設」とし，「再処理施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規

則」（以下「事業指定基準規則」とい

う。）に適合した設計とする。安重◇1 

 

(２) 安全上重要な施設については，機能

喪失時の公衆への線量影響等を考慮し

て安全機能を有する施設から選定し，

事業指定基準規則に適合した設計とす

る。安重◇2 

 

(３) 安全機能を有する施設は，その安全

機能の重要度に応じて，その機能を確

保するものとする。安重◇3 

 

(４) 安全上重要な施設は，機械又は器具

の単一故障が発生した場合においても

その機能が失われることのない設計と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 設備に対する要求 

5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重

大事故等対処設備 

5.1.1 通常運転時の一般要求 

(1) 設計基準対象施設の機能 

設計基準対象施設は，通常運転時にお

いて発電用原子炉の反応度を安全かつ安

定的に制御でき，かつ，運転時の異常な

過渡変化時においても発電用原子炉固有

の出力抑制特性を有するとともに，発電

用原子炉の反応度を制御することによ

り，核分裂の連鎖反応を制御できる能力

を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 通常運転時に漏えいを許容する場合

の措置 

設計基準対象施設は，通常運転時にお

いて，放射性物質を含む液体を内包する

容器，配管，ポンプ，弁その他の設備か

ら放射性物質を含む液体があふれ出た場

合においては，系統外に漏えいさせるこ

となく，各建屋等に設けられた機器ドレ

ン又は床ドレン等のサンプ又はタンクに

収集し，液体廃棄物処理設備に送水する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基本設計方針」欄の 
グレーハッチング部は 16 条

の基本設計方針に記載。 

黄色ハッチング：発電炉工認と基本設計方針の記

載内容が一致する箇所 

紫字：比較対象外箇所（ＳＡ設備に関する記載） 

赤字、取り消し線：記載適正化箇所 

：記載内容が一致しない箇所の差異理由 

：記載適正化の内容 

：補足説明 
 

  ：当該ページの基本設計方針に使用している

箇所 

   ：当該ページ以外の基本設計方針に使用して

いる箇所 

【凡例】 

「発電炉工認 基本設

計方針」欄のグレーハ

ッチング部は 16 条に

係る基本設計方針に

記載。 

「事業変更許可申請書 本文」欄のグレ

ーハッチング部は基本設計方針に記載

しない箇所を示す。 

「事業変更許可申請書 添付書類六」

欄のグレーハッチング部は基本設計方

針に記載しない箇所を示す。 
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別紙 1 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十五条（安全上重要な施設）（2 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，運転時の異

常な過渡変化及び設計基準事故を選定

し，解析及び評価を実施することによ

り，運転時の異常な過渡変化時において

は，温度，圧力，流量その他の再処理施

設の状態を示す事項を安全設計上許容さ

れる範囲内に維持できる設計とし，設計

基準事故時においては，工場等周辺の公

衆に放射線障害を及ぼさない設計とす

る。また，設計基準事故時及び設計基準

事故に至るまでの間に 通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時に想定される全ての環境条件におい

て、その安全機能を発揮する設計とす

る。 

安全機能を有する施設は，その安全機

能の重要度に応じて，その機能が確保さ

れたものとする。 

 

 安全機能を有する施設，安全上重要な

施設及び重大事故等対処設備 再処理施設

は核燃料物質の臨界防止，放射線の遮

蔽，使用済燃料等の閉じ込め，火災及び

爆発の防止及び耐震等に係る基本設計方

針に基づく安全設計を行うとともに，使

用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物

等の貯蔵，処理時に発生する崩壊熱によ

る異常な温度上昇を防止する設計とす

る。 また，想定するポンプその他の機器

又は配管の損壊に伴う飛散物（以下「内

部発生飛散物」という。）を考慮した設

計とする。 

 

なお、再処理施設の安全設計において

は，使用済燃料の仕様のうち冷却期間を

以下の条件とする。 

再処理施設に受け入れるまでの冷却期

間：１年以上 

せん断処理するまでの冷却期間：４年以

上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｅ) 誤操作の防止 

安全機能を有する施設は，運転員に

よる誤操作を防止するため，機器，弁

等に対して系統等による色分けや銘板

取り付け等による識別管理を行うとと

もに，人間工学上の諸因子，操作性及

び保守点検を考慮した盤の配置，再処

理施設の状態が正確，かつ，迅速に把

握できる計器表示，警報表示する設計

とする。また，運転時の異常な過渡変

化又は設計基準事故の発生後，ある時

間までは，運転員の操作を期待しなく

ても必要な安全上の機能が確保される

設計とする。安重□1  

 

 

(ｇ) 安全機能を有する施設 

(イ) 安全機能を有する施設の設計方針 

再処理施設のうち，安全機能を有す

る構築物，系統及び機器を安全機能を

有する施設とする。安重□1  

また，安全機能を有する施設のうち

，その機能喪失により，公衆又は従事

者に放射線障害を及ぼすおそれがある

もの及び設計基準事故時に公衆又は従

事者に及ぼすおそれがある放射線障害

を防止するため，放射性物質又は放射

線が再処理施設を設置する工場等外へ

放出されることを抑制し又は防止する

構築物，系統及び機器から構成される

施設を，安全上重要な施設とする。 

安重① 

安全機能を有する施設は，その安全

機能の重要度に応じて，その機能が確

保されたものとするとともに，以下の

設計を満足するものとする。安重□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。安重◇2 

 

(５) 安全機能を有する施設は，設計基準

事故時及び設計基準事故に至るまでの

間に想定される全ての環境条件におい

て，その安全機能を発揮できる設計と

する。安重◇3 

 

(６) 安全機能を有する施設は，その健全

性及び能力を確認するため，その安全

機能の重要度に応じ，再処理施設の運

転中又は停止中に試験又は検査ができ

る設計とする。安重◇3 

 

(７) 安全機能を有する施設は，安全機能

を健全に維持するための適切な保守及

び修理ができる設計とする。安重◇3 

 

(８) 安全機能を有する施設は，再処理施

設内における溢水又は化学薬品の漏え

い及びポンプその他の機器の損壊に伴

う飛散物により，安全機能を損なわな

い設計とする。安重◇3 

 

(９) 安全機能を有する施設は，二以上の

原子力施設と共用する場合には，再処

理施設の安全性を損なわない設計とす

る。安重◇3 

 

(10) 安全機能を有する施設は，臨界事故

を防止するため技術的に見て想定され

るいかなる場合でも臨界とならない設

計とする。また，万一の臨界事故に備

え，必要に応じて臨界警報装置及び可

溶性中性子吸収材を注入する設備を設

置する。安重◇3 

 

(11) 安全機能を有する施設は，運転時及

び停止時において再処理施設からの直

接線及びスカイシャイン線による再処

理事業所周辺の空間線量率を十分に低

減する設計とする。安重◇3 

また，安全機能を有する施設は，再

処理事業所内における外部放射線によ

る放射線障害を防止する必要がある場

合には，管理区域その他再処理事業所

内の人の立ち入る場所における線量を

低減できるよう，遮蔽その他適切な措

置を講ずる設計とし，放射線業務従事

者が運転時の異常な過渡変化時及び設

計基準事故時において，迅速に対応す

るために必要な操作ができる設計とす

る。安重◇3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基本設計方針」欄の 
グレーハッチング部は 16 条

の基本設計方針に記載。 
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別紙 1 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十五条（安全上重要な施設）（3 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

（安全上重要な施設） 

第十五条 

 非常用電源設備その他の安全

上重要な施設は、再処理施設の

安全性を確保する機能を維持す

るために必要がある場合におい

て、当該施設自体又は当該施設

が属する系統として多重性を有

するものでなければならない。 

安重② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2  多様性，位置的分散等 

(1) 多重性又は多様性及び位置的分散 

安全上重要な施設については，当該

施設を構成する機器に単一故障が発生

した場合であって，外部電源が利用で

きない場合においても，その系統の安

全機能を達成できるよう，十分高い信

頼性を確保し，かつ維持し得る設計と

し，原則，多重性又は多様性及び独立

性を備える設計とする。安重② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 安全機能を有する施設は，周辺環境

への放射性物質の過度の放出を防ぐた

め，多重性を考慮した放射性物質の閉

じ込め設備を設け，万一事故が起こっ

た場合でも敷地周辺の公衆の安全を確

保できる設計とする。安重◇3 

 

 (13) 安全機能を有する施設は，火災又は

爆発により再処理施設の安全性が損な

われないよう，可能な限り不燃性又は

難燃性材料の使用，可燃性物質を使用

する系統及び機器における着火源の排

除等，火災及び爆発の発生を防止する

ことができ，かつ，消火設備及び火災

感知設備並びに火災及び爆発の影響を

軽減する機能を有する設計とする。消

火設備は，破損，誤作動又は誤操作が

起きた場合においても安全上重要な施

設の安全機能を損なわない設計とす

る。安重◇3 

 

(14) 安全機能を有する施設は，地震力が

作用した場合においても当該安全機能

を有する施設を十分に支持することが

できる地盤に設置するとともに，地震

力に十分に耐えることができる設計と

する。この地震力は，地震の発生によ

り生ずるおそれがある安全機能を有す

る施設の安全機能の喪失に起因する放

射線による公衆への影響の程度に応じ

て算定する。安重◇3 

また，地震（津波を含む。）の発生

により再処理施設に重大な影響を及ぼ

すおそれがあると判断した場合は，必

要に応じて再処理施設への影響を軽減

するための措置を講ずるよう手順を整

備する。安重◇3 

 

(15) 安全機能を有する施設は，想定され

る自然現象（地震及び津波を除く。）

が発生した場合においても安全機能を

損なわない設計とする。安重◇3 

安全上重要な施設は，当該安全上重

要な施設に大きな影響を及ぼすおそれ

があると想定される自然現象により当

該安全上重要な施設に作用する衝撃及

び設計基準事故時に生ずる応力を適切

に考慮した設計とする。さらに，安全

機能を有する施設は，敷地内又はその

周辺において想定される再処理施設の

安全性を損なわせる原因となるおそれ

がある事象であって人為によるもの

 

 

5.1.2 多様性，位置的分散等 

(1) 多重性又は多様性及び独立性 

設置許可基準規則第 12 条第 2 項に規

定される「安全機能を有する系統のう

ち，安全機能の重要度が特に高い安全機

能を有するもの」（解釈を含む。）は，

当該系統を構成する機器に「(2) 単一故

障」にて記載する単一故障が発生した場

合であって，外部電源が利用できない場

合においても，その系統の安全機能を達

成できるよう，十分高い信頼性を確保

し，かつ維持し得る設計とし，原則，多

重性又は多様性及び独立性を備える設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，共通要因とし

て，環境条件，自然現象，発電所敷地又

はその周辺において想定される発電用原

子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為による

もの（以下「外部人為事象」とい

う。），溢水，火災及びサポート系の故

障を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象とし

て，地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮を選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，

津波（敷地に遡上する津波を含む。），

風（台風），積雪及び火山の影響を考慮

する。 

外部人為事象として，飛来物（航空機

落下），爆発，近隣工場等の火災，危険

物を搭載した車両，有毒ガス，船舶の衝

突，電磁的障害及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムを選定す

る。 

故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムについては，可搬型重大事故

等対処設備による対策を講じることとす

る。 

接続口から建屋内に水又は電力を供給

する経路については，常設重大事故等対

処設備として設計する。 

建屋等については，地震，津波（敷地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「設置許可基準規則第

12 条第 2 項に規定さ

れる…（以下略）」につ

いては、安全上重要な

施設に関する定義が

9.1.1 に示されているた

め、記載の統一は不

要。 

（発電炉の記載） 
再処理事業指定基準

規則において規定され

る単一故障は「動的機

器の単一故障」に限定

されるため、「『(2) 単一

故障』にて…（以下略）」

については、記載しな

い。 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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別紙 1 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十五条（安全上重要な施設）（4 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（故意によるものを除く。）（以下

「人為事象」という。）に対して安全

機能を損なわない設計とする。安重◇3 

また，想定される自然現象及び人為

事象の発生により，再処理施設に重大

な影響を及ぼすおそれがあると判断し

た場合は，必要に応じて使用済燃料の

再処理を停止する等，再処理施設への

影響を軽減するための措置を講ずるよ

う手順を整備する。安重◇3 

 

(16) 安全機能を有する施設は，誤操作を

防止するための措置を講ずる設 計とす

る。また，安全上重要な施設は，容易

に操作することができる設計とする。

安重◇3 

 

(17) 安全機能を有する施設は，使用済燃

料等から発生する崩壊熱等を適切に除

去する設計とする。安重◇3 

 

(18) 再処理施設は，安全上重要な施設が

その機能を維持するために必要となる

電力を当該安全上重要な施設に供給す

るため，電力系統に連係した設計とす

る。非常用電源設備及びその附属設備

は，多重性及び独立性を確保し，その

系統を構成する機械又は器具の単一故

障が発生した場合であっても，運転時

の異常な過渡変化時又は設計基準事故

時において安全上重要な施設及び設計

基準事故に対処するための設備がその

機能を確保するために十分な容量を有

する設計とする。安重◇3  

 

 

 (19) 再処理施設は，設計，材料の選定，

製作，建設，試験及び検査を通じ，原

則として現行国内法規に基づく規格及

び基準により，信頼性の高いものとす

る。ただし，外国の規格及び基準によ

る場合又は規格及び基準で一般的でな

いものを適用する場合には，それらの

規格及び基準の適用の根拠，国内法規

に基づく規格及び基準との対比並びに

適用の妥当性を明らかにするものとす

る。安重◇3  

 

(20) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る

施設は，再処理設備本体の運転開始に

先立ち使用できる設計とする。安重◇3 

 

(21) 再処理施設における放射性物質の移

に遡上する津波を含む。），火災及び外

部からの衝撃による損傷を防止できる設

計とする。 

重大事故緩和設備についても，共通要

因の特性を踏まえ，可能な限り多様性を

確保し，位置的分散を図ることを考慮す

る。 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故防止設備は，設計基準事

故対処設備並びに使用済燃料プールの冷

却設備及び注水設備（以下「設計基準事

故対処設備等」という。）の安全機能と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，共通要因の特

性を踏まえ，可能な限り多様性，独立

性，位置的分散を考慮して適切な措置を

講じる設計とする。 

ただし，常設重大事故防止設備のう

ち，計装設備について，重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラ

メータの計測が困難となった場合に，当

該パラメータを推定するために必要なパ

ラメータと異なる物理量又は測定原理と

する等，重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータに対して

可能な限り多様性を有する方法により計

測できる設計とするとともに，可能な限

り位置的分散を図る設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，常設重大事故防止設備がその機能を

確実に発揮できる設計とする。 

重大事故等時の環境条件における健全

性については「5.1.5 環境条件等」に基

づく設計とする。 

風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍

結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁

的障害に対して常設重大事故防止設備

は，環境条件にて考慮し機能が損なわれ

ない設計とする。 

常設重大事故防止設備は，「1. 地盤

等」に基づく地盤に設置するとともに，

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）及び火災に対して，「2.1 地震に

よる損傷の防止」，「2.2 津波による損

傷の防止」及び「3.1 火災による損傷の

防止」に基づく設計とする。 

溢水に対しては，可能な限り多様性を

有し，位置的分散を図ることで，想定す

る溢水水位に対して同時に機能を損なう

ことのない設計とする。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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別紙 1 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十五条（安全上重要な施設）（5 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動は，配管，容器等によるものとし，

閉じ込め，臨界防止，遮蔽のための措

置等適切な安全対策を講ずる設計とす

る。安重◇3 

 

1.7 その他の設計方針 

1.7.7 安全機能を有する施設の設計 

1.7.7.1 安全機能を有する施設の設計方

針 

  安全設計の基本方針の下に以下の安

全設計を行う。 

 

(１) 再処理施設のうち，安全機能を有す

る構築物，系統及び機器を安全機能

を有する施設とし，事業指定基準規

則に適合した設計とする。安重◇3  

 

(２) 安全機能を有する施設のうち，その

機能喪失により，公衆又は従事者に放

射線障害を及ぼすおそれがあるもの及

び設計基準事故時に公衆又は従事者に

及ぼすおそれがある放射線障害を防止

するため，放射性物質又は放射線が工

場等外へ放出されることを抑制し又は

防止する構築物，系統及び機器を，安

全上重要な施設とする。安重① 

 安全上重要な施設については，機能

喪失時の公衆への線量影響等を考慮し

て安全機能を有する施設から選定し，

事業指定基準規則に適合した設計とす

る。安重◇4  

 

(３) 安全機能を有する施設は，その安全

機能の重要度に応じて，その機能を確

保するものとする。安重◇3  

 

(４) 安全上重要な施設は，機械又は器具

の単一故障が発生した場合においても

その機能が失われることのない設計と

する。安重③ 

 

(５) 安全機能を有する施設は，設計基準

事故時及び設計基準事故に至るまでの

間に想定される圧力，温度，湿度，線

量等各種の環境条件において，その安

全機能を発揮できる設計とする。 

安重◇3  

 

(６) 安全機能を有する施設は，その健全

性及び能力を確認するため，その安全

機能の重要度に応じ，再処理施設の運

転中又は停止中に検査又は試験ができ

る設計とする。安重◇3  

む。），溢水及び火災に対して常設重大

事故防止設備は，設計基準事故対処設備

等と同時に機能を損なうおそれがないよ

うに，可能な限り設計基準事故対処設備

等と位置的分散を図る。 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事

象，森林火災，爆発，近隣工場等の火

災，危険物を搭載した車両，有毒ガス及

び船舶の衝突に対して，常設重大事故防

止設備は，外部からの衝撃による損傷の

防止が図られた建屋等内に設置するか，

又は設計基準事故対処設備等と同時に機

能が損なわれないように，設計基準事故

対処設備等と位置的分散を図り，屋外に

設置する。 

落雷に対して常設代替交流電源設備

は，避雷設備等により防護する設計とす

る。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物

に対して屋外の常設重大事故防止設備

は，侵入防止対策により重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるお

それのない設計とする。 

生物学的事象のうちクラゲ等の海生生

物からの影響を受けるおそれのある常設

重大事故防止設備は，侵入防止対策によ

り重大事故等に対処するための必要な機

能が損なわれるおそれのない設計とす

る。 

高潮に対して常設重大事故防止設備

（非常用取水設備を除く。）は，高潮の

影響を受けない敷地高さに設置する。 

飛来物（航空機落下）に対して常設重

大事故防止設備は，設計基準事故対処設

備等と同時にその機能が損なわれないよ

うに，設計基準事故対処設備等と位置的

分散を図り設置する。 

常設重大事故緩和設備についても，共

通要因の特性を踏まえ，可能な限り上記

を考慮して多様性，位置的分散を図る設

計とする。 

サポート系の故障に対しては，系統又

は機器に供給される電力，空気，油及び

冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備

は設計基準事故対処設備等と異なる駆動

源，冷却源を用いる設計，又は駆動源，

冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設

計とする。また，常設重大事故防止設備

は設計基準事故対処設備等と可能な限り

異なる水源をもつ設計とする。 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準

事故対処設備等又は常設重大事故防止設
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なお，安全上重要な機器等の健全性を

確認するため，セル壁に貫通口を設け

る設計とする。安重◇3  

 

(７) 安全機能を有する施設は，その安全

機能を健全に維持するための適切な保

守及び修理ができる設計とする。な

お，安全上重要な機器等の安全機能を

維持するために，必要に応じて保守セ

ル等を設ける設計とする。安重◇3  

 

(８) 安全機能を有する施設は，再処理施

設内におけるポンプその他の機器の損

壊に伴う飛散物により，安全機能を損

なわない設計とする。安重◇3  

 

(９) 安全機能を有する施設は，二以上の

原子力施設と共用する場合には，再処

理施設の安全性を損なわない設計とす

る。安重◇3  

 

1.7.7.2 安全上重要な施設の分類 

安全機能を有する施設とは，再処理施

設のうち，安全機能を有する構築物，系

統及び機器をいい，安重◇3   

安全上重要な施設とは，安全機能を有

する施設のうち，その機能の喪失によ

り，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼ

すおそれがあるもの及び設計基準事故時

に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある

放射線障害を防止するため，放射性物質

又は放射線が工場等外へ放出されること

を抑制し又は防止する構築物，系統及び

機器をいう。安重◇2  

安全機能を有する施設のうち，下記の

分類に属する施設を安全上重要な施設と

する。 

(１) プルトニウムを含む溶液又は粉末を

内蔵する系統及び機器 

(２) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵す

る系統及び機器 

(３) 上記(１)及び(２)の系統及び機器の換気

系統及びオフガス処理系統 

(４) 上記(１)及び(２)の系統及び機器並びに

せん断工程を収納するセル等 

(５) 上記(４)の換気系統 

(６) 上記(４)のセル等を収納する構築物及

びその換気系統 

(７) ウランを非密封で大量に取り扱う系

統及び機器の換気系統 

(８) 非常用所内電源系統及び安全上重要

な施設の機能の確保に必要な圧縮空気

等の主要な動力源 

備と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，共通要因

の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独

立性，位置的分散を考慮して適切な措置

を講じる設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備は，

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），その他自然現象又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズム，

設計基準事故対処設備等及び重大事故等

対処設備の配置その他の条件を考慮した

上で常設重大事故等対処設備と異なる保

管場所に保管する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，可搬型重大事故等対処設備がその機

能を確実に発揮できる設計とする。 

重大事故等時の環境条件における健全

性については「5.1.5 環境条件等」に基

づく設計とする。可搬型重大事故等対処

設備は，風（台風）及び竜巻のうち風荷

重に対して，外部からの衝撃による損傷

の防止が図られた建屋等内に保管する

か，又は設計基準事故対処設備等及び常

設重大事故等対処設備と同時に機能が損

なわれないように，設計基準事故対処設

備等の配置も含めて常設重大事故等対処

設備と位置的分散を図り，屋外に保管す

る設計とし，凍結，降水，積雪，火山の

影響並びに電磁的障害に対しては，環境

条件にて考慮し機能が損なわれない設計

とする。 

地震に対して，屋内の可搬型重大事故

等対処設備は，「1. 地盤等」に基づく地

盤に設置された建屋内に保管する。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，

転倒しないことを確認する，又は必要に

より固縛等の処置をするとともに，地震

により生ずる敷地下斜面のすべり，液状

化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜

及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地

中埋設構造物の損壊等の影響により必要

な機能を喪失しない位置に保管する設計

とする。 

地震及び津波（敷地に遡上する津波を

含む。）に対して可搬型重大事故等対処

設備は，「2.1 地震による損傷の防止」

及び「2.2 津波による損傷の防止」にて

考慮された設計とする。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設

備は，「3.1 火災による損傷の防止」に

基づく火災防護を行う。 
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(９) 熱的，化学的又は核的制限値を維持

するための系統及び機器 

(10) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

(11) 高レベル放射性固体廃棄物を保管廃

棄するための施設 

(12) 安全保護回路 

(13) 排気筒 

(14) 制御室等及びその換気系統 

(15) その他上記各系統等の安全機能を維

持するために必要な計測制御系統，冷

却水系統等 

 

ただし，その機能が喪失したとしても

公衆及び従事者に過度な放射線被ばくを

及ぼすおそれのないことが明らかな場合

は，安全上重要な施設から除外する。 

安重◇4  

 

1.7.7.3 安全機能を有する施設の選定 

  選定の具体化に当たっての主要な考え

方を以下に示す。 

 (１) 再処理の工程の特徴は，放射性物

質を使用済燃料集合体から開放

（溶解）して処理するため，平常

時は廃ガス処理設備を有した機器

内（一次閉じ込め）で処理が進

み，何らかの異常で機器から放射

性物質が漏れ出た場合でも独立し

た換気設備を有したセル又はグロ

ーブボックス（二次閉じ込め）で

閉じ込めることにより，可能な限

り公衆はもとより，従事者への放

射線影響を排除するよう設計す

る。さらに，二次閉じ込めが損傷

するような事故に発展した場合に

備え，独立した換気設備を有した

建屋が三次閉じ込めの機能を果た

すよう設計する。安重◇4  

 

(２) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(１)及び(２)について

は，プロセス設計を基に公衆影響

の観点から，以下のように設定す

る。 

 ａ．プルトニウム溶液又は高レベ

ル廃液を処理又は貯蔵する以下の

主要な系統を安全上重要な施設と

する。 

(ａ) 溶解設備の溶解槽からウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の混合酸化物貯蔵容器まで 

(ｂ) 清澄・計量設備の清澄機か

ら高レベル廃液ガラス固化設備の

重大事故等対処設備に期待する機能に

ついては，溢水影響を受けて設計基準事

故対処設備等と同時に機能を損なうおそ

れがないよう，被水及び蒸気影響に対し

ては可能な限り設計基準事故対処設備等

と位置的分散を図り，没水の影響に対し

ては溢水水位を考慮した位置に設置又は

保管する。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），溢水及び火災に対して可搬型重

大事故等対処設備は，設計基準事故対処

設備等及び常設重大事故等対処設備と同

時に機能を損なうおそれがないように，

設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を

図り，複数箇所に分散して保管する設計

とする。 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事

象，森林火災，爆発，近隣工場等の火

災，危険物を搭載した車両，有毒ガス及

び船舶の衝突に対して，可搬型重大事故

等対処設備は，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建屋等内に保管する

か，又は設計基準事故対処設備等及び常

設重大事故等対処設備と同時に必要な機

能を損なうおそれがないように，設計基

準事故対処設備等の配置も含めて常設重

大事故等対処設備と位置的分散を図り，

防火帯の内側の複数箇所に分散して保管

する設計とする。 

クラゲ等の海生生物の影響を受けるお

それのある屋外の可搬型重大事故等対処

設備は，予備を有する設計とする。 

高潮に対して可搬型重大事故等対処設

備は，高潮の影響を受けない敷地高さに

保管する設計とする。 

飛来物（航空機落下）及び故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムに

対して，屋内の可搬型重大事故等対処設

備は，可能な限り設計基準事故対処設備

等の配置も含めて常設重大事故等対処設

備と位置的分散を図り複数箇所に分散し

て保管する設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，原子炉建屋，常設代替高圧電源

装置置場，常設低圧代替注水系ポンプ

室，格納容器圧力逃がし装置格納槽，緊

急用海水ポンプピット，海水ポンプエリ

アから 100m 以上の離隔距離を確保すると

ともに，当該可搬型重大事故等対処設備

がその機能を代替する屋外の設計基準事

故対処設備等及び常設重大事故等対処設

備から 100m 以上の離隔距離を確保した上
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ガラス溶融炉まで 

(ｃ) 分離設備の抽出塔から高レ

ベル廃液ガラス固化設備のガラス

溶融炉までｂ．その他の塔槽類

（一時貯留処理槽等）について

は，その閉じ込め機能の必要性を

工学的に判断し，不可欠な場合は

安全上重要な施設とする。 

安重◇4  

 

(３) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(３)，(５)及び(６)の

オフガス処理系統及び換気系統に

ついては，気体廃棄物の主要な流

れを構成している施設及びその閉

じ込め機能を維持するために必要

なしゃ断弁等で隔離できる範囲の

施設を，放出経路の維持の観点で

安全上重要な施設とする。また，

これらの施設のうち，捕集・浄化

機能又は排気機能を有する機器に

ついては，その機能の必要性を工

学的に判断し，不可欠な場合はそ

れぞれの機能維持の観点でも安全

上重要な施設とする。(7)の換気系

統については，その閉じ込め機能

の必要性を工学的に判断し，不可

欠な場合は安全上重要な施設とす

る。 

安重◇4  

 

(４) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(４)のセル及び(６)の

洞道のうち，高レベル廃液の閉じ

込め機能の観点で安全上重要な施

設としたものは，しゃへい機能の

観点でも安全上重要な施設とす

る。 

安重◇4  

 

(５) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(10)については，使用

済燃料集合体等の遮蔽及び崩壊熱

除去のために不可欠なプール水を

保持する施設を安全上重要な施設

とする。また，使用済燃料集合体

及びバスケットの落下・転倒防止

機能を有する施設については，そ

の機能の必要性を工学的に判断

し，不可欠な場合は安全上重要な

施設とする。 

安重◇4  

 

で，複数箇所に分散して保管する設計と

する。 

サポート系の故障に対しては，系統又

は機器に供給される電力，空気，油及び

冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設

備は，設計基準事故対処設備等又は常設

重大事故防止設備と異なる駆動源，冷却

源を用いる設計とするか，駆動源，冷却

源が同じ場合は別の手段が可能な設計と

する。また，水源についても可能な限

り，異なる水源を用いる設計とする。 

c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大

事故等対処設備の接続口 

原子炉建屋の外から水又は電力を供給

する可搬型重大事故等対処設備と常設設

備との接続口は，共通要因によって接続

することができなくなることを防止する

ため，それぞれ互いに異なる複数の場所

に設置する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計と

するとともに，接続口は，建屋等内及び

建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない

位置に複数箇所設置する。重大事故等時

の環境条件における健全性については，

「5.1.5 環境条件等」に基づく設計とす

る。風（台風）及び竜巻のうち風荷重，

凍結，降水，積雪，火山の影響並びに電

磁的障害に対しては，環境条件にて考慮

し，機能が損なわれない設計とする。 

地震に対して接続口は，「1. 地盤等」

に基づく地盤上の建屋等内又は建屋等壁

面に複数箇所設置する。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）及び火災に対しては，「2.1 地震

による損傷の防止」，「2.2 津波による

損傷の防止」及び「3.1 火災による損傷

の防止」に基づく設計とする。 

溢水に対しては，想定される溢水水位

に対して機能を喪失しない位置に設置す

る。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），溢水及び火災に対しては，接続

口は，建屋等内及び建屋等壁面の適切に

離隔した隣接しない位置に複数箇所設置

する。 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事

象，森林火災，飛来物（航空機落下），

爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載

した車両，有毒ガス，船舶の衝突及び故

意による大型航空機の衝突その他テロリ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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別紙 1 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十五条（安全上重要な施設）（9 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 単一故障 

安全上重要な系統及び機器について

は，それらを構成する動的機器に単一

故障を仮定しても，所定の安全機能を

果たし得るように多重性又は多様性を

有する設計とする。ただし，単一故障

を仮定しても，安全上支障のない期間

内に運転員等による原因の除去又は修

理が期待できる場合は，多重化又は多

様化の配慮をしなくてもよいものとす

る。安重③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｇ) 安全機能を有する施設 

(イ) 安全機能を有する施設の設計方針 

１） 安全機能を有する施設のうち，安

全上重要な系統及び機器について

は，それらを構成する動的機器に

単一故障を仮定しても，所定の安

全機能を果たし得るように多重性

又は多様性を有する設計とする。 

 ただし，単一故障を仮定して

も，安全上支障のない期間内に運

転員等による原因の除去又は修理

が期待できる場合は，多重化又は

多様化の配慮をしなくてもよいも

のとする。安重③ 

 

 

２） 安全機能を有する施設は，設計基

準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される圧力，温

度，湿度，線量等各種の環境条件

において，その安全機能を発揮す

ることができる設計とする。安重

□1  

 

３） 安全機能を有する施設は，その健

全性及び能力を確認するため，そ

の安全機能の重要度に応じ，再処

理施設の運転中又は停止中に検査

又は試験ができる設計とする。安

重□1  

 

４）  安全機能を有する施設は，その安

全機能を健全に維持するための適

(６) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(11)については，高レ

ベル放射性固体廃棄物の遮蔽及び

崩壊熱除去の観点で不可欠な施設

を安全上重要な施設とする。 

安重◇4  

 

(７) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(12)については，事業

指定基準規則の要求事項を踏まえ

て，運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故の事象のうち，拡大

防止対策又は影響緩和対策として

期待する安全上重要な施設のイン

ターロックである以下の15回路を

安全保護回路とする。 

ａ．液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度

高による加熱停止回路 

ｂ．精製施設の逆抽出塔溶液温度

高による加熱停止回路 

ｃ．分離施設のウラン濃縮缶加熱

蒸気温度高による加熱停止回

路 

ｄ．精製施設のプルトニウム濃縮

缶加熱蒸気温度高による加熱

停止回路 

ｅ．酸及び溶媒の回収施設の第２

酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温

度高による加熱停止回路 

ｆ．溶解施設の溶解槽の可溶性中

性子吸収材緊急供給回路及び

せん断処理施設のせん断機の

せん断停止回路 

ｇ．脱硝施設の還元ガス受槽水素

濃度高による還元ガス供給停

止回路 

ｈ．分離施設のプルトニウム洗浄

器中性子計数率高による工程

停止回路 

ｉ．液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液濃縮缶凝縮器排気出

口温度高による加熱停止回路 

ｊ．脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温

度高による加熱停止回路 

ｋ．脱硝施設の還元炉ヒータ部温

度高による加熱停止回路 

ｌ．気体廃棄物の廃棄施設の外部

電源喪失による建屋給気閉止

ダンパの閉止回路（分離建

屋） 

ｍ．気体廃棄物の廃棄施設の外部

電源喪失による建屋給気閉止

ズムに対して，接続口は，建屋等内及び

建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない

位置に複数箇所設置する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物

に対して屋外に設置する場合は，開口部

の閉止により重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれのない

設計とする。 

高潮に対して接続口は，高潮の影響を

受けない位置に設置する。 

また，一つの接続口で複数の機能を兼

用して使用する場合には，それぞれの機

能に必要な容量が確保できる接続口を設

ける設計とする。同時に使用する可能性

がある場合は，合計の容量を確保し，状

況に応じて，それぞれの系統に必要な容

量を同時に供給できる設計とする。 

 

 

 

 

 (2) 単一故障 

安全機能を有する系統のうち，安全機

能の重要度が特に高い安全機能を有する

ものは，当該系統を構成する機器に短期

間では動的機器の単一故障，長期間では

動的機器の単一故障若しくは想定される

静的機器の単一故障のいずれかが生じた

場合であって，外部電源が利用できない

場合においても，その系統の安全機能を

達成できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

短期間と長期間の境界は 24 時間とす

る。 

 

 

 

 

 

 

ただし，原子炉建屋ガス処理系の配管の

一部，中央制御室換気系のダクトの一部

及び格納容器スプレイ系のスプレイヘッ

ダ（サプレッション・チェンバ側）につ

いては，設計基準事故が発生した場合に

長期間にわたって機能が要求される静的

機器であるが，単一設計とするため，個

別に設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 
再処理事業指定基準規則において規定され

る単一故障は「動的機器の単一故障」に限

定されるため、記載しない。 

（発電炉の記載） 
短期間と長期間の境界については、事業指

定基準規則では規定されないため、記載しな

い。 

（発電炉の記載） 
再処理施設では、該当

する施設が無いため記

載しない。 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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別紙 1 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十五条（安全上重要な施設）（10 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3  悪影響防止等 

(1) 内部発生飛散物による影響 

安全機能を有する施設は，想定するポ

ンプその他の機器又は配管の損壊に伴う

飛散物（以下「内部発生飛散物」とい

う。）の影響を受ける場合においてもそ

の安全機能を確保するために，内部発生

飛散物に対して安全機能を損なわない設

計とする。 

安全機能を有する施設のうち，内部発

生飛散物から防護する施設としては，安

全評価上その機能を期待する構築物，系

統及び機器をもれなく抽出する観点か

ら，安全上重要な構築物，系統及び機器

を抽出し，内部発生飛散物により冷却，

水素掃気，火災・爆発の防止，臨界の防

止等の安全機能を損なわないよう内部発

生飛散物の発生を防止することにより，

安全機能を損なわない設計とする。 

なお，内部発生飛散物防護対象設備

は，安全評価上その機能を期待する構築

物，系統及び機器を漏れなく抽出する観

点から，安全上重要な構築物，系統及び

機器とする。 

その他の安全機能を有する施設につい

ては，内部発生飛散物に対して機能を維

持すること若しくは内部発生飛散物によ

る損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障がない

期間での修理を行うこと又はそれらを適

切に組み合わせることで，その安全機能

を損なわない設計とする。 

 

電力を駆動源とする回転機器は，誘導

電動機による回転数を制御する機構を有

することで，回転機器の過回転による回

転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を防止

できる設計とする。 

電力を駆動源とせず，駆動用の燃料を

供給することで回転する回転機器は，調

速器により回転数を監視し，回転数が上

限値を超えた場合は回転機器を停止する

機構を有することで，回転機器の過回転

による回転羽根の損壊に伴う飛散物の発

生を防止できる設計とする。 

 

切な保守及び修理ができる設計と

する。安重□1  

 

５） 安全機能を有する施設は，再処理

施設内におけるポンプその他の機

器又は配管の損壊に伴う飛散物に

よって，その安全機能を損なわな

い設計とする。安重□1  

 内部発生飛散物とは，ガス爆発，

重量機器の落下等によって発生す

る飛散物をいう。なお，二次的飛

散物，火災，化学反応，電気的損

傷，配管の損傷，機器の故障等の

二次的影響も考慮するものとす

る。安重□1  

 安全機能を有する施設のうち，内

部発生飛散物から防護する施設と

しては，安全評価上その機能を期

待する構築物，系統及び機器を漏

れなく抽出する観点から，安全上

重要な構築物，系統及び機器を抽

出し，内部発生飛散物により冷

却，水素掃気，火災・爆発の防

止，臨界の防止等の安全機能を損

なわないよう内部発生飛散物の発

生を防止することにより，安全機

能を損なわない設計とする。 

安重□1  

 その他の安全機能を有する施設に

ついては，内部発生飛散物に対し

て機能を維持すること若しくは内

部発生飛散物による損傷を考慮し

て代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障がない期

間での修理を行うこと又はそれら

を適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設

計とする。安重□1  

 

６） 安全機能を有する施設のうち，廃

棄物管理施設，ＭＯＸ燃料加工施

設等と共用するものは，共用によ

って再処理施設の安全性を損なう

ことのない設計とする。 

安重□1  

 

また，安全上重要な施設は，運転時

の異常な過渡変化又は設計基準事故が

発生した状況下（混乱した状態等）で

あっても，容易に操作ができるよう，

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の制御盤や

現場の機器，弁等に対して，誤操作を

ダンパの閉止回路（精製建

屋） 

ｎ．固体廃棄物の廃棄施設の固化

セル移送台車上の質量高によ

るガラス流下停止回路 

ｏ．気体廃棄物の廃棄施設の固化

セル圧力高による固化セル隔

離ダンパの閉止回路 

安重◇4  

 

(８) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(13)については，設計

基準事故の評価において，不可欠

な影響緩和機能を有する施設を安

全上重要な施設とする。安重◇4  

 

 

(９) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(15)については，計測

制御系統及び冷却水系統の他に，

その施設が有する安全機能の必要

性を工学的に判断し，不可欠な場

合は安全上重要な施設とする。 

安重◇4  

 

以上の考え方に基づき選定した安全上

重要な施設を第1.7.7－１表に示す。ま

た，第1.7.7－１表中には，各安全上重

要な施設に要求される安全機能を，第

1.7.7－２表に示す安全機能の分類に従

って記載する。安重◇4  

 なお，下記(１)から(６)は，その機能

が喪失したとしても公衆及び従事者に過

度な放射線被ばくを及ぼすおそれのない

ことが明らかであることから，安全上重

要な施設として選定しないが，これらの

施設については，安全上重要な施設への

波及的影響防止及び旧申請書の設計を維

持する観点から，安全上重要な施設と同

等の信頼性を維持する施設とする。 

(１) 補助抽出器中性子検出器の計数率

高による工程停止回路及び遮断弁 

(２) 抽出塔供給有機溶媒液流量低によ

る工程停止回路及び遮断弁 

(３) 抽出塔供給溶解液流量高による送

液停止回路及び遮断弁 

(４) 第１洗浄塔洗浄廃液密度高による

工程停止回路及び遮断弁 

(５) プルトニウム濃縮缶に係る注水槽

の液位低による警報 

(６) 注水槽 

安重◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 悪影響防止等 

(1) 飛来物による損傷防止 

設計基準対象施設に属する設備は，蒸

気タービン，発電機及び内部発生エネル

ギの高い流体を内蔵する弁の破損及び配

管の破断，高速回転機器の破損に伴う飛

散物により安全性を損なわない設計とす

る。 

発電用原子炉施設の安全性を損なわな

いよう蒸気タービン及び発電機は，破損

防止対策等を行うとともに，原子力委員

会原子炉安全審査会「タービンミサイル

評価について」により，タービンミサイ

ル発生時の対象物を破損する確率が 10-7 

回／炉・年以下となることを確認する。 

高温高圧の配管については材料選定，

強度設計に十分な考慮を払う。さらに，

安全性を高めるために，原子炉格納容器

内で想定される配管破断が生じた場合，

破断口からの冷却材流出によるジェット

噴流による力に耐える設計とする。ま

た，ジェット反力によるホイッピングで

原子炉格納容器が損傷しないよう配置上

の考慮を払うとともに，レストレイント

等の配管ホイッピング防止対策を設ける

設計とする。 

また，その他の高速回転機器が損壊

し，飛散物とならないように保護装置を

設けること等によりオーバースピードと

ならない設計とする。 

損傷防止措置を行う場合，想定される

飛散物の発生箇所と防護対象機器の距離

を十分にとる設計とし，又は飛散物の飛

散方向を考慮し，配置上の配慮又は多重

性を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基本設計方針」欄の 
グレーハッチング部は 16 条

の基本設計方針に記載。 
「発電炉工認 基本設

計方針」欄のグレーハ

ッチング部は 16 条に

係る基本設計方針に

記載。 
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別紙 1 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十五条（安全上重要な施設）（11 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 共用 

安全機能を有する施設のうち，廃棄物

管理施設，ＭＯＸ燃料加工施設等と共用

するものは，共用によって再処理施設の

安全性を損なうことのない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防止するための措置を講ずることによ

り，簡単な手順によって必要な操作が

行える等の運転員に与える負荷を少な

くすることができる設計とする。 

安重□1  

1.7.7.4 内部発生飛散物による損傷の防

止に関する設計方針 

  安全機能を有する施設は，想定する

ポンプその他の機器又は配管の損壊に

伴う飛散物（以下「内部発生飛散物」

という。）の影響を受ける場合におい

てもその安全機能を確保するために，

内部発生飛散物に対して安全機能を損

なわない設計とする。安重◇3  

  その上で，内部発生飛散物によって

その安全機能が損なわれないことを確

認する施設を，全ての安全機能を有す

る構築物，系統及び機器とする。内部

発生飛散物から防護する施設（以下

「内部発生飛散物防護対象設備」とい

う。）としては，安全評価上その機能

を期待する構築物，系統及び機器を漏

れなく抽出する観点から，安全上重要

な構築物，系統及び機器を抽出し，内

部発生飛散物により冷却，水素掃気，

火災・爆発の防止，臨界の防止等の安

全機能を損なわないよう内部発生飛散

物の発生を防止することにより，安全

機能を損なわない設計とする。ただ

し，安全上重要な構築物，系統及び機

器のうち，内部発生飛散物の発生要因

となる機器又は配管と同室に設置せず

内部発生飛散物の発生によって安全機

能を損なうおそれのないものは内部発

生飛散物防護対象設備として抽出しな

い。安重◇3  

  上記に含まれない安全機能を有する

施設については，内部発生飛散物に対

して機能を維持すること若しくは内部

発生飛散物による損傷を考慮して代替

設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障がない期間での修理を

行うこと又はそれらを適切に組み合わ

せることにより，その安全機能を損な

わない設計とする。安重◇3  

 

1.7.7.4.1 内部発生飛散物の発生要因の

選定 

  再処理施設における内部発生飛散物

の発生要因を以下のとおり分類し，選

定する。 

 (１) 爆発による飛散物 

   爆発に起因する機器又は配管の損

壊により生じる飛散物については，水

素を取り扱う設備の爆発，溶液及び有

機溶媒の放射線分解により発生する水

素の爆発並びにＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応による爆発を想定するが，

 

 

(2) 共用 

重要安全施設は，東海発電所との間で

原則共用しないものとするが，安全性が

向上する場合は，共用することを考慮す

る。 

なお，東海発電所と共用する重要安全

施設は無いことから，共用することを考

慮する必要はない。 

安全施設（重要安全施設を除く。）を

共用する場合には，発電用原子炉施設の

安全性を損なわない設計とする。 

 

 

常設重大事故等対処設備の各機器につ

いては，一部の敷地を共有する東海発電

所内の発電用原子炉施設において共用し

ない設計とする。ただし，共用対象の施

設ごとに要求される技術的要件（重大事

故等に対処するために必要な機能）を満

たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉

施設と共用することにより安全性が向上

し，かつ，東海発電所内及び東海第二発

電所内の発電用原子炉施設に対して悪影

響を及ぼさない場合は，共用できる設計

とする。 

 

 (3) 相互接続 

重要安全施設は，東海発電所との間で

原則相互に接続しないものとするが，安

全性が向上する場合は，相互に接続する

ことを考慮する。 

なお，東海発電所と相互に接続する重

要安全施設は無いことから，相互に接続

することを考慮する必要はない。 

安全施設（重要安全施設を除く。）を

相互に接続する場合には，発電用原子炉

施設の安全性を損なわない設計とする。 

ただし，安全施設（重要安全施設を除

く。）は，東海発電所と相互に接続しな

い設計とする。 

 

(4) 悪影響防止 

重大事故等対処設備は，発電用原子炉

施設（隣接する発電用原子炉施設を含

む。）内の他の設備（設計基準対象施設

及び当該重大事故等対処設備以外の重大

事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事

故等対処設備使用時及び待機時の系統的

な影響（電気的な影響を含む。）並びに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 

「基本設計方針」欄の 
グレーハッチング部は 16 条

の基本設計方針に記載。 

「発電炉工認 基本設

計方針」欄のグレーハ

ッチング部は 16 条に

係る基本設計方針に

記載。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

爆発については，「1.5 火災及び爆発

の防止に関する設計」において火災及

び爆発の発生を防止する設計としてい

ることから，内部発生飛散物の発生要

因として考慮しない。 

 (２) 重量物の落下による飛散物 

   重量物の落下に起因して生じる飛

散物（以下「重量物の落下による飛散

物」という。）については，通常運転

時において重量物をつり上げて搬送す

るクレーンその他の搬送機器からのつ

り荷の落下及び逸走によるクレーンそ

の他の搬送機器の落下を発生要因とし

て考慮する。 

 (３) 回転機器の損壊による飛散物 

   回転機器の損壊に起因して生じる

飛散物（以下「回転機器の損壊による

飛散物」という。）については，回転

機器の異常により回転速度が上昇する

ことによる回転羽根の損壊を発生要因

として考慮する。 

   ただし，通常運転時以外の試験操

作，保守及び修理並びに改造の作業に

おいて，重量物をつり上げて搬送する

クレーンその他の搬送機器による重量

物の搬送又は仮設ポンプを使用した作

業を行う場合であって，内部発生飛散

物の発生により内部発生飛散物防護対

象設備の安全機能を損なうおそれがあ

る場合は，作業内容及び保安上必要な

措置を記載した計画書に内部発生飛散

物の発生を防止することにより内部発

生飛散物防護対象設備の安全機能を損

なわないための措置について記載し，

その計画に基づき作業を実施すること

から，発生要因として考慮しない。 

安重◇3  

 

1.7.7.4.2 内部発生飛散物防護対象設備

の選定 

  安全機能を有する施設のうち，内部

発生飛散物によってその安全機能が損

なわれないことを確認する施設を，全

ての安全機能を有する構築物，系統及

び機器とする。内部発生飛散物防護対

象設備としては，安全評価上その機能

を期待する構築物，系統及び機器を漏

れなく抽出する観点から，安全上重要

な構築物，系統及び機器を選定する。

ただし，安全上重要な構築物，系統及

び機器のうち，通常運転時に内部発生

飛散物の発生要因となる機器又は配管

と同室に設置せず内部飛散物の発生に

タービンミサイル等の内部発生飛散物に

よる影響を考慮し，他の設備の機能に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

系統的な影響に対しては，重大事故等

対処設備は，弁等の操作によって設計基

準対象施設として使用する系統構成から

重大事故等対処設備としての系統構成と

すること，重大事故等発生前（通常時）

の隔離若しくは分離された状態から弁等

の操作や接続により重大事故等対処設備

としての系統構成とすること，他の設備

から独立して単独で使用可能なこと，設

計基準対象施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として

使用すること等により，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

その他，重大事故等対処設備に考慮す

べき設備兼用時の容量に関する影響，地

震，火災，溢水，風（台風）及び竜巻に

よる他設備への悪影響については，これ

ら波及的影響により他設備の機能を損な

わないことを「5.1.4 容量等」及び

「5.1.5 環境条件等」に示す。 

放水砲については，建屋への放水によ

り，当該設備の使用を想定する重大事故

時において必要となる屋外の他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

内部発生飛散物による影響に対して

は，内部発生エネルギの高い流体を内蔵

する弁及び配管の破断，高速回転機器の

破損，ガス爆発並びに重量機器の落下を

考慮し，重大事故等対処設備がタービン

ミサイル等の発生源となることを防ぐこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

5.1.4 容量等 

(1) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等の収束において，想定する

事象及びその事象の進展等を考慮し，重

大事故等時に必要な目的を果たすため

に，事故対応手段としての系統設計を行

う。 

重大事故等の収束は，これらの系統の

組合せにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク

容量，伝熱容量，弁吹出量，発電機容

量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲，

作動信号の設定値等とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基

準対象施設の系統及び機器を使用するも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって安全機能を損なうおそれのない

ものは内部発生飛散物防護対象設備と

して選定しない。 

  上記を踏まえ，想定する内部発生飛

散物と同室にある内部発生飛散物防護

対象設備を第1.7.7－４表に示す。ま

た，内部発生飛散物防護対象設備配置

図を第1.7.7－１図から第1.7.7－52図

に示す。安重◇3  

  

1.7.7.4.3 内部発生飛散物に係る評価と

設計 

  内部発生飛散物の影響評価において

は，想定する内部発生飛散物の発生要

因ごとに，内部発生飛散物の発生を防

止できる設計であることを確認する。 

 (１) 重量物の落下による飛散物の発

生防止設計 

   重量物をつり上げて搬送するクレ

ーンその他の搬送機器は，内部発生飛

散物防護対象設備と同室に設置する重

量物の落下により内部発生飛散物防護

対象設備の安全機能を損なうおそれが

ないよう，以下による飛散物の発生を

防止し，安全機能を損なわない設計と

する。 

 ａ．つりワイヤ，つりベルト又はつり

チェーンを二重化する設計とし，つり

荷の落下による飛散物の発生を防止で

きる設計とする。 

 ｂ．つり上げ用の治具又はフックには

つり荷の脱落防止機構を設置する又は

つかみ不良時のつり上げ防止のインタ

ーロックを設ける設計とし，つり荷の

落下による飛散物の発生を防止できる

設計とする。 

 ｃ．逸走防止のインターロックを設け

る設計とし，クレーンその他の搬送機

器の落下による飛散物の発生を防止で

きる設計とする。 

 (２) 回転機器の損壊による飛散物の

発生防止設計 

   内部発生飛散物防護対象設備と同

室に設置する回転機器の損壊により内

部発生飛散物防護対象設備の安全機能

を損なうおそれがないよう，以下によ

る飛散物の発生を防止し，安全機能を

損なわない設計とする。 

 ａ．電力を駆動源とする回転機器は，

誘導電動機による回転数を制御する機

構を有することで，回転機器の過回転

による回転羽根の損壊に伴う飛散物の

発生を防止できる設計とする。 

のについては，設計基準対象施設の容量

等の仕様が，系統の目的に応じて必要と

なる容量等に対して十分であることを確

認した上で，設計基準対象施設の容量等

の仕様と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基

準対象施設の系統及び機器を使用するも

ので，重大事故等時に設計基準対象施設

の容量等を補う必要があるものについて

は，その後の事故対応手段と合わせて，

系統の目的に応じて必要となる容量等を

有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事

故等への対処を本来の目的として設置す

る系統及び機器を使用するものについて

は，系統の目的に応じて必要な容量等を

有する設計とする。 

(2) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等の収束において，想定す

る事象及びその事象の進展を考慮し，事

故対応手段としての系統設計を行う。重

大事故等の収束は，これらの系統の組合

せにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク

容量，発電機容量，蓄電池容量，ボンベ

容量，計装設備の計測範囲等とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の

目的に応じて必要な容量等を有する設計

とするとともに，設備の機能，信頼度等

を考慮し，予備を含めた保有数を確保す

ることにより，必要な容量等に加え，十

分に余裕のある容量等を有する設計とす

る。 

可搬型重大事故等対処設備のうち複数

の機能を兼用することで，設置の効率

化，被ばくの低減が図れるものは，同時

に要求される可能性がある複数の機能に

必要な容量等を合わせた容量等とし，兼

用できる設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原

子炉建屋の外から水又は電力を供給する

注水設備及び電源設備は，必要となる容

量等を有する設備を 1 基当たり 2 セット

に加え，故障時のバックアップ及び保守

点検による待機除外時のバックアップと

して，発電所全体で予備を確保する。 

 

また，可搬型重大事故等対処設備のう

ち，負荷に直接接続する高圧窒素ボンベ

（非常用窒素供給系），逃がし安全弁用

可搬型蓄電池等は，必要となる容量等を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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9.1.5  環境条件等 

安全機能を有する施設の設計条件につ

いては，材料疲労，劣化等に対しても十

分な余裕を持って機能維持が可能となる

よう，通常運転時，運転時の異常な過渡

変化時及び設計基準事故時に想定される

圧力，温度，湿度，放射線，荷重，自然

現象，人為事象及び周辺機器等からの悪

影響を考慮し，十分安全側の条件を与え

ることにより，これらの条件下において

も期待されている安全機能を発揮できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．電力を駆動源とせず，駆動用の燃

料を供給することで回転する回転機器

は，調速器により回転数を監視し，回

転数が上限値を超えた場合は回転機器

を停止する機構を有することで，回転

機器の過回転による回転羽根の損壊に

伴う飛散物の発生を防止できる設計と

する。 

また，上記に示す内部発生飛散物の

発生を防止する設計としていることか

ら，内部発生飛散物による二次的影響

はない。安重◇3  

 

1.7.7.4.4 内部発生飛散物に係るその他

の設計 

  通常運転時以外の試験操作，保守及

び修理並びに改造の作業において，重

量物をつり上げて搬送するクレーンそ

の他の搬送機器による重量物の搬送又

は仮設ポンプを使用した作業を行う場

合であって，内部発生飛散物の発生に

より内部発生飛散物防護対象設備の安

全機能を損なうおそれがある場合は，

作業内容及び保安上必要な措置を記載

した計画書に内部発生飛散物の発生を

防止することにより内部発生飛散物防

護対象設備の安全機能を損なわないた

めの措置について記載し，その計画に

基づき作業を実施する。安重◇3  

 

1.7.17.2 事故等時における容易な操作

に関する設計方針 

安全上重要な施設は，運転時の異常な

過渡変化又は設計基準事故が発生し，混

乱した状況下においても「1.7.17.1 誤

操作の防止に関する設計方針」に示す措

置を講じた中央制御室，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の安全系

監視制御盤並びに機器，弁等を使用し，

簡単な手順によって容易に操作できる設

計とする。安重◇3 

 

 

1.7.19 準拠規格及び基準 

再処理施設は，下記に示す国内法令を

満足するとともに，下記に示す規格，基

準等に準拠して設計する。 

安全上重要な施設については，その施

設の設計，材料の選定，製作及び検査

は，下記の適切な規格及び基準による。 

(１) 国内法令 

ａ．原子力基本法 

ｂ．核原料物質，核燃料物質及び原子炉

有する設備を 1 基当たり 1 セットに加

え，故障時のバックアップ及び保守点検

による待機除外時のバックアップとし

て，発電所全体で予備を確保する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備

は，必要となる容量等を有する設備を 1 

基当たり 1 セットに加え，設備の信頼度

等を考慮し，予備を確保する。 

 

5.1.5 環境条件等 

安全施設の設計条件については，材料

疲労，劣化等に対しても十分な余裕を持

って機能維持が可能となるよう，通常運

転時，運転時の異常な過渡変化時及び設

計基準事故時に想定される圧力，温度，

湿度，放射線，荷重，屋外の天候による

影響（凍結及び降水），海水を通水する

系統への影響，電磁的障害，周辺機器等

からの悪影響及び冷却材の性状を考慮

し，十分安全側の条件を与えることによ

り，これらの条件下においても期待され

ている安全機能を発揮できる設計とす

る。 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重及びその他の使用条件にお

いて，その機能が有効に発揮できるよ

う，その設置場所（使用場所）又は保管

場所に応じた耐環境性を有する設計とす

るとともに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，

重大事故等における温度（環境温度及び

使用温度），放射線及び荷重に加えて，

その他の使用条件として環境圧力，湿度

による影響，屋外の天候による影響（凍

結及び降水），重大事故等時に海水を通

水する系統への影響，自然現象による影

響，外部人為事象の影響，周辺機器等か

らの悪影響及び冷却材の性状（冷却材中

の破損物等の異物を含む。）の影響を考

慮する。 

荷重としては，重大事故等が発生した

場合における機械的荷重に加えて，環境

圧力，温度及び自然現象による荷重を考

慮する。 

自然現象について，重大事故等時に重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として，地震，津波（敷地に

遡上する津波を含む。），風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪及び火山の影響

を選定する。これらの事象のうち，凍結

及び降水については，屋外の天候による

影響として考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基本設計方針」欄の 
グレーハッチング部は 16 条

の基本設計方針に記載。 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 

「発電炉工認 基本設

計方針」欄のグレーハ

ッチング部は 16 条に

係る基本設計方針に

記載。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 圧力，温度及び湿度による影響，放

射線による影響，屋外の天候による影響

（凍結及び降水）並びに荷重 

安全機能を有する施設は，その安全機

能の重要度に応じて，通常時及び設計基

準事故時における設備の設置場所の環境

条件の変化（圧力，温度，放射線量及び

湿度の変化）を考慮し，設備に期待され

る安全機能が発揮できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の規制に関する法律 

ｃ．放射性同位元素等の規制に関する法

律 

ｄ．放射線障害防止の技術的基準に関す

る法律 

ｅ．労働安全衛生法 

ｆ．労働基準法 

ｇ．高圧ガス保安法 

ｈ．消防法 

ｉ．毒物及び劇物取締法 

ｊ．電気事業法 

ｋ．建築基準法 

ｌ．そ の 他   

(２) 国内規格，基準，指針等 

ａ．日本産業規格（ＪＩＳ） 

ｂ．空気調和・衛生工学会規格（ＳＨＡ

ＳＥ） 

ｃ．日本エレベーター協会規格（ＪＥＡ

Ｓ） 

ｄ．日本建築学会各種構造設計及び計算

基準（ＡＩＪ） 

ｅ．高圧ガス保安協会規格（ＫＨＫＳ） 

ｆ．電気学会電気規格調査会標準規格

（ＪＥＣ） 

ｇ．日本電気協会で規定する電気技術規

程及び指針（ＪＥＡＣ，ＪＥＡＧ） 

ｈ．日本電気計測器工業会規格（ＪＥＭ

ＩＳ） 

ｉ．日本電機工業会規格（ＪＥＭ） 

ｊ．日本電線工業会規格（ＪＣＳ） 

ｋ．石油学会規格（ＪＰＩ） 

ｌ．日本溶接協会規格（ＷＥＳ） 

ｍ．工場電気設備防爆指針 

ｎ．日本機械学会規格（ＪＳＭＥ） 

ｏ．そ の 他   

(３) 審査指針等 

再処理施設は，下記に示すａ及びｂに基

づき，またその他を参考とし設計する。 

ａ．再処理施設安全審査指針 

ｂ．核燃料施設安全審査基本指針 

ｃ．その他関連安全審査指針等 

(４) 国外の規格，基準等 

なお，設計，材料の選定等に当たって

は，原則として現行国内法規に基づく規

格，基準等によるが，これらに規定がな

い場合においては，必要に応じて，十分

使用実績があり，信頼性の高い以下に示

す国外の規格，基準等に準拠する。 

ａ．ＡＮＳＩ規格(American National 

Standards Institute) 

ｂ．ＡＳＴＭ規格(American Society for 

Testing and Materials) 

ｃ．ＩＥＥＥ規格(The Institute of 

自然現象による荷重の組合せについて

は，地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。），風（台風），積雪及び火山の

影響を考慮する。 

これらの環境条件のうち，重大事故等

時における環境温度，環境圧力，湿度に

よる影響，屋外の天候による影響（凍結

及び降水），重大事故等時の放射線によ

る影響及び荷重に対しては，重大事故等

対処設備を設置（使用）又は保管する場

所に応じて，「(1) 環境圧力，環境温度

及び湿度による影響，放射線による影

響，屋外の天候による影響（凍結及び降

水）並びに荷重」に示すように設備分類

ごとに必要な機能を有効に発揮できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による

影響，放射線による影響，屋外の天候に

よる影響（凍結及び降水）並びに荷重 

安全施設は，通常運転時，運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故時にお

ける環境圧力，環境温度及び湿度による

影響，放射線による影響，屋外の天候に

よる影響（凍結及び降水）並びに荷重を

考慮しても，安全機能を発揮できる設計

とする。 

 

 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設

備は，想定される重大事故等時における

原子炉格納容器内の環境条件を考慮した

設計とする。また，地震による荷重を考

慮して，機能を損なわない設計とする。 

操作は中央制御室から可能な設計とす

る。 

原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対

処設備は，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮する。 

また，地震による荷重を考慮して，機

能を損なわない設計とするとともに，可

搬型重大事故等対処設備は，必要により

当該設備の落下防止，転倒防止及び固縛

の措置をとる。操作は中央制御室，異な

る区画若しくは離れた場所又は設置場所

で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 

「基本設計方針」欄の 
グレーハッチング部は 16 条

の基本設計方針に記載。 

「発電炉工認 基本設

計方針」欄のグレーハ

ッチング部は 16 条に

係る基本設計方針に

記載。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrical and Electronics 

Engineers) 

ｄ．ＡＳＭＥ規格(American Society of 

Mechanical Engineers) 

ｅ．ＢＳ規格(British Standards) 

ｆ．ＤＩＮ規格(Deutsches Institut fur 

Normung e.V.) 

ｇ．ＮＦ規格(Normes Francaises) 

安重◇6  

 

1.9.13 誤操作の防止 

1.9.13 誤操作の防止 

（誤操作の防止） 

第十三条 安全機能を有する施設は、誤

操作を防止するための措置を講じたもの

でなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、容易に操作す

ることができるものでなければならな

い。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

安全機能を有する施設は，誤操作を防

止するための措置を講ずる設計とする。 

運転員の誤操作を防止するため，盤の配

置及び操作器具，弁等の操作性に留意す

るとともに，計器表示，警報表示により

再処理施設の状態が正確，かつ，迅速に

把握できる設計とする。また，保守点検

において誤りを生じにくいよう留意した

設計とする。安重◇3  

安全機能を有する施設の制御盤は，設

備の監視及び制御が可能となるように，

計器表示，警報表示及び操作器具を配置

するとともに，計器表示，警報表示は，

運転員の誤判断を防止し，再処理施設の

状態を正確，かつ，迅速に把握できるよ

う，色分けや銘板により容易に識別でき

る設計とする。操作器具は，系統ごとに

グループ化した配列にするとともに，

色，形状等の視覚的要素により容易に識

別できる設計とする。安重◇3  

運転時の異常な過渡変化又は設計基準

事故の発生後，ある時間までは，運転員

の操作を期待しなくても必要な安全機能

が確保されるよう，時間余裕が少ない場

合においても安全保護回路により，異常

事象を速やかに収束させることが可能な

設計とする。安重◇3  

さらに，安全機能を有する施設の機

器，弁等は，系統等による色分けや銘板

取り付けなどの識別管理や視認性の向上

を行うとともに，施錠管理により誤りを

原子炉建屋付属棟内（中央制御室を含

む。），緊急時対策所建屋内，常設代替

高圧電源装置置場（地下階）内，格納容

器圧力逃がし装置格納槽内，常設低圧代

替注水系格納槽内，緊急用海水ポンプピ

ット内及び立坑内の重大事故等対処設備

は，重大事故等時におけるそれぞれの場

所の環境条件を考慮した設計とする。ま

た，地震による荷重を考慮して，機能を

損なわない設計とするとともに，可搬型

重大事故等対処設備は，必要により当該

設備の落下防止，転倒防止及び固縛の措

置をとる。操作は中央制御室，異なる区

画若しくは離れた場所又は設置場所で可

能な設計とする。 

屋内の重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻による影響に対し，外部か

らの衝撃による損傷の防止が図られた施

設内に設置又は保管することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ

時，使用済燃料プールにおける重大事故

に至るおそれのある事故又は主蒸気管破

断事故起因の重大事故等時に使用する設

備については，これらの環境条件を考慮

した設計とするか，これらの環境影響を

受けない区画等に設置する。 

特に，使用済燃料プール監視カメラ

は，使用済燃料プールに係る重大事故等

時に使用するため，その環境影響を考慮

して，空気を供給し冷却することで耐環

境性向上を図る設計とする。 

屋外及び常設代替高圧電源装置置場

（地上階）の重大事故等対処設備は，重

大事故等時における屋外の環境条件を考

慮した設計とする。操作は中央制御室，

離れた場所又は設置場所で可能な設計と

する。 

また，地震，津波（敷地に遡上する津

波を含む。），積雪及び火山の影響によ

る荷重を考慮し，機能を損なわない設計

とするとともに，可搬型重大事故等対処

設備については，地震後においても機能

及び性能を保持する設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備について

は，風（台風）及び竜巻による風荷重の

影響に対し，風荷重を考慮すること，又

は位置的分散を考慮した設置若しくは保

管により，機能を損なわない設計とす

る。 

位置的分散については，同じ機能を有

する他の重大事故等対処設備（設計基準

事故対処設備を兼ねている重大事故等対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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生じにくいよう留意した設計とする。安

重◇3  

 

第２項について 

安全上重要な施設は，容易に操作する

ことができる設計とする。安重◇3  

運転時の異常な過渡変化又は設計基準

事故が発生した状況下（混乱した状態

等）にあっても，誤操作を防止するため

の措置を講じた中央制御室並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の制御盤や現場の機器，弁等により，簡

単な手順によって必要な操作が可能な設

計とする。安重◇3  

また，中央制御室並びに使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御

盤は，操作器具，警報表示等の盤面器具

を系統ごとにグループ化して集約し，操

作器具の統一化（色，形状，大きさ等の

視覚的要素での識別），並びに，操作器

具の操作方法に統一性を持たせること

で，通常運転，運転時の異常な過渡変化

又は設計基準事故時において運転員の誤

操作を防止するとともに，容易に操作す

ることができる設計とする。安重◇3  

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室以外における

操作が必要な安全上重要な施設の機器，

弁等に対して，系統等による色分けや銘

板取り付けなどの識別管理や視認性の向

上を行い，運転員が容易に操作すること

ができる設計とする。安重◇3  

 

 

 

1.9.15 安全機能を有する施設 

（安全機能を有する施設） 

第十五条 安全機能を有する施設は、

その安全機能の重要度に応じて、そ

の機能が確保されたものでなければ

ならない。 

２ 安全上重要な施設は、機械又は器

具の単一故障（単一の原因によって

一つの機械又は器具が所定の安全機

能を失うこと（従属要因による多重

故障を含む。）をいう。以下同

じ。）が発生した場合においてもそ

の機能を損なわないものでなければ

ならない。 

 

 

 

 

処設備も含む。）と 100m 以上の離隔距離

を確保した保管場所を定めて保管するこ

とにより，竜巻により同じ機能を有する

設備が同時に機能喪失することの防止を

図る設計とする。 

ただし，同じ機能を有する重大事故等

対処設備がない設備については，竜巻に

よって 1 台が損傷したとしても必要数を

満足し，機能が損なわれないよう，予備

も含めて分散させるとともに，原子炉格

納容器，使用済燃料プール及びこれらの

設備が必要となる事象の発生を防止する

設計基準事故対処設備，重大事故等対処

設備を内包する原子炉建屋等から 100m 以

上の離隔距離を確保した保管場所を定め

て保管する設計とする。 

運用として，竜巻が襲来して，個々の

設備が損傷した場合は，発電用原子炉の

停止を含めた対応を速やかにとることと

し，この運用について，保安規定に定め

る。 

屋外の重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻による風荷重を考慮し浮き

上がり又は横滑りによって，設計基準事

故対処設備や同じ機能を有する他の重大

事故等対処設備に衝突し，損傷させるこ

とのない設計とする。 

悪影響防止のための固縛については，

位置的分散とあいまって，浮き上がり又

は横滑りによって設計基準事故対処設備

や同じ機能を有する他の重大事故等対処

設備に衝突し，損傷させることのない設

計とするとともに，重大事故等発生時の

初動対応時間を確保するために，固縛装

置の設置箇所数を可能な限り少なくする

設計とする。固縛装置の設計は，風荷重

による浮き上がり又は横滑りの荷重並び

に保管場所を踏まえて固縛の要否を決定

し，固縛が必要な場合は，発生する風荷

重に耐える設計とする。 

なお，固縛が必要とされた重大事故等

対処設備のうち車両型の設備について

は，耐震設計に影響を与えることがない

よう，固縛装置の連結材に適切な余長を

持たせた設計とする。 

積雪及び火山の影響については，必要

により除雪及び降下火砕物の除去等の措

置を講じる。この運用について，保安規

定に定めて，管理する。 

屋外の重大事故等対処設備は，重大事

故等時において，万が一，使用中に機能

を喪失した場合であっても，可搬型重大

事故等対処設備によるバックアップが可
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 安全機能を有する施設は、設計基

準事故時及び設計基準事故に至るま

での間に想定される全ての環境条件

において、その安全機能を発揮する

ことができるものでなければならな

い。 

４ 安全機能を有する施設は、その健

全性及び能力を確認するため、その

安全機能の重要度に応じ、再処理施

設の運転中又は停止中に検査又は試

験ができるものでなければならな

い。 

５ 安全機能を有する施設は、その安

全機能を健全に維持するための適切

な保守及び修理ができるものでなけ

ればならない。 

６ 安全機能を有する施設は、ポンプ

その他の機器又は配管の損壊に伴う

飛散物により、その安全機能を損な

わないものでなければならない。 

７ 安全機能を有する施設は、二以上

の原子力施設と共用する場合には、

再処理施設の安全性を損なわないも

のでなければならない。 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

 再処理施設のうち，安全機能を有する

構築物，系統及び機器を，安全機能を有

する施設とする。安重◇3  

 また，安全機能を有する施設のうち，

その機能喪失により，公衆又は従事者に

放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及

び設計基準事故時に公衆又は従事者に及

ぼすおそれがある放射線障害を防止する

ため，放射性物質又は放射線が工場等外

へ放出されることを抑制し又は防止する

構築物，系統及び機器から構成される施

設を，安全上重要な施設とする。安重◇2  

 安全機能を有する施設の設計，材料の

選定，製作及び検査に当たっては，原則

として現行国内法規に基づく規格及び基

準によるものとする。また，これらに規

定がない場合においては，必要に応じ

て，十分実績があり，信頼性の高い国外

の規格，基準等に準拠する。安重◇3  

 

第２項について 

（１） 安全上重要な系統及び機器について

は，それらを構成する動的機器に単

一故障を仮定しても，所定の安全機

能となるよう，位置的分散を考慮して可

搬型重大事故等対処設備を複数保管する

設計とする。 

原子炉格納容器内の安全施設及び重大

事故等対処設備は，設計基準事故等及び

重大事故等時に想定される圧力，温度等

に対して，格納容器スプレイ水による影

響を考慮しても，その機能を発揮できる

設計とする。 

安全施設及び重大事故等対処設備にお

いて，主たる流路の機能を維持できるよ

う，主たる流路に影響を与える範囲につ

いて，主たる流路と同一又は同等の規格

で設計する。 

 

(2) 海水を通水する系統への影響 

海水を通水する系統への影響に対して

は，常時海水を通水する，海に設置する

又は海で使用する安全施設及び重大事故

等対処設備は耐腐食性材料を使用する。

常時海水を通水するコンクリート構造物

については，腐食を考慮した設計とす

る。 

また，使用時に海水を通水する重大事

故等対処設備は，海水の影響を考慮した

設計とする。 

原則，淡水を通水するが，海水も通水

する可能性のある重大事故等対処設備

は，可能な限り淡水を優先し，海水通水

を短期間とすることで，設備への海水の

影響を考慮する。また，海から直接取水

する際の異物の流入防止を考慮した設計

とする。 

 

(3) 電磁波による影響 

電磁的障害に対しては，安全施設は，

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故が発生した場合におい

ても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

 

外部人為事象のうち重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象とし

て選定する電磁的障害に対しては，重大

事故等対処設備は，重大事故等時におい

ても電磁波により機能を損なわない設計

とする。 
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能を果たし得るように多重性又は多

様性を有する設計とする。安重◇2  

 再処理施設の所内動力用電源は，

外部電源として電力系統に接続され

る154ｋＶ送電線２回線の他に，非常

用所内電源として第１非常用ディー

ゼル発電機２台及び第２非常用ディ

ーゼル発電機２台を設け，安全上重

要な系統が要求される機能を果たす

ために必要な容量を持つ設計とす

る。安重◇7  

 安全保護回路を含む安全上重要な

施設の安全機能を維持するために必

要な計測制御設備は，動的機器に単

一故障を仮定しても，所定の安全機

能を果たし得るよう多重化又は多様

化によって対応するとともに，電気

的・物理的な独立性を有する設計と

する。安重◇7  

 

（２） 安全上重要な系統は，単一故障を仮

定しても，安全上支障のない期間内

に運転員等による原因の除去又は修

理が期待できる場合は，多重化又は

多様化の配慮をしなくてもよいもの

とする。安重◇2  

 

第３項について 

安全機能を有する施設は，設計基準事

故時及び設計基準事故に至るまでの間に

想定される圧力，温度，湿度，線量等各

種の環境条件において，その安全機能を

発揮できる設計とする。安重◇3  

なお，運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故の解析に当たっては，工程の運

転状態を考慮して解析条件を設定すると

ともに，その間にさらされると考えられ

る圧力，温度，湿度，線量等各種の環境

条件について，事象が発生してから収束

するまでの間の計測制御系，安全保護回

路，安全上重要な施設等の作動状況及び

当直（運転員）の操作を考慮する。ま

た，使用するモデル及び温度，圧力，流

量その他の再処理施設の状態を示す事項

は，評価の結果が，より厳しい評価にな

るよう選定する。安重◇3  

 

第４項について 

安全機能を有する施設は，必要に応

じ，それらの安全機能が健全に維持され

ていることを確認するために，再処理施

設の運転中又は定期点検等停止時に安全

機能を損なうことなく適切な方法により

 

 (4) 周辺機器等からの悪影響 

安全施設は，地震，火災，溢水及びそ

の他の自然現象並びに人為事象による他

設備からの悪影響により，発電用原子炉

施設としての安全機能が損なわれないよ

う措置を講じた設計とする。 

重大事故等対処設備は，事故対応のた

めに配置・配備している自主対策設備を

含む周辺機器等からの悪影響により機能

を損なわない設計とする。周辺機器等か

らの悪影響としては，自然現象，外部人

為事象，火災及び溢水による波及的影響

を考慮する。 

このうち，地震以外の自然現象及び外

部人為事象による波及的影響に起因する

周辺機器等からの悪影響により，それぞ

れ重大事故等に対処するための必要な機

能を損なうおそれがないように，常設重

大事故等対処設備は，設計基準事故対処

設備と位置的分散を図り設置する。ま

た，可搬型重大事故等対処設備は，設計

基準事故対処設備の配置も含めて常設重

大事故等対処設備と位置的分散を図ると

ともに，その機能に応じて，全てを一つ

の保管場所に保管することなく，複数の

保管場所に分散配置する。 

重大事故等対処設備及び資機材等は，

竜巻による風荷重が作用する場合におい

ても，重大事故等に対処するための必要

な機能に悪影響を及ぼさないように，浮

き上がり又は横滑りにより飛散しない設

計とするか，当該保管エリア以外の重大

事故等対処設備に衝突し，損傷させない

位置に保管する設計とする。位置的分散

については「5.1.2 多様性，位置的分散

等」に示す。 

溢水に対しては，重大事故等対処設備

は，想定される溢水により機能を損なわ

ないように，重大事故等対処設備の設置

区画の止水対策等を実施する。 

可搬型重大事故等対処設備は，地震の

波及的影響により，重大事故等に対処す

るための必要な機能を損なわないよう

に，設計基準事故対処設備の配置も含め

て常設重大事故等対処設備と位置的分散

を図り，その機能に応じて，すべてを一

つの保管場所に保管することなく，複数

の保管場所に分散配置する。また，屋内

の可搬型重大事故等対処設備は，油内包

機器による地震随伴火災の影響や，水又

は蒸気内包機器による地震随伴溢水の影

響によりその機能を喪失しない場所に保
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(5) 設置場所における放射線 

 安全機能を有する施設の設置場所は，

事故等時においても操作及び復旧作業に

支障がないように，遮蔽の設置や線源か

らの離隔距離により放射線量が高くなる

おそれの少ない場所を選定した上で，設

置場所から操作可能な設計，放射線の影

響を受けない異なる区画若しくは離れた

場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮

蔽設備を有する中央制御室，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並び

に緊急時対策所から操作可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

試験及び検査ができる設計とする。安重

◇3  

 

第５項について 

安全機能を有する施設は，それらの安

全機能を健全に維持するための適切な保

守及び修理ができる設計とする。安重◇3  

また，多量の放射性物質を内包する機

器については，必要に応じてブロック閉

止壁を設置する等により，それらへの接

近可能性も配慮した設計とする。安重◇3  

 

第６項について 

安全機能を有する施設は，再処理施設

内におけるポンプその他の機器又は配管

の損壊に伴う飛散物によって，その安全

機能を損なわない設計とする。安重◇3  

内部発生飛散物とは，ガス爆発，重量機

器の落下等によって発生する飛散物をい

う。なお，二次的飛散物，火災，化学反

応，電気的損傷，配管の損傷，機器の故

障等の二次的影響も考慮するものとす

る。安重◇3  

安全機能を有する施設のうち，内部発

生飛散物防護対象設備としては，安全評

価上その機能を期待する構築物，系統及

び機器を漏れなく抽出する観点から，安

全上重要な構築物，系統及び機器を抽出

し，内部発生飛散物により冷却，水素掃

気，火災・爆発の防止，臨界の防止等の

安全機能を損なわないよう内部発生飛散

物の発生を防止することにより，安全機

能を損なわない設計とする。安重◇3  

その他の安全機能を有する施設につい

ては，内部発生飛散物に対して機能を維

持すること若しくは内部発生飛散物によ

る損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障がない

期間での修理を行うこと又はそれらを適

切に組み合わせることにより，その安全

機能を損なわない設計とする。安重◇3  

 

第７項について 

 安全機能を有する施設は，原子力施設

間での共用によって安全性を損なうこと

のない設計とする。安重◇3  

管するとともに，屋外の可搬型重大事故

等対処設備は，地震により生ずる敷地下

斜面のすべり，液状化又は揺すり込みに

よる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地

盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊

等の影響により必要な機能を喪失しない

位置に保管する設計とする。 

地震による影響に対しては，重大事故

等対処設備は，地震により他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とし，また，地震

により火災源又は溢水源とならない設計

とする。常設重大事故等対処設備につい

ては耐震設計を行い，可搬型重大事故等

対処設備については，横滑りを含めて地

震による荷重を考慮して機能を損なわな

い設計とすることにより，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

地震起因以外の火災による影響に対し

ては，重大事故等対処設備は，火災発生

防止，感知・消火による火災防護対策を

行うことで，また，地震起因以外の溢水

による影響に対しては，想定する重大事

故等対処設備の破損等により生じる溢水

に対する防護対策を行うことで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

地震による荷重を含む耐震設計につい

ては，「2.1 地震による損傷の防止」

に，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）による荷重を含む耐津波設計につ

いては，「2.2 津波による損傷の防止」

に，火災防護については，「3.1 火災に

よる損傷の防止」に基づく設計とし，そ

れらの事象による波及的影響により重大

事故等に対処するために必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

(5) 設置場所における放射線 

安全施設の設置場所は，通常運転時，

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準

事故が発生した場合においても操作及び

復旧作業に支障がないように，遮蔽の設

置や線源からの離隔により放射線量が高

くなるおそれの少ない場所を選定した上

で，設置場所から操作可能，放射線の影

響を受けない異なる区画若しくは離れた

場所から遠隔で操作可能，又は中央制御

室遮蔽区域内である中央制御室から操作

可能な設計とする。 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

及び復旧作業に支障がないように，放射

線量の高くなるおそれの少ない設置場所

の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の
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9.1.6  操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性の確保 

安全機能を有する施設は，運転員によ

る誤操作を防止するため，機器，弁等に

対して系統等による色分けや銘板取り付

け等による識別管理を行うとともに，人

間工学上の諸因子，操作性及び保守点検

を考慮した盤の配置，再処理施設の状態

が正確，かつ，迅速に把握できる計器表

示，警報表示する設計とする。また，運

転時の異常な過渡変化又は設計基準事故

の発生後，ある時間までは，運転員の操

作を期待しなくても必要な安全上の機能

が確保される設計とする。 

安全上重要な施設は，運転時の異常な

過渡変化又は設計基準事故が発生した状

況下（混乱した状態等）であっても，容

易に操作ができるよう，中央制御室並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の制御盤や現場の機器，弁等に

対して，誤操作を防止するための措置を

講ずることにより，簡単な手順によって

必要な操作が行える等の運転員に与える

負荷を少なくすることができる設計とす

る。 

 

設置等により当該設備の設置場所で操作

可能な設計，放射線の影響を受けない異

なる区画若しくは離れた場所から遠隔で

操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区

域内である中央制御室から操作可能な設

計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合において

も設置及び常設設備との接続に支障がな

いように，放射線量の高くなるおそれの

少ない設置場所の選定，当該設備の設置

場所への遮蔽の設置等により，当該設備

の設置及び常設設備との接続が可能な設

計とする。 

 

 

 (6) 冷却材の性状 

冷却材を内包する安全施設は，水質管

理基準を定めて水質を管理することによ

り異物の発生を防止する設計とする。 

安全施設及び重大事故等対処設備は，

系統外部から異物が流入する可能性のあ

る系統に対しては，ストレーナ等を設置

することにより，その機能を有効に発揮

できる設計とする。 

 

 

5.1.6 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性の確保 

重大事故等対処設備は，手順書の整

備，訓練・教育により，想定される重大

事故等が発生した場合においても，確実

に操作でき，設置変更許可申請書「十 発

電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の

事故が発生した場合における当該事故に

対処するために必要な施設及び体制の整

備に関する事項」ハで考慮した要員数と

想定時間内で，アクセスルートの確保を

含め重大事故等に対処できる設計とす

る。 

これらの運用に係る体制，管理等につ

いては，保安規定に定めて管理する。 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

を確実なものとするため，重大事故等時

の環境条件を考慮し，操作が可能な設計

とする。 

重大事故等対処設備は，操作する全て

の設備に対し，十分な操作空間を確保す

るとともに，確実な操作ができるよう，

必要に応じて操作足場を設置する。ま

た，防護具，可搬型照明等は重大事故等

時に迅速に使用できる場所に配備する。 
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現場操作において工具を必要とする場

合は，一般的に用いられる工具又は専用

の工具を用いて，確実に作業ができる設

計とする。工具は，作業場所の近傍又は

アクセスルートの近傍に保管できる設計

とする。可搬型重大事故等対処設備は運

搬，設置が確実に行えるように，人力又

は車両等による運搬，移動ができるとと

もに，必要により設置場所にてアウトリ

ガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能な設計とする。 

現場の操作スイッチは運転員等の操作

性を考慮した設計とする。また，電源操

作が必要な設備は，感電防止のため露出

した充電部への近接防止を考慮した設計

とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，

手動操作が可能な設計とする。 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接

続，フランジ接続又はより簡便な接続方

式等，接続方式を統一することにより，

確実に接続が可能な設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅

速な操作を必要とする機器は，必要な時

間内に操作できるように中央制御室での

操作が可能な設計とする。制御盤の操作

器は運転員の操作性を考慮した設計とす

る。 

想定される重大事故等において操作す

る重大事故等対処設備のうち動的機器に

ついては，その作動状態の確認が可能な

設計とする。 

重大事故等対処設備のうち，本来の用

途以外の用途として重大事故等に対処す

るために使用する設備は，通常時に使用

する系統から速やかに切替操作が可能な

ように，系統に必要な弁等を設ける設計

とする。 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備

と接続するものについては，容易かつ確

実に接続できるように，ケーブルはボル

ト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等

を用い，配管は配管径や内部流体の圧力

によって，大口径配管又は高圧環境にお

いてはフランジを用い，小口径配管かつ

低圧環境においてはより簡便な接続方式

等を用いる設計とする。窒素ボンベ，空

気ボンベ，タンクローリ等については，

各々専用の接続方式を用いる。 

また，同一ポンプを接続する配管は口

径を統一することにより，複数の系統で

の接続方式の統一も考慮する。 

想定される重大事故等が発生した場合
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において，可搬型重大事故等対処設備が

移動・運搬できるため，また，他の設備

の被害状況を把握するため，発電所内の

道路及び通路が確保できるよう，以下の

設計とする。 

屋外及び屋内において，アクセスルー

トは，自然現象，外部人為事象，溢水及

び火災を想定しても，運搬，移動に支障

をきたすことのないよう，迂回路も考慮

して複数のアクセスルートを確保する設

計とする。 

なお，想定される重大事故等の収束に

必要となる屋外アクセスルートは，基準

津波の影響を受けない防潮堤内に，基準

地震動Ｓｓ及び敷地に遡上する津波の影

響を受けないルートを少なくとも 1 つ確

保する設計とする。 

屋外及び屋内アクセスルートに影響を

与えるおそれがある自然現象として，地

震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮を選定する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する

外部人為事象については，屋外アクセス

ルートに影響を与えるおそれがある事象

として選定する飛来物（航空機落下），

爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載

した車両，有毒ガス，船舶の衝突，電磁

的障害及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムに対して，迂回路も

考慮した複数のアクセスルートを確保す

る設計とする。 

電磁的障害に対しては，道路面が直接

影響を受けることはないことからアクセ

スルートへの影響はない。 

屋外アクセスルートに対する地震によ

る影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面

の崩壊及び道路面のすべり），その他自

然現象（風（台風）及び竜巻による飛来

物，積雪並びに火山の影響）による影響

を想定し，複数のアクセスルートの中か

ら状況を確認し，早期に復旧可能なアク

セスルートを確保するため，障害物を除

去可能なホイールローダを 2 台（予備 3 

台）保管，使用する。 

なお，東海発電所の排気筒の短尺化及

びサービス建屋減築等によりアクセスル

ートへの影響を防止する設計とする。 

また，地震による屋外タンクからの溢水

及び降水に対しては，道路上への自然流

下も考慮した上で，通行への影響を受け

ない箇所にアクセスルートを確保する設
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計とする。 

津波の影響については，敷地に遡上す

る津波による遡上高さに対して十分余裕

を見た高さに高所のアクセスルートを確

保する設計とする。 

また，高潮に対しては，通行への影響

を受けない敷地高さにアクセスルートを

確保する設計とする。 

屋外アクセスルートは，自然現象のう

ち凍結，森林火災，外部人為事象のうち

飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場

等の火災，危険物を搭載した車両，有毒

ガス及び船舶の衝突に対しては，迂回路

も考慮した複数のアクセスルートを確保

する設計とする。 

落雷に対しては，道路面が直接影響を

受けることはないため，さらに生物学的

事象に対しては，容易に排除可能なた

め，アクセスルートへの影響はない。 

屋外アクセスルートは，地震の影響に

よる周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり

で崩壊土砂が広範囲に到達することを想

定した上で，ホイールローダによる崩壊

箇所の復旧又は迂回路の通行を行うこと

で，通行性を確保できる設計とする。 

また，不等沈下等に伴う段差の発生が

想定される箇所においては，段差緩和対

策等を行う設計とする。 

屋外アクセスルートは，自然現象のう

ち凍結及び積雪に対して，道路について

は融雪剤を配備し，車両についてはタイ

ヤチェーン等を装着することにより通行

性を確保できる設計とする。 

屋内アクセスルートは，自然現象とし

て選定する津波（敷地に遡上する津波を

含む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮による影響に対

して，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建屋内に確保する設計とす

る。 

屋内アクセスルートは，外部人為事象

として選定する飛来物（航空機落下），

爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載

した車両，有毒ガス及び船舶の衝突に対

して，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建屋内に確保する設計とす

る。 

屋内アクセスルートの設定に当たって

は，油内包機器による地震随伴火災の影

響や，水又は蒸気内包機器による地震随

伴溢水の影響を考慮するとともに，迂回

路を含む複数のルート選定が可能な配置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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別紙 1 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十五条（安全上重要な施設）（25 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 試験・検査性 

再処理施設の維持管理にあたっては再

処理施設保安規定に基づく要領類に従

い，施設管理計画における保全プログラ

ムを策定し，設備の維持管理を行う。な

お，一般消耗品又は設計上交換を想定し

ている部品（安全に係わる設計仕様に変

更のないもので，特別な工事を要さない

ものに限る。）及び通信連絡設備、安全

避難通路（照明設備）等の「原子力施設

の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の基準に関する規則」で定める

一般産業用工業品については、適切な時

期に交換を行うことで設備の維持管理を

行う。 

安全機能を有する施設は，その健全性及び

能力を確認するため，その安全機能の重要

度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中

に検査又は試験ができる設計にするととも

に，その安全機能を健全に維持するための

適切な保守及び修理ができる設計とする。 

安全上重要な機器等については，その

健全性を確認するため，セル壁に貫通口

を設ける設計とし，また，その安全機能

を維持するために，必要に応じて保守セ

ル等を設ける設計とする。 

多量の放射性物質を内包する機器につ

いては，必要に応じてブロック閉止壁を

設置する等により，それらへの接近可能

性も配慮した設計とする。 

 

  

(3) 維持管理 

再処理施設の維持管理にあたっては再

処理施設保安規定に基づく要領類に従

い，施設管理計画における保全プログラ

ムを策定し，設備の維持管理を行う。な

お，一般消耗品又は設計上交換を想定し

ている部品（安全に係わる設計仕様に変

更のないもので，特別な工事を要さない

ものに限る。）及び通信連絡設備、安全

避難通路（照明設備）等の「原子力施設

の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の基準に関する規則」で定める

一般産業用工業品については、適切な時

期に交換を行うことで設備の維持管理を

行う。 

 

 

設計とする。 

 

(2) 試験・検査性 

設計基準対象施設は，健全性及び能力

を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に必要な箇所の保守点検（試

験及び検査を含む。）が可能な構造と

し，そのために必要な配置，空間等を備

えた設計とする。 

重大事故等対処設備は，健全性及び能

力を確認するため，発電用原子炉の運転

中又は停止中に必要な箇所の保守点検，

試験又は検査を実施できるよう，機能・

性能の確認，漏えいの有無の確認，分解

点検等ができる構造とし，そのために必

要な配置，空間等を備えた設計とする。

また，接近性を考慮して必要な空間等を

備え，構造上接近又は検査が困難である

箇所を極力少なくする。 

試験及び検査は，使用前検査，施設定

期検査，定期安全管理検査及び溶接安全

管理検査の法定検査に加え，保全プログ

ラムに基づく点検が実施できる設計とす

る。 

重大事故等対処設備は，原則系統試験

及び漏えいの有無の確認が可能な設計と

する。系統試験については，テストライ

ンなどの設備を設置又は必要に応じて準

備することで試験可能な設計とする。ま

た，悪影響防止の観点から他と区分する

必要があるもの又は単体で機能・性能を

確認するものは，他の系統と独立して機

能・性能確認が可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にあ

る重大事故等対処設備は，発電用原子炉

の運転に大きな影響を及ぼす場合を除

き，運転中に定期的な試験又は検査が実

施可能な設計とする。また，多様性又は

多重性を備えた系統及び機器にあって

は，各々が独立して試験又は検査ができ

る設計とする。 

代替電源設備は，電気系統の重要な部

分として，適切な定期試験及び検査が可

能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確

認が必要な設備は，原則として分解・開

放（非破壊検査を含む。）が可能な設計

とし，機能・性能確認，各部の経年劣化

対策及び日常点検を考慮することによ

り，分解・開放が不要なものについては

外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 

「基本設計方針」欄の 
グレーハッチング部は 16 条

の基本設計方針に記載。 

「発電炉工認 基本設

計方針」欄のグレーハ

ッチング部は 16 条に

係る基本設計方針に

記載。 
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別紙２ 
 

 

 

基本設計方針の申請書単位での 

展開表 
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基本設計方針の申請書単位での展開表
（第15条 安全上重要な施設）

別紙２

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第１Ｇｒ
説明対象

第１Ｇｒ申請対象設備 第１Ｇｒ申請　仕様表 第１Ｇｒ申請　添付書類
第２Ｇｒ

（１項変更①）
第２Ｇｒ

（２項変更②）
第２Ｇｒ

（２項変更③）
第３Ｇｒ

（１項変更②）
第３Ｇｒ

（２項変更④）

別設工認①
第2ユーティリティ建屋に係る施

設

別設工認②
海洋放出管切り離し工事

1

また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすお
それがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するた
め，放射性物質又は放射線が再処理施設を設置する工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する
構築物，系統及び機器から構成される施設を，安全上重要な施設とする。

定義 － 基本方針 ○ － － － － － － － － － －

2
安全上重要な施設については，当該施設を構成する機器に単一故障が発生した場合であって，外部電
源が利用できない場合においても，その系統の安全機能を達成できるよう，十分高い信頼性を確保
し，かつ維持し得る設計とし，原則，多重性又は多様性及び独立性を備える設計とする。

冒頭宣言 － 基本方針 ○
安全冷却水B冷却塔
安全冷却水系の配管

－
Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下に
おける健全性に関する説明書

－ － － － － － －

3

安全上重要な系統及び機器については，それらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても，所定の
安全機能を果たし得るように多重性又は多様性を有する設計とする。ただし，単一故障を仮定して
も，安全上支障のない期間内に運転員等による原因の除去又は修理が期待できる場合は，多重化又は
多様化の配慮をしなくてもよいものとする。

機能要求① 安全上重要な施設 基本方針 ○
安全冷却水B冷却塔
安全冷却水系の配管

－
Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下に
おける健全性に関する説明書

－ － － － － － －
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申請範囲とした基本設計方針の 
添付書類への展開 
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申請範囲とした基本設計方針の添付書類への展開
（第15条 安全上重要な施設）

別紙３

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 展開事項 展開先（小項目） 添付書類における記載

1

また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがある
もの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放
射線が再処理施設を設置する工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する構築物，系統及び機器から構成さ
れる施設を，安全上重要な施設とする。

定義 － 基本方針
Ⅵ-1-1-4　別紙
安全上重要な施設に関する説明書

【安全上重要な施設】
'安全上重要な施設の範囲に関して説明する。

2
安全上重要な施設については，当該施設を構成する機器に単一故障が発生した場合であって，外部電源が利用で
きない場合においても，その系統の安全機能を達成できるよう，十分高い信頼性を確保し，かつ維持し得る設計
とし，原則，多重性又は多様性及び独立性を備える設計とする。

冒頭宣言 － 基本方針

3

安全上重要な系統及び機器については，それらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても，所定の安全機能を
果たし得るように多重性又は多様性を有する設計とする。ただし，単一故障を仮定しても，安全上支障のない期
間内に運転員等による原因の除去又は修理が期待できる場合は，多重化又は多様化の配慮をしなくてもよいもの
とする。

機能要求① 安全上重要な施設 基本方針

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重⼤事故
等対処設備が使⽤される条件の下における健全性に関する説明書
2. 基本方針
2.1 多様性、位置的分散等

【多様性、位置的分散等】
安全上重要な施設については，構成する動的機器に単一故障を仮定しても，所定の安全機能を果たし得るように
多重性又は多様性を有する設計とする。
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添付書類の発電炉との比較 

（追而） 
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補足説明すべき項目の抽出結果 

  

38



補足説明すべき項目の抽出
（第15条 安全上重要な施設）

別紙５

説明が必要な項目

1

また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがある
もの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放
射線が再処理施設を設置する工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する構築物，系統及び機器から構成さ
れる施設を，安全上重要な施設とする。

Ⅵ-1-1-4　別紙
安全上重要な施設に関
する説明書

【安全上重要な施設】
安全上重要な施設の範囲に関する説明

安全上重要な施設の範囲に関して説明する。
　→　「安全上重要な施設」から「安全上重要な施設と同等の信頼性を維持
する施設」に変更した設備の説明

2
安全上重要な施設については，当該施設を構成する機器に単一故障が発生した場合であって，外部電源が利用で
きない場合においても，その系統の安全機能を達成できるよう，十分高い信頼性を確保し，かつ維持し得る設計
とし，原則，多重性又は多様性及び独立性を備える設計とする。

3

安全上重要な系統及び機器については，それらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても，所定の安全機能を
果たし得るように多重性又は多様性を有する設計とする。ただし，単一故障を仮定しても，安全上支障のない期
間内に運転員等による原因の除去又は修理が期待できる場合は，多重化又は多様化の配慮をしなくてもよいもの
とする。

－

技術基準（安全重重要な施設　第15条）

　非常用電源設備その他の安全上重要な施設は、再処理施設の安全性を確保する機能を維持するために必要があ
る場合において、当該施設自体又は当該施設が属する系統として多重性を有するものでなければならない。

基本設計方針 添付書類

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重⼤事故
等対処設備が使⽤され
る条件の下における健
全性に関する説明書

【多様性、位置的分散等】
・安全上重要な施設については，構成する動的機器に単一故障を仮定しても，所定の安全機能を果
たし得るように多重性又は多様性を有する設計とする。

基本設計方針（事業変更許可で約束した事項）を達成すること

によって技術基準に適合することを確認
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補足説明すべき項目の抽出結果
（第15条 安全上重要な施設）

別紙５

第１Ｇｒ
対象

第２Ｇｒ
（１項変更①）

第２Ｇｒ
（２項変更②）

第２Ｇｒ
（２項変更③）

第３Ｇｒ
（１項変更②）

第３Ｇｒ
（２項変更④）

別設工認①
第2ユーティリティ
建屋に係る施設

別設工認②
海洋放出管切り離し

工事

安全上重要な施設に関する補足説明
資料

安全上重要な施設の範囲に係るもの 「安全上重要な施設」から「安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設」に変更した設備の説明について補足

－ － － － － － － － － －

【第1回申請対象】

－ － －

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目

第１回申請に係る補足説明資料はない。

第２Ｇｒ以降に「安全上重要な施設」から「安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設」

に変更した設備が申請対象となり、これらに対する補足説明の追加が必要。

発電炉の補足説明資料から展開すべき補足説明資料はない。
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変更前記載事項の 
既工認等との紐づけ 

 
※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。 
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備考第2Gr 第3Gr
再処理目次

再処理添付書類構成案
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安全上重要な施設に関する説明書
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基本設計方針の許可整合性、 

発電炉との比較 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十六条 （安全機能を有する施設）（1 / 38） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 
（安全機能を有する施設） 

第十六条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 設備に対する要求事項 

9.1  安全機能を有する施設、安全上重

要な施設及び重大事故等対処設備 

 

9.1.1  一般要求事項 

安全機能を有する施設，安全上重要な

施設及び重大事故等対処設備 再処理施設

は，設計，材料の選定，製作，建設，試

験及び検査を通じ，原則として現行国内

法規に基づく規格及び基準により，信頼

性の高いものとする。ただし，外国の規

格及び基準による場合又は規格及び基準

で一般的でないものを適用する場合に

は，それらの規格及び基準の適用の根

拠，国内法規に基づく規格及び基準との

対比並びに適用の妥当性を明らかにする

ものとする。安有① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並

びに再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

ロ．再処理施設の一般構造 

 

(７) その他の主要な構造 

(ⅲ) その他 

(ａ) 再処理施設は，設計，製作，建設，

試験及び検査を通じて信頼性の高い

ものとする。 

安有① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1  安全機能を有する施設に関する

基本方針 

(19) 再処理施設は，設計，材料の選

定，製作，建設，試験及び検査を通

じ，原則として現行国内法規に基づ

く規格及び基準により，信頼性の高

いものとする。ただし，外国の規格

及び基準による場合又は規格及び基

準で一般的でないものを適用する場

合には，それらの規格及び基準の適

用の根拠，国内法規に基づく規格及

び基準との対比並びに適用の妥当性

を明らかにするものとする。安有① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1  安全機能を有する施設に関する

基本方針 

  再処理施設の安全性を確保するため

に，異常の発生を防止すること，仮に

異常が発生したとしてもその波及，拡

大を抑制すること，さらに，異常が拡

大すると仮定してもその影響を緩和す

ることとする「深層防護」の考え方を

適切に採用した設計とする。  

  また，再処理施設は，平常時におい

て，周辺監視区域外の公衆の線量及び

放射線業務従事者の線量が「核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律」（以下「原子炉等規制法」

という。）に基づき定められている線

量限度を超えないように設計する。さ

らに，公衆の線量については，合理的

に達成できる限り低くなるように設計

する。すなわち，施設設計の実現可能

性を考慮しつつ，周辺環境に放出する

放射性物質に起因する線量について

は，「発電用軽水型原子炉施設周辺の

線量目標値に関する指針（昭和50年５

月13日原子力委員会決定）」において

5. 設備に対する要求 

5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重

大事故等対処設備 

 

5.1.1 通常運転時の一般要求 

(1) 設計基準対象施設の機能 

設計基準対象施設は，通常運転時にお

いて発電用原子炉の反応度を安全かつ安

定的に制御でき，かつ，運転時の異常な

過渡変化時においても発電用原子炉固有

の出力抑制特性を有するとともに，発電

用原子炉の反応度を制御することによ

り，核分裂の連鎖反応を制御できる能力

を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(2) 通常運転時に漏えいを許容する場合

の措置 

設計基準対象施設は，通常運転時にお

いて，放射性物質を含む液体を内包する

容器，配管，ポンプ，弁その他の設備か

ら放射性物質を含む液体があふれ出た場

合においては，系統外に漏えいさせるこ

となく，各建屋等に設けられた機器ドレ

ン又は床ドレン等のサンプ又はタンクに

収集し，液体廃棄物処理設備に送水する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書の 
記載に合わせて修正 

（発電炉の記載） 
再処理施設では、該当する施設がない

ため記載しない。 

（当社の記載） 
事業変更許可申請書に基づき、再処理施

設の設計等に係る規格、基準等を記載す

る。 

漏えいに関する基本設計方針は、 
他条文「10 条：閉じ込め」にて記載 

16 条に係る条文は次頁以降に

示す。なお、「設工認申請書 基

本設計方針」と「発電炉工認 基

本設計」との比較を簡単にする

ため、条文の並びは入れ替え

た。 

「設工認申請書 基本設計方針」と「発電炉

工認 基本設計」との比較を簡単にするた

め、事業変更許可申請書 添付書類六につ

いては、一部順序を入れ替えた。 

黄色ハッチング：発電炉工認と基本設計方針の記

載内容が一致する箇所 

紫字：比較対象外箇所（ＳＡ設備に関する記載） 

赤字、取り消し線：記載適正化箇所 

：記載内容が一致しない箇所の差異理由 

：記載適正化の内容 

：補足説明 
 

  ：当該ページの基本設計方針に使用している

箇所 

【凡例】 

「設工認申請書 基本設計方針」と「発電炉

工認 基本設計」との比較を簡単にするた

め、事業変更許可申請書 本文については

一部順序を入れ替えた（次頁以降参照）。 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十六条 （安全機能を有する施設）（2 / 38） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設のうち，安全機能を有する

構築物，系統及び機器を安全機能を有す

る施設とする。安有② 

 

 

 

また，安全機能を有する施設のうち，

その機能喪失により，公衆又は従事者に

放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及

び設計基準事故時に公衆又は従事者に及

ぼすおそれがある放射線障害を防止する

ため，放射性物質又は放射線が再処理施

設を設置する工場等外へ放出されること

を抑制し又は防止する構築物，系統及び

機器から構成される施設を，安全上重要

な施設とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，運転時の異

常な過渡変化及び設計基準事故を選定

し，解析及び評価を実施することによ

り，運転時の異常な過渡変化時において

は，温度，圧力，流量その他の再処理施

設の状態を示す事項を安全設計上許容さ

れる範囲内に維持できる設計とし，設計

基準事故時においては，工場等周辺の公

衆に放射線障害を及ぼさない設計とす

る。安有③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

 再処理施設のうち，重大事故等対処施

設を除いたものを設計基準対象の施設と

し，安全機能を有する構築物，系統及び

機器を，安全機能を有する施設とする。

安有② 

 

 また，安全機能を有する施設のうち，

その機能喪失により，公衆又は従事者に

放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及

び設計基準事故時に公衆又は従事者に及

ぼすおそれがある放射線障害を防止する

ため，放射性物質又は放射線が工場等外

へ放出されることを抑制し又は防止する

構築物，系統及び機器から構成される施

設を，安全上重要な施設とする。安有□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (７) その他の主要な構造 

(ｈ) 運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故の拡大の防止 

安全機能を有する施設は，運転時の異常

な過渡変化及び設計基準事故を選定し，

解析及び評価を実施することにより，運

転時の異常な過渡変化時においては，温

度，圧力，流量その他の再処理施設の状

態を示す事項を安全設計上許容される範

囲内に維持できる設計とする。また，設

計基準事故時においては，工場等周辺の

公衆に放射線障害を及ぼさない設計とす

る。安有③ 

 

(ｇ) 安全機能を有する施設 

(イ) 安全機能を有する施設の設計方針 

１） 安全機能を有する施設のうち，安全

上重要な系統及び機器については，それ

らを構成する動的機器に単一故障を仮定

しても，所定の安全機能を果たし得るよ

うに多重性又は多様性を有する設計とす

る。安有□1 

 ただし，単一故障を仮定しても，安全

上支障のない期間内に運転員等による原

定める線量目標値が実効線量で年間50

μＳｖであることを踏まえて，年間50

μＳｖを超えないよう設計する。安有◇1 

 

(１) 再処理施設のうち，「再処理施設

の安全性を確保するために必要な

構築物，系統及び機器」を「安全

機能を有する施設」とし，安有②

「再処理施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則」（以下

「事業指定基準規則」という。）

に適合した設計とする。安有◇1 

 

(２) 安全上重要な施設については，機

能喪失時の公衆への線量影響等を

考慮して安全機能を有する施設か

ら選定し，事業指定基準規則に適

合した設計とする。安有◇1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基本設計方針」欄の 

グレーハッチング部は 15 条

の基本設計方針に記載 

（当社の記載） 
事業変更許可申請書に基づき、 
再処理施設に係る安全機能の 
設計について記載する。 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十六条 （安全機能を有する施設）（3 / 38） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 
 

 

 

 

１ 安全機能を有する施設は、

設計基準事故時及び設計基準事

故に至るまでの間に想定される

全ての環境条件において、その

安全機能を発揮することができ

るように設置されたものでなけ

ればならない。安有④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準事故時及び設計基準事

故に至るまでの間に 通常運転時，運転

時の異常な過渡変化時及び設計基準事故

時に想定される全ての環境条件におい

て、その安全機能を発揮する設計とす

る。安有④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，その安全機

能の重要度に応じて，その機能が確保さ

れたものとする。安有⑤ 

 

 

安全機能を有する施設，安全上重要な

施設及び重大事故等対処設備 再処理施設

は核燃料物質の臨界防止，放射線の遮

蔽，使用済燃料等の閉じ込め，火災及び

爆発の防止及び耐震等に係る基本設計方

針に基づく安全設計を行うとともに，使

用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物

等の貯蔵，処理時に発生する崩壊熱によ

る異常な温度上昇を防止する設計とす

る。安有⑥  

 

また，想定するポンプその他の機器又

は配管の損壊に伴う飛散物（以下「内部

発生飛散物」という。）を考慮した設計

とする。 

 

 

 

因の除去又は修理が期待できる場合は，

多重化又は多様化の配慮をしなくてもよ

いものとする。安有□1 

 

２） 安全機能を有する施設は，設計基準

事故時及び設計基準事故に至るまでの間

に想定される圧力，温度，湿度，線量等

各種の環境条件において，その安全機能

を発揮することができる設計とする。安

有④ 

 

(ｇ) 安全機能を有する施設 

(イ) 安全機能を有する施設の設計方針 

再処理施設のうち，安全機能を有する

構築物，系統及び機器を安全機能を有す

る施設とする。安有□2 

また，安全機能を有する施設のうち，

その機能喪失により，公衆又は従事者に

放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及

び設計基準事故時に公衆又は従事者に及

ぼすおそれがある放射線障害を防止する

ため，放射性物質又は放射線が再処理施

設を設置する工場等外へ放出されること

を抑制し又は防止する構築物，系統及び

機器から構成される施設を，安全上重要

な施設とする。安有□1 

 

(ｇ) 安全機能を有する施設 

(イ) 安全機能を有する施設の設計方針 

安全機能を有する施設は，その安全機能

の重要度に応じて，その機能が確保され

たものとする安有⑤とともに，以下の設

計を満足するものとする 

 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

再処理施設は，使用済燃料及びその溶解

液，放射性廃棄物等の貯蔵，処理時に発

生する崩壊熱による異常な温度上昇を防

止する設計とする。安有⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 安全機能を有する施設に関する基

本方針 

(５) 安全機能を有する施設は，設計基

準事故時及び設計基準事故に至るま

での間に想定される全ての環境条件

において，その安全機能を発揮でき

る設計とする。安有④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 安全機能を有する施設に関する基

本方針 

(３) 安全機能を有する施設は，その安

全機能の重要度に応じて，その機能

を確保するものとする。安有⑤ 

 

 

1.1.1 安全機能を有する施設に関する基

本方針 

 (17) 安全機能を有する施設は，使用済

燃料等から発生する崩壊熱等を適切

に除去する設計とする。安有⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常運転時も基本設計方針で 
考慮されることを明確化 

事業変更許可申請書の 
記載に合わせた形に 
修正 

後掲する 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十六条 （安全機能を有する施設）（4 / 38） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、再処理施設の安全設計において

は，使用済燃料の仕様のうち冷却期間を

以下の条件とする。 

再処理施設に受け入れるまでの冷却期

間：１年以上 

せん断処理するまでの冷却期間：４年以

上安有⑦ 

 

 

 

 

 

9.1.2  多様性，位置的分散等 

(1) 多重性又は多様性及び位置的分散 

安全上重要な施設については，当該施設

を構成する機器に単一故障が発生した場

合であって，外部電源が利用できない場

合においても，その系統の安全機能を達

成できるよう，十分高い信頼性を確保

し，かつ維持し得る設計とし，原則，多

重性又は多様性及び独立性を備える設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

再処理施設の安全設計は，旧申請書にお

ける設計条件を維持することとし，使用

済燃料の仕様のうち冷却期間を以下の条

件とする。 

再処理施設に受け入れるまでの冷却期

間： 

１年以上 

せん断処理するまでの冷却期間： 

４年以上安有⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 概  要 

使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時

から再処理施設に受け入れるまでの期

間：４年以上 

使用済燃料の冷却期間は，旧申請書にお

ける設計条件を維持することとし，以下

の条件とする。 

再処理施設に受け入れるまでの冷却期

間： 

１年以上安有⑦ 

 

 

 

1.1.1 安全機能を有する施設に関する基

本方針 

 (４) 安全上重要な施設は，機械又は器

具の単一故障が発生した場合におい

てもその機能が失われることのない

設計とする。安有◇2 

 

 (10) 安全機能を有する施設は，臨界事

故を防止するため技術的に見て想定

されるいかなる場合でも臨界となら

ない設計とする。また，万一の臨界

事故に備え，必要に応じて臨界警報

装置及び可溶性中性子吸収材を注入

する設備を設置する。安有◇2 

 

(11) 安全機能を有する施設は，運転時

及び停止時において再処理施設から

の直接線及びスカイシャイン線によ

る再処理事業所周辺の空間線量率を

十分に低減する設計とする。安有◇2 

また，安全機能を有する施設は，

再処理事業所内における外部放射線

による放射線障害を防止する必要が

ある場合には，管理区域その他再処

理事業所内の人の立ち入る場所にお

ける線量を低減できるよう，遮蔽そ

の他適切な措置を講ずる設計とし，

放射線業務従事者が運転時の異常な

過渡変化時及び設計基準事故時にお

いて，迅速に対応するために必要な

操作ができる設計とする。安有◇2 

 

(12) 安全機能を有する施設は，周辺環

境への放射性物質の過度の放出を防

ぐため，多重性を考慮した放射性物

質の閉じ込め設備を設け，万一事故

が起こった場合でも敷地周辺の公衆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 多様性，位置的分散等 

(1) 多重性又は多様性及び独立性 

設置許可基準規則第 12 条第 2 項に規

定される「安全機能を有する系統のう

ち，安全機能の重要度が特に高い安全機

能を有するもの」（解釈を含む。）は，

当該系統を構成する機器に「(2) 単一故

障」にて記載する単一故障が発生した場

合であって，外部電源が利用できない場

合においても，その系統の安全機能を達

成できるよう，十分高い信頼性を確保

し，かつ維持し得る設計とし，原則，多

重性又は多様性及び独立性を備える設計

とする。 

重大事故等対処設備は，共通要因とし

て，環境条件，自然現象，発電所敷地又

はその周辺において想定される発電用原

子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為による

もの（以下「外部人為事象」とい

う。），溢水，火災及びサポート系の故

障を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象とし

て，地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮を選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，

津波（敷地に遡上する津波を含む。），

風（台風），積雪及び火山の影響を考慮

する。 

外部人為事象として，飛来物（航空機

落下），爆発，近隣工場等の火災，危険

物を搭載した車両，有毒ガス，船舶の衝

突，電磁的障害及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムを選定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基本設計方針」欄の 

グレーハッチング部は 15 条

の基本設計方針に記載 

15 条に係る基本設計

方針に反映。 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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の安全を確保できる設計とする。 

安有◇2 

 

(13) 安全機能を有する施設は，火災又

は爆発により再処理施設の安全性が

損なわれないよう，可能な限り不燃

性又は難燃性材料の使用，可燃性物

質を使用する系統及び機器における

着火源の排除等，火災及び爆発の発

生を防止することができ，かつ，消

火設備及び火災感知設備並びに火災

及び爆発の影響を軽減する機能を有

する設計とする。消火設備は，破

損，誤作動又は誤操作が起きた場合

においても安全上重要な施設の安全

機能を損なわない設計とする。安有◇2 

 

(14) 安全機能を有する施設は，地震力

が作用した場合においても当該安全

機能を有する施設を十分に支持する

ことができる地盤に設置するととも

に，地震力に十分に耐えることがで

きる設計とする。この地震力は，地

震の発生により生ずるおそれがある

安全機能を有する施設の安全機能の

喪失に起因する放射線による公衆へ

の影響の程度に応じて算定する。 

安有◇2 

また，地震（津波を含む。）の発

生により，再処理施設に重大な影響

を及ぼすおそれがあると判断した場

合は，必要に応じて再処理施設への

影響を軽減するための措置を講ずる

よう手順を整備する。安有◇2 

 

(15) 安全機能を有する施設は，想定さ

れる自然現象（地震及び津波を除

く。）が発生した場合においても安

全機能を損なわない設計とする。 

安有◇2 

安全上重要な施設は，当該安全上

重要な施設に大きな影響を及ぼすお

それがあると想定される自然現象に

より当該安全上重要な施設に作用す

る衝撃及び設計基準事故時に生ずる

応力を適切に考慮した設計とする。

さらに，安全機能を有する施設は，

敷地内又はその周辺において想定さ

れる再処理施設の安全性を損なわせ

る原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの（故意によるも

のを除く。）（以下「人為事象」と

故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムについては，可搬型重大事故

等対処設備による対策を講じることとす

る。 

接続口から建屋内に水又は電力を供給

する経路については，常設重大事故等対

処設備として設計する。 

建屋等については，地震，津波（敷地

に遡上する津波を含む。），火災及び外

部からの衝撃による損傷を防止できる設

計とする。 

重大事故緩和設備についても，共通要

因の特性を踏まえ，可能な限り多様性を

確保し，位置的分散を図ることを考慮す

る。 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故防止設備は，設計基準事

故対処設備並びに使用済燃料プールの冷

却設備及び注水設備（以下「設計基準事

故対処設備等」という。）の安全機能と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，共通要因の特

性を踏まえ，可能な限り多様性，独立

性，位置的分散を考慮して適切な措置を

講じる設計とする。 

 

ただし，常設重大事故防止設備のう

ち，計装設備について，重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラ

メータの計測が困難となった場合に，当

該パラメータを推定するために必要なパ

ラメータと異なる物理量又は測定原理と

する等，重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータに対して

可能な限り多様性を有する方法により計

測できる設計とするとともに，可能な限

り位置的分散を図る設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，常設重大事故防止設備がその機能を

確実に発揮できる設計とする。 

重大事故等時の環境条件における健全

性については「5.1.5 環境条件等」に基

づく設計とする。 

風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍

結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁

的障害に対して常設重大事故防止設備

は，環境条件にて考慮し機能が損なわれ

ない設計とする。 

常設重大事故防止設備は，「1. 地盤

等」に基づく地盤に設置するとともに，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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いう。）に対して安全機能を損なわ

ない設計とする。安有◇2 

また，想定される自然現象及び人

為事象の発生により，再処理施設に

重大な影響を及ぼすおそれがあると

判断した場合は，必要に応じて使用

済燃料の再処理を停止する等，再処

理施設への影響を軽減するための措

置を講ずるよう手順を整備する。 

安有◇2 

 

 (18) 再処理施設は，安全上重要な施設

がその機能を維持するために必要と

なる電力を当該安全上重要な施設に

供給するため，電力系統に連係した

設計とする。非常用電源設備及びそ

の附属設備は，多重性及び独立性を

確保し，その系統を構成する機械又

は器具の単一故障が発生した場合で

あっても，運転時の異常な過渡変化

時又は設計基準事故時において安全

上重要な施設及び設計基準事故に対

処するための設備がその機能を確保

するために十分な容量を有する設計

とする。安有◇2 

 

 (20) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る施設は，再処理設備本体の運転開

始に先立ち使用できる設計とする。

安有◇3  

 

(21) 再処理施設における放射性物質の

移動は，配管，容器等によるものと

し，閉じ込め，臨界防止，遮蔽のた

めの措置等適切な安全対策を講ずる

設計とする。安有◇2 

 

 

1.7.7.1 安全機能を有する施設の設計方

針 

  安全設計の基本方針の下に以下の安

全設計を行う。 

 (１) 再処理施設のうち，安全機能を有

する構築物，系統及び機器を安全機

能を有する施設とし，事業指定基準

規則に適合した設計とする。安有◇4  

 

 (２) 安全機能を有する施設のうち，そ

の機能喪失により，公衆又は従事者

に放射線障害を及ぼすおそれがある

もの及び設計基準事故時に公衆又は

従事者に及ぼすおそれがある放射線

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）及び火災に対して，「2.1 地震に

よる損傷の防止」，「2.2 津波による損

傷の防止」及び「3.1 火災による損傷の

防止」に基づく設計とする。 

溢水に対しては，可能な限り多様性を

有し，位置的分散を図ることで，想定す

る溢水水位に対して同時に機能を損なう

ことのない設計とする。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），溢水及び火災に対して常設重大

事故防止設備は，設計基準事故対処設備

等と同時に機能を損なうおそれがないよ

うに，可能な限り設計基準事故対処設備

等と位置的分散を図る。 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事

象，森林火災，爆発，近隣工場等の火

災，危険物を搭載した車両，有毒ガス及

び船舶の衝突に対して，常設重大事故防

止設備は，外部からの衝撃による損傷の

防止が図られた建屋等内に設置するか，

又は設計基準事故対処設備等と同時に機

能が損なわれないように，設計基準事故

対処設備等と位置的分散を図り，屋外に

設置する。 

落雷に対して常設代替交流電源設備

は，避雷設備等により防護する設計とす

る。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物

に対して屋外の常設重大事故防止設備

は，侵入防止対策により重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるお

それのない設計とする。 

生物学的事象のうちクラゲ等の海生生

物からの影響を受けるおそれのある常設

重大事故防止設備は，侵入防止対策によ

り重大事故等に対処するための必要な機

能が損なわれるおそれのない設計とす

る。 

高潮に対して常設重大事故防止設備

（非常用取水設備を除く。）は，高潮の

影響を受けない敷地高さに設置する。 

飛来物（航空機落下）に対して常設重

大事故防止設備は，設計基準事故対処設

備等と同時にその機能が損なわれないよ

うに，設計基準事故対処設備等と位置的

分散を図り設置する。 

常設重大事故緩和設備についても，共

通要因の特性を踏まえ，可能な限り上記

を考慮して多様性，位置的分散を図る設

計とする。 

サポート系の故障に対しては，系統又
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針につき、36 条に係る
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障害を防止するため，放射性物質又

は放射線が工場等外へ放出されるこ

とを抑制し又は防止する構築物，系

統及び機器を，安全上重要な施設と

する。安有◇2  

   安全上重要な施設については，機

能喪失時の公衆への線量影響等を考

慮して安全機能を有する施設から選

定し，事業指定基準規則に適合した

設計とする。安有◇2  

 

 (３) 安全機能を有する施設は，その安

全機能の重要度に応じて，その機能

を確保するものとする。安有◇4  

 

 (４) 安全上重要な施設は，機械又は器

具の単一故障が発生した場合におい

てもその機能が失われることのない

設計とする。安有◇2  

 

(５) 安全機能を有する施設は，設計基

準事故時及び設計基準事故に至るま

での間に想定される圧力，温度，湿

度，線量等各種の環境条件におい

て，その安全機能を発揮できる設計

とする。安有◇4  

 

(８) 安全機能を有する施設は，再処理

施設内におけるポンプその他の機器

の損壊に伴う飛散物により，安全機

能を損なわない設計とする。安有◇4  

 

 

1.7.7.2 安全上重要な施設の分類 

  安全機能を有する施設とは，再処理

施設のうち，安全機能を有する構築

物，系統及び機器をいい，安全上重

要な施設とは，安全機能を有する施

設のうち，その機能の喪失により，

公衆又は従事者に放射線障害を及ぼ

すおそれがあるもの及び設計基準事

故時に公衆又は従事者に及ぼすおそ

れがある放射線障害を防止するた

め，放射性物質又は放射線が工場等

外へ放出されることを抑制し又は防

止する構築物，系統及び機器をい

う。安有◇3  

  安全機能を有する施設のうち，下記

の分類に属する施設を安全上重要な

施設とする。安有◇3  

 (１) プルトニウムを含む溶液又は粉末

を内蔵する系統及び機器 

は機器に供給される電力，空気，油及び

冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備

は設計基準事故対処設備等と異なる駆動

源，冷却源を用いる設計，又は駆動源，

冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設

計とする。また，常設重大事故防止設備

は設計基準事故対処設備等と可能な限り

異なる水源をもつ設計とする。 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準

事故対処設備等又は常設重大事故防止設

備と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，共通要因

の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独

立性，位置的分散を考慮して適切な措置

を講じる設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備は，

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），その他自然現象又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズム，

設計基準事故対処設備等及び重大事故等

対処設備の配置その他の条件を考慮した

上で常設重大事故等対処設備と異なる保

管場所に保管する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，可搬型重大事故等対処設備がその機

能を確実に発揮できる設計とする。 

重大事故等時の環境条件における健全

性については「5.1.5 環境条件等」に基

づく設計とする。可搬型重大事故等対処

設備は，風（台風）及び竜巻のうち風荷

重に対して，外部からの衝撃による損傷

の防止が図られた建屋等内に保管する

か，又は設計基準事故対処設備等及び常

設重大事故等対処設備と同時に機能が損

なわれないように，設計基準事故対処設

備等の配置も含めて常設重大事故等対処

設備と位置的分散を図り，屋外に保管す

る設計とし，凍結，降水，積雪，火山の

影響並びに電磁的障害に対しては，環境

条件にて考慮し機能が損なわれない設計

とする。 

地震に対して，屋内の可搬型重大事故

等対処設備は，「1. 地盤等」に基づく地

盤に設置された建屋内に保管する。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，

転倒しないことを確認する，又は必要に

より固縛等の処置をするとともに，地震

により生ずる敷地下斜面のすべり，液状
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 (２) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵

する系統及び機器 

 (３) 上記(１)及び(２)の系統及び機器

の換気系統及びオフガス処理系統 

 (４) 上記(１)及び(２)の系統及び機器

並びにせん断工程を収納するセル等 

 (５) 上記(４)の換気系統 

 (６) 上記(４)のセル等を収納する構築

物及びその換気系統 

 (７) ウランを非密封で大量に取り扱う

系統及び機器の換気系統 

 (８) 非常用所内電源系統及び安全上重

要な施設の機能の確保に必要な圧縮

空気等の主要な動力源 

 (９) 熱的，化学的又は核的制限値を維

持するための系統及び機器 

 (10) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

 (11) 高レベル放射性固体廃棄物を保管

廃棄するための施設 

 (12) 安全保護回路 

 (13) 排気筒 

 (14) 制御室等及びその換気系統 

 (15) その他上記各系統等の安全機能を

維持するために必要な計測制御系

統，冷却水系統等 

  ただし，その機能が喪失したとして

も公衆及び従事者に過度な放射線被

ばくを及ぼすおそれのないことが明

らかな場合は，安全上重要な施設か

ら除外する。安有◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜

及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地

中埋設構造物の損壊等の影響により必要

な機能を喪失しない位置に保管する設計

とする。 

地震及び津波（敷地に遡上する津波を

含む。）に対して可搬型重大事故等対処

設備は，「2.1 地震による損傷の防止」

及び「2.2 津波による損傷の防止」にて

考慮された設計とする。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設

備は，「3.1 火災による損傷の防止」に

基づく火災防護を行う。 

重大事故等対処設備に期待する機能に

ついては，溢水影響を受けて設計基準事

故対処設備等と同時に機能を損なうおそ

れがないよう，被水及び蒸気影響に対し

ては可能な限り設計基準事故対処設備等

と位置的分散を図り，没水の影響に対し

ては溢水水位を考慮した位置に設置又は

保管する。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），溢水及び火災に対して可搬型重

大事故等対処設備は，設計基準事故対処

設備等及び常設重大事故等対処設備と同

時に機能を損なうおそれがないように，

設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を

図り，複数箇所に分散して保管する設計

とする。 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事

象，森林火災，爆発，近隣工場等の火

災，危険物を搭載した車両，有毒ガス及

び船舶の衝突に対して，可搬型重大事故

等対処設備は，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建屋等内に保管する

か，又は設計基準事故対処設備等及び常

設重大事故等対処設備と同時に必要な機

能を損なうおそれがないように，設計基

準事故対処設備等の配置も含めて常設重

大事故等対処設備と位置的分散を図り，

防火帯の内側の複数箇所に分散して保管

する設計とする。 

クラゲ等の海生生物の影響を受けるお

それのある屋外の可搬型重大事故等対処

設備は，予備を有する設計とする。 

高潮に対して可搬型重大事故等対処設

備は，高潮の影響を受けない敷地高さに

保管する設計とする。 

飛来物（航空機落下）及び故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムに

対して，屋内の可搬型重大事故等対処設
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備は，可能な限り設計基準事故対処設備

等の配置も含めて常設重大事故等対処設

備と位置的分散を図り複数箇所に分散し

て保管する設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，原子炉建屋，常設代替高圧電源

装置置場，常設低圧代替注水系ポンプ

室，格納容器圧力逃がし装置格納槽，緊

急用海水ポンプピット，海水ポンプエリ

アから 100m 以上の離隔距離を確保すると

ともに，当該可搬型重大事故等対処設備

がその機能を代替する屋外の設計基準事

故対処設備等及び常設重大事故等対処設

備から 100m 以上の離隔距離を確保した上

で，複数箇所に分散して保管する設計と

する。 

サポート系の故障に対しては，系統又

は機器に供給される電力，空気，油及び

冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設

備は，設計基準事故対処設備等又は常設

重大事故防止設備と異なる駆動源，冷却

源を用いる設計とするか，駆動源，冷却

源が同じ場合は別の手段が可能な設計と

する。また，水源についても可能な限

り，異なる水源を用いる設計とする。 

c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大

事故等対処設備の接続口 

原子炉建屋の外から水又は電力を供給

する可搬型重大事故等対処設備と常設設

備との接続口は，共通要因によって接続

することができなくなることを防止する

ため，それぞれ互いに異なる複数の場所

に設置する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計と

するとともに，接続口は，建屋等内及び

建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない

位置に複数箇所設置する。重大事故等時

の環境条件における健全性については，

「5.1.5 環境条件等」に基づく設計とす

る。風（台風）及び竜巻のうち風荷重，

凍結，降水，積雪，火山の影響並びに電

磁的障害に対しては，環境条件にて考慮

し，機能が損なわれない設計とする。 

 

地震に対して接続口は，「1. 地盤等」

に基づく地盤上の建屋等内又は建屋等壁

面に複数箇所設置する。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）及び火災に対しては，「2.1 地震
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(2) 単一故障 

安全上重要な系統及び機器について

は，それらを構成する動的機器に単一故

障を仮定しても，所定の安全機能を果た

し得るように多重性又は多様性を有する

設計とする。ただし，単一故障を仮定し

ても，安全上支障のない期間内に運転員

等による原因の除去又は修理が期待でき

る場合は，多重化又は多様化の配慮をし

なくてもよいものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

による損傷の防止」，「2.2 津波による

損傷の防止」及び「3.1 火災による損傷

の防止」に基づく設計とする。 

 

溢水に対しては，想定される溢水水位

に対して機能を喪失しない位置に設置す

る。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），溢水及び火災に対しては，接続

口は，建屋等内及び建屋等壁面の適切に

離隔した隣接しない位置に複数箇所設置

する。 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事

象，森林火災，飛来物（航空機落下），

爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載

した車両，有毒ガス，船舶の衝突及び故

意による大型航空機の衝突その他テロリ

ズムに対して，接続口は，建屋等内及び

建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない

位置に複数箇所設置する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物

に対して屋外に設置する場合は，開口部

の閉止により重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれのない

設計とする。 

高潮に対して接続口は，高潮の影響を

受けない位置に設置する。 

また，一つの接続口で複数の機能を兼

用して使用する場合には，それぞれの機

能に必要な容量が確保できる接続口を設

ける設計とする。同時に使用する可能性

がある場合は，合計の容量を確保し，状

況に応じて，それぞれの系統に必要な容

量を同時に供給できる設計とする。 

 

 

 (2) 単一故障 

安全機能を有する系統のうち，安全機

能の重要度が特に高い安全機能を有する

ものは，当該系統を構成する機器に短期

間では動的機器の単一故障，長期間では

動的機器の単一故障若しくは想定される

静的機器の単一故障のいずれかが生じた

場合であって，外部電源が利用できない

場合においても，その系統の安全機能を

達成できる設計とする。 

短期間と長期間の境界は 24 時間とす

る。 

ただし，原子炉建屋ガス処理系の配管の

一部，中央制御室換気系のダクトの一部

及び格納容器スプレイ系のスプレイヘッ

ダ（サプレッション・チェンバ側）につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 条に係る基本設計

方針に反映。 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 

「基本設計方針」欄の 

グレーハッチング部は 15 条

の基本設計方針に記載 
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9.1.3  悪影響防止等 

(1) 内部発生飛散物による影響 

安全機能を有する施設は，想定するポ

ンプその他の機器又は配管の損壊に伴う

飛散物（以下「内部発生飛散物」とい

う。）の影響を受ける場合においてもそ

の安全機能を確保するために，内部発生

飛散物に対して安全機能を損なわない設

計とする。安有⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，内部発生飛散物防護対象設備

は，安全評価上その機能を期待する構築

物，系統及び機器を漏れなく抽出する観

点から，安全上重要な構築物，系統及び

機器とする。 

安全機能を有する施設のうち，内部発

生飛散物から防護する施設としては，安

全評価上その機能を期待する構築物，系

統及び機器をもれなく抽出する観点か

ら，安全上重要な構築物，系統及び機器

を抽出し，内部発生飛散物により冷却，

水素掃気，火災・爆発の防止，臨界の防

止等の安全機能を損なわないよう内部発

生飛散物の発生を防止することにより，

安全機能を損なわない設計とする。 

安有⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) その他の主要な構造 

(ｇ) 安全機能を有する施設 

(イ) 安全機能を有する施設の設計方針 

５） 安全機能を有する施設は，再処理施

設内におけるポンプその他の機器又は配

管の損壊に伴う飛散物によって，その安

全機能を損なわない設計とする。安有⑧ 

 

 

内部発生飛散物とは，ガス爆発，重量機

器の落下等によって発生する飛散物をい

う。なお，二次的飛散物，火災，化学反

応，電気的損傷，配管の損傷，機器の故

障等の二次的影響も考慮するものとす

る。安有□3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安全機能を有する施設のうち，内部発

生飛散物から防護する施設としては，安

全評価上その機能を期待する構築物，系

統及び機器を漏れなく抽出する観点か

ら，安全上重要な構築物，系統及び機器

を抽出し，内部発生飛散物により冷却，

水素掃気，火災・爆発の防止，臨界の防

止等の安全機能を損なわないよう内部発

生飛散物の発生を防止することにより，

安全機能を損なわない設計とする。 

安有⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 安全機能を有する施設に関する基

本方針 

 (８) 安全機能を有する施設は，再処理

施設内における溢水又は化学薬品の

漏えい及び安有◇2 ポンプその他の機

器の損壊に伴う飛散物により，安全

機能を損なわない設計とする。 

安有⑧ 

 

1.7.7.4 内部発生飛散物による損傷の防

止に関する設計方針 

   安全機能を有する施設は，想定す

るポンプその他の機器又は配管の損

壊に伴う飛散物（以下「内部発生飛

散物」という。）の影響を受ける場

合においてもその安全機能を確保す

るために，内部発生飛散物に対して

安全機能を損なわない設計とする。 

   その上で，内部発生飛散物によっ

てその安全機能が損なわれないこと

を確認する施設を，全ての安全機能

を有する構築物，系統及び機器とす

る。安有◇4  

 

 

内部発生飛散物から防護する施設

（以下「内部発生飛散物防護対象設

備」という。）としては，安全評価

上その機能を期待する構築物，系統

及び機器を漏れなく抽出する観点か

ら，安全上重要な構築物，系統及び

機器を抽出し，内部発生飛散物によ

り冷却，水素掃気，火災・爆発の防

止，臨界の防止等の安全機能を損な

わないよう内部発生飛散物の発生を

防止することにより，安全機能を損

なわない設計とする。安有⑧ 

 

ただし，安全上重要な構築物，系統

及び機器のうち，内部発生飛散物の

発生要因となる機器又は配管と同室

に設置せず内部発生飛散物の発生に

よって安全機能を損なうおそれのな

いものは内部発生飛散物防護対象設

備として抽出しない。安有◇4  

 

いては，設計基準事故が発生した場合に

長期間にわたって機能が要求される静的

機器であるが，単一設計とするため，個

別に設計を行う。 

 

 

5.1.3 悪影響防止等 

(1) 飛来物による損傷防止 

設計基準対象施設に属する設備は，蒸

気タービン，発電機及び内部発生エネル

ギの高い流体を内蔵する弁の破損及び配

管の破断，高速回転機器の破損に伴う飛

散物により安全性を損なわない設計とす

る。 

 

発電用原子炉施設の安全性を損なわな

いよう蒸気タービン及び発電機は，破損

防止対策等を行うとともに，原子力委員

会原子炉安全審査会「タービンミサイル

評価について」により，タービンミサイ

ル発生時の対象物を破損する確率が 10-7 

回／炉・年以下となることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 
再処理施設では、該当する施設が

ないため記載しない。 事業変更許可申請書の 
記載に合わせた形に修正 

「内部発生飛散物」を明確化 

（当社の記載） 
事業変更許可申請書に基づ

き、内部発生飛散物から防護

する施設を記載する。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 
 

 

 

 

 

 

４  安全機能を有する施設に属

する設備であって、ポンプその

他の機器又は配管の損壊に伴う

飛散物により損傷を受け、再処

理施設の安全性を損なうことが

想定されるものは、防護措置そ

の他の適切な措置が講じられた

ものでなければならない。 

安有⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の安全機能を有する施設につい

ては，内部発生飛散物に対して機能を維

持すること若しくは内部発生飛散物によ

る損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障がない

期間での修理を行うこと又はそれらを適

切に組み合わせることで，その安全機能

を損なわない設計とする。安有⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) その他の主要な構造 

(ｇ) 安全機能を有する施設 

(イ) 安全機能を有する施設の設計方針 

５） 

その他の安全機能を有する施設について

は，内部発生飛散物に対して機能を維持

すること若しくは内部発生飛散物による

損傷を考慮して代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障がない期

間での修理を行うこと又はそれらを適切

に組み合わせることにより，その安全機

能を損なわない設計とする。安有⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.7.4 内部発生飛散物による損傷の防

止に関する設計方針 

   上記に含まれない安全機能を有す

る施設については，内部発生飛散物

に対して機能を維持すること若しく

は内部発生飛散物による損傷を考慮

して代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障がない期間

での修理を行うこと又はそれらを適

切に組み合わせることにより，その

安全機能を損なわない設計とする。

安有⑧ 

 

1.7.7.4.1 内部発生飛散物の発生要因の

選定 

  再処理施設における内部発生飛散物

の発生要因を以下のとおり分類し，

選定する。 

 (１) 爆発による飛散物 

   爆発に起因する機器又は配管の損

壊により生じる飛散物については，

水素を取り扱う設備の爆発，溶液及

び有機溶媒の放射線分解により発生

する水素の爆発並びにＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応による爆発を想

定するが，爆発については，「1.5 

火災及び爆発の防止に関する設計」

において火災及び爆発の発生を防止

する設計としていることから，内部

発生飛散物の発生要因として考慮し

ない。安有◇5  

 (２) 重量物の落下による飛散物 

   重量物の落下に起因して生じる飛

散物（以下「重量物の落下による飛

散物」という。）については，通常

運転時において重量物をつり上げて

搬送するクレーンその他の搬送機器

からのつり荷の落下及び逸走による

クレーンその他の搬送機器の落下を

発生要因として考慮する。安有◇5  

 (３) 回転機器の損壊による飛散物 

   回転機器の損壊に起因して生じる

飛散物（以下「回転機器の損壊によ

る飛散物」という。）については，

回転機器の異常により回転速度が上

昇することによる回転羽根の損壊を

発生要因として考慮する。安有◇5  

   ただし，通常運転時以外の試験操

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高温高圧の配管については材料選定，

強度設計に十分な考慮を払う。さらに，

安全性を高めるために，原子炉格納容器

内で想定される配管破断が生じた場合，

破断口からの冷却材流出によるジェット

噴流による力に耐える設計とする。ま

た，ジェット反力によるホイッピングで

原子炉格納容器が損傷しないよう配置上

の考慮を払うとともに，レストレイント

等の配管ホイッピング防止対策を設ける

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 
再処理施設では、火災及び爆発の発生を

防止する設計としていることから、爆発に起

因する機器又は配管の損壊については、

内部発生飛散物の発生要因として考慮す

る必要がないため記載しない。 

（当社の記載） 
事業変更許可申請書に基づき、「内部発生

飛散物から防護する施設」以外の施設に係

る内部発生飛散物に対する対策について、

記載する。 

材料に関する基本設計方針は、 

他条文「17 条：材料及び構造」にて 

記載 
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作，保守及び修理並びに改造の作業

において，重量物をつり上げて搬送

するクレーンその他の搬送機器によ

る重量物の搬送又は仮設ポンプを使

用した作業を行う場合であって，内

部発生飛散物の発生により内部発生

飛散物防護対象設備の安全機能を損

なうおそれがある場合は，作業内容

及び保安上必要な措置を記載した計

画書に内部発生飛散物の発生を防止

することにより内部発生飛散物防護

対象設備の安全機能を損なわないた

めの措置について記載し，その計画

に基づき作業を実施することから，

発生要因として考慮しない。安有◇5  

 

1.7.7.4.2 内部発生飛散物防護対象設備

の選定 

  安全機能を有する施設のうち，内部

発生飛散物によってその安全機能が

損なわれないことを確認する施設

を，全ての安全機能を有する構築

物，系統及び機器とする。内部発生

飛散物防護対象設備としては，安全

評価上その機能を期待する構築物，

系統及び機器を漏れなく抽出する観

点から，安全上重要な構築物，系統

及び機器を選定する。安有◇4  

ただし，安全上重要な構築物，系統

及び機器のうち，通常運転時に内部

発生飛散物の発生要因となる機器又

は配管と同室に設置せず内部飛散物

の発生によって安全機能を損なうお

それのないものは内部発生飛散物防

護対象設備として選定しない。 

安有◇4  

   

 

1.7.7.4.3 内部発生飛散物に係る評価と

設計 

  内部発生飛散物の影響評価において

は，想定する内部発生飛散物の発生

要因ごとに，内部発生飛散物の発生

を防止できる設計であることを確認

する。安有◇5  

 (１) 重量物の落下による飛散物の発生

防止設計 

   重量物をつり上げて搬送するクレ

ーンその他の搬送機器は，内部発生

飛散物防護対象設備と同室に設置す

る重量物の落下により内部発生飛散

物防護対象設備の安全機能を損なう
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電力を駆動源とする回転機器は，誘導

電動機による回転数を制御する機構を有

することで，回転機器の過回転による回

転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を防止

できる設計とする。 

電力を駆動源とせず，駆動用の燃料を

供給することで回転する回転機器は，調

速器により回転数を監視し，回転数が上

限値を超えた場合は回転機器を停止する

機構を有することで，回転機器の過回転

による回転羽根の損壊に伴う飛散物の発

生を防止できる設計とする。安有⑧ 

おそれがないよう，以下による飛散

物の発生を防止し，安全機能を損な

わない設計とする。 

ａ．つりワイヤ，つりベルト又はつりチ

ェーンを二重化する設計とし，つり

荷の落下による飛散物の発生を防止

できる設計とする。 

ｂ．つり上げ用の治具又はフックにはつ

り荷の脱落防止機構を設置する又は

つかみ不良時のつり上げ防止のイン

ターロックを設ける設計とし，つり

荷の落下による飛散物の発生を防止

できる設計とする。

ｃ．逸走防止のインターロックを設ける

設計とし，クレーンその他の搬送機

器の落下による飛散物の発生を防止

できる設計とする。安有◇5  

(２) 回転機器の損壊による飛散物の発

生防止設計

  内部発生飛散物防護対象設備と同

室に設置する回転機器の損壊により

内部発生飛散物防護対象設備の安全

機能を損なうおそれがないよう，以

下による飛散物の発生を防止し，安

全機能を損なわない設計とする。 

安有◇5  

ａ．電力を駆動源とする回転機器は，誘

導電動機による回転数を制御する機

構を有することで，回転機器の過回

転による回転羽根の損壊に伴う飛散

物の発生を防止できる設計とする。 

ｂ．電力を駆動源とせず，駆動用の燃料

を供給することで回転する回転機器

は，調速器により回転数を監視し，

回転数が上限値を超えた場合は回転

機器を停止する機構を有すること

で，回転機器の過回転による回転羽

根の損壊に伴う飛散物の発生を防止

できる設計とする。安有⑧

また，上記に示す内部発生飛散物の

発生を防止する設計としていること

から，内部発生飛散物による二次的

影響はない。安有◇5  

1.7.7.4.4 内部発生飛散物に係るその他

の設計 

  通常運転時以外の試験操作，保守

及び修理並びに改造の作業におい

て，重量物をつり上げて搬送するク

レーンその他の搬送機器による重量

物の搬送又は仮設ポンプを使用した

作業を行う場合であって，内部発生

また，その他の高速回転機器が損壊

し，飛散物とならないように保護装置を

設けること等によりオーバースピードと

ならない設計とする。 

 

 

 

損傷防止措置を行う場合，想定される

飛散物の発生箇所と防護対象機器の距離

を十分にとる設計とし，又は飛散物の飛

散方向を考慮し，配置上の配慮又は多重

性を考慮した設計とする。 

発電炉工認 基本設計方針に基づき、回

転機器の過回転による回転羽根の損壊に

伴う飛散物の発生を防止するための設計

について記載。

（発電炉の記載）

 再処理施設では、飛散物の発生を防止す

る設計としていることから、設計上考慮する

必要がないため記載しない。
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５  安全機能を有する施設は、

二以上の原子力施設と共用する

場合には、再処理施設の安全性

が損なわれないように設置され

たものでなければならない。 

安有⑨ 

(2) 共用

安全機能を有する施設のうち，廃棄物

管理施設，ＭＯＸ燃料加工施設等と共用

するものは，共用によって再処理施設の

安全性を損なうことのない設計とする。

安有⑨ 

(７) その他の主要な構造

(ｇ) 安全機能を有する施設

(イ) 安全機能を有する施設の設計方針

６） 安全機能を有する施設のうち，廃棄

物管理施設，ＭＯＸ燃料加工施設等と共

用するものは，共用によって再処理施設

の安全性を損なうことのない設計とす

る。安有⑨ 

飛散物の発生により内部発生飛散物

防護対象設備の安全機能を損なうお

それがある場合は，作業内容及び保

安上必要な措置を記載した計画書に

内部発生飛散物の発生を防止するこ

とにより内部発生飛散物防護対象設

備の安全機能を損なわないための措

置について記載し，その計画に基づ

き作業を実施する。安有◇5  

1.1.1 安全機能を有する施設に関する基

本方針 

(９) 安全機能を有する施設は，二以上の

原子力施設と共用する場合には，再処

理施設の安全性を損なわない設計とす

る。安有⑨ 

1.7.7.1 安全機能を有する施設の設計方

針 

(９) 安全機能を有する施設は，二以上

の原子力施設と共用する場合には，

再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。安有◇4

1.7.7.3 安全機能を有する施設の選定 

選定の具体化に当たっての主要な考

え方を以下に示す。 

(１) 再処理の工程の特徴は，放射性物

質を使用済燃料集合体から開放（溶

解）して処理するため，平常時は廃

ガス処理設備を有した機器内（一次

閉じ込め）で処理が進み，何らかの

異常で機器から放射性物質が漏れ出

た場合でも独立した換気設備を有し

たセル又はグローブボックス（二次

閉じ込め）で閉じ込めることによ

り，可能な限り公衆はもとより，従

事者への放射線影響を排除するよう

設計する。さらに，二次閉じ込めが

損傷するような事故に発展した場合

に備え，独立した換気設備を有した

建屋が三次閉じ込めの機能を果たす

よう設計する。安有◇2

 

 

 

(2) 共用

重要安全施設は，東海発電所との間で

原則共用しないものとするが，安全性が

向上する場合は，共用することを考慮す

る。 

なお，東海発電所と共用する重要安全

施設は無いことから，共用することを考

慮する必要はない。 

安全施設（重要安全施設を除く。）を

共用する場合には，発電用原子炉施設の

安全性を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備の各機器につ

いては，一部の敷地を共有する東海発電

所内の発電用原子炉施設において共用し

ない設計とする。ただし，共用対象の施

設ごとに要求される技術的要件（重大事

故等に対処するために必要な機能）を満

たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉

施設と共用することにより安全性が向上

し，かつ，東海発電所内及び東海第二発

電所内の発電用原子炉施設に対して悪影

響を及ぼさない場合は，共用できる設計

とする。 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 

（発電炉の記載）

 発電炉特有の事項であることから、記載

しない

（発電炉の記載）

 東海発電所の設計に

係る説明文であるた

め、記載しない。
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(２) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(１)及び(２)については，プ

ロセス設計を基に公衆影響の観点か

ら，以下のように設定する。

ａ．プルトニウム溶液又は高レベル廃

液を処理又は貯蔵する以下の主要な

系統を安全上重要な施設とする。 

(ａ) 溶解設備の溶解槽からウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵設備の混

合酸化物貯蔵容器まで

(ｂ) 清澄・計量設備の清澄機から高レ

ベル廃液ガラス固化設備のガラス溶

融炉まで 

(ｃ) 分離設備の抽出塔から高レベル廃

液ガラス固化設備のガラス溶融炉ま

で 

ｂ．その他の塔槽類（一時貯留処理槽

等）については，その閉じ込め機能

の必要性を工学的に判断し，不可欠

な場合は安全上重要な施設とする。 

安有◇2  

(３) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(３)，(５)及び(６)のオフガス

処理系統及び換気系統については，

気体廃棄物の主要な流れを構成して

いる施設及びその閉じ込め機能を維

持するために必要なしゃ断弁等で隔

離できる範囲の施設を，放出経路の

維持の観点で安全上重要な施設とす

る。また，これらの施設のうち，捕

集・浄化機能又は排気機能を有する

機器については，その機能の必要性

を工学的に判断し，不可欠な場合は

それぞれの機能維持の観点でも安全

上重要な施設とする。(7)の換気系統

については，その閉じ込め機能の必

要性を工学的に判断し，不可欠な場

合は安全上重要な施設とする。

安有◇2

(４) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(４)のセル及び(６)の洞道の

うち，高レベル廃液の閉じ込め機能

の観点で安全上重要な施設としたも

のは，しゃへい機能の観点でも安全

上重要な施設とする。安有◇2

(５) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(10)については，使用済燃

料集合体等の遮蔽及び崩壊熱除去の

ために不可欠なプール水を保持する

施設を安全上重要な施設とする。ま

た，使用済燃料集合体及びバスケッ

トの落下・転倒防止機能を有する施

(3) 相互接続

重要安全施設は，東海発電所との間で

原則相互に接続しないものとするが，安

全性が向上する場合は，相互に接続する

ことを考慮する。 

なお，東海発電所と相互に接続する重

要安全施設は無いことから，相互に接続

することを考慮する必要はない。 

安全施設（重要安全施設を除く。）を

相互に接続する場合には，発電用原子炉

施設の安全性を損なわない設計とする。 

ただし，安全施設（重要安全施設を除

く。）は，東海発電所と相互に接続しな

い設計とする。 

 

 

 

(4) 悪影響防止

重大事故等対処設備は，発電用原子炉

施設（隣接する発電用原子炉施設を含

む。）内の他の設備（設計基準対象施設

及び当該重大事故等対処設備以外の重大

事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事

故等対処設備使用時及び待機時の系統的

な影響（電気的な影響を含む。）並びに

タービンミサイル等の内部発生飛散物に

よる影響を考慮し，他の設備の機能に悪

影響を及ぼさない設計とする。

系統的な影響に対しては，重大事故等

対処設備は，弁等の操作によって設計基

準対象施設として使用する系統構成から

重大事故等対処設備としての系統構成と

すること，重大事故等発生前（通常時）

の隔離若しくは分離された状態から弁等

の操作や接続により重大事故等対処設備

としての系統構成とすること，他の設備

から独立して単独で使用可能なこと，設

計基準対象施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として

使用すること等により，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

その他，重大事故等対処設備に考慮す

べき設備兼用時の容量に関する影響，地

（発電炉の記載）

事業指定基準規則及び技術基準規則に相

互接続に関する要求事項がないため、反映

しない。

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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設については，その機能の必要性を

工学的に判断し，不可欠な場合は安

全上重要な施設とする。安有◇2  

(６) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(11)については，高レベル

放射性固体廃棄物の遮蔽及び崩壊熱

除去の観点で不可欠な施設を安全上

重要な施設とする。安有◇2

(７) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(12)については，事業指定

基準規則の要求事項を踏まえて，運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故の事象のうち，拡大防止対策又

は影響緩和対策として期待する安全

上重要な施設のインターロックであ

る以下の15回路を安全保護回路とす

る。

ａ．液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加

熱停止回路 

ｂ．精製施設の逆抽出塔溶液温度高に

よる加熱停止回路 

ｃ．分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気

温度高による加熱停止回路 

ｄ．精製施設のプルトニウム濃縮缶加

熱蒸気温度高による加熱停止回路 

ｅ．酸及び溶媒の回収施設の第２酸回

収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による

加熱停止回路 

ｆ．溶解施設の溶解槽の可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断処理

施設のせん断機のせん断停止回路 

ｇ．脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度

高による還元ガス供給停止回路 

ｈ．分離施設のプルトニウム洗浄器中

性子計数率高による工程停止回路 

ｉ．液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高に

よる加熱停止回路 

ｊ．脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路 

ｋ．脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路 

ｌ．気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（分離建屋） 

ｍ．気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（精製建屋） 

ｎ．固体廃棄物の廃棄施設の固化セル

移送台車上の質量高によるガラス流

下停止回路 

震，火災，溢水，風（台風）及び竜巻に

よる他設備への悪影響については，これ

ら波及的影響により他設備の機能を損な

わないことを「5.1.4 容量等」及び

「5.1.5 環境条件等」に示す。 

放水砲については，建屋への放水によ

り，当該設備の使用を想定する重大事故

時において必要となる屋外の他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

内部発生飛散物による影響に対して

は，内部発生エネルギの高い流体を内蔵

する弁及び配管の破断，高速回転機器の

破損，ガス爆発並びに重量機器の落下を

考慮し，重大事故等対処設備がタービン

ミサイル等の発生源となることを防ぐこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。

5.1.4 容量等 

(1) 常設重大事故等対処設備

常設重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等の収束において，想定する

事象及びその事象の進展等を考慮し，重

大事故等時に必要な目的を果たすため

に，事故対応手段としての系統設計を行

う。 

重大事故等の収束は，これらの系統の

組合せにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク

容量，伝熱容量，弁吹出量，発電機容

量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲，

作動信号の設定値等とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基

準対象施設の系統及び機器を使用するも

のについては，設計基準対象施設の容量

等の仕様が，系統の目的に応じて必要と

なる容量等に対して十分であることを確

認した上で，設計基準対象施設の容量等

の仕様と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基

準対象施設の系統及び機器を使用するも

ので，重大事故等時に設計基準対象施設

の容量等を補う必要があるものについて

は，その後の事故対応手段と合わせて，

系統の目的に応じて必要となる容量等を

有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事

故等への対処を本来の目的として設置す

る系統及び機器を使用するものについて

は，系統の目的に応じて必要な容量等を

有する設計とする。 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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ｏ．気体廃棄物の廃棄施設の固化セル

圧力高による固化セル隔離ダンパの

閉止回路安有◇2  

(８) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(13)については，設計基準

事故の評価において，不可欠な影響

緩和機能を有する施設を安全上重要

な施設とする。安有◇2

(９) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分

類」に示す(15)については，計測制御

系統及び冷却水系統の他に，その施

設が有する安全機能の必要性を工学

的に判断し，不可欠な場合は安全上

重要な施設とする。安有◇2

以上の考え方に基づき選定した安全

上重要な施設を第1.7.7－１表に示す。

また，第1.7.7－１表中には，各安全上

重要な施設に要求される安全機能を，

第1.7.7－２表に示す安全機能の分類に

従って記載する。安有◇2  

 なお，下記(１)から(６)は，その機能が

喪失したとしても公衆及び従事者に過

度な放射線被ばくを及ぼすおそれのな

いことが明らかであることから，安全

上重要な施設として選定しないが，こ

れらの施設については，安全上重要な

施設への波及的影響防止及び旧申請書

の設計を維持する観点から，安全上重

要な施設と同等の信頼性を維持する施

設とする。 

(１) 補助抽出器中性子検出器の計数率

高による工程停止回路及び遮断弁

(２) 抽出塔供給有機溶媒液流量低によ

る工程停止回路及び遮断弁

(３) 抽出塔供給溶解液流量高による送

液停止回路及び遮断弁

(４) 第１洗浄塔洗浄廃液密度高による

工程停止回路及び遮断弁

(５) プルトニウム濃縮缶に係る注水槽

の液位低による警報

(６) 注水槽

安有◇2

1.7.19 準拠規格及び基準 

再処理施設は，下記に示す国内法令を

満足するとともに，下記に示す規格，基

準等に準拠して設計する。 

安全上重要な施設については，その施

設の設計，材料の選定，製作及び検査

は，下記の適切な規格及び基準による。 

(１) 国内法令

ａ．原子力基本法

(2) 可搬型重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等の収束において，想定す

る事象及びその事象の進展を考慮し，事

故対応手段としての系統設計を行う。重

大事故等の収束は，これらの系統の組合

せにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク

容量，発電機容量，蓄電池容量，ボンベ

容量，計装設備の計測範囲等とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の

目的に応じて必要な容量等を有する設計

とするとともに，設備の機能，信頼度等

を考慮し，予備を含めた保有数を確保す

ることにより，必要な容量等に加え，十

分に余裕のある容量等を有する設計とす

る。 

可搬型重大事故等対処設備のうち複数

の機能を兼用することで，設置の効率

化，被ばくの低減が図れるものは，同時

に要求される可能性がある複数の機能に

必要な容量等を合わせた容量等とし，兼

用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原

子炉建屋の外から水又は電力を供給する

注水設備及び電源設備は，必要となる容

量等を有する設備を 1 基当たり 2 セット

に加え，故障時のバックアップ及び保守

点検による待機除外時のバックアップと

して，発電所全体で予備を確保する。 

また，可搬型重大事故等対処設備のう

ち，負荷に直接接続する高圧窒素ボンベ

（非常用窒素供給系），逃がし安全弁用

可搬型蓄電池等は，必要となる容量等を

有する設備を 1 基当たり 1 セットに加

え，故障時のバックアップ及び保守点検

による待機除外時のバックアップとし

て，発電所全体で予備を確保する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備

は，必要となる容量等を有する設備を 1 

基当たり 1 セットに加え，設備の信頼度

等を考慮し，予備を確保する。 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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9.1.5  環境条件等 

安全機能を有する施設の設計条件につ

いては，材料疲労，劣化等に対しても十

分な余裕を持って機能維持が可能となる

よう，通常運転時，運転時の異常な過渡

変化時及び設計基準事故時に想定される

圧力，温度，湿度，放射線，荷重，自然

現象，人為事象及び周辺機器等からの悪

影響を考慮し，十分安全側の条件を与え

ることにより，これらの条件下において

も期待されている安全機能を発揮できる

設計とする。安有④ 

ｂ．核原料物質，核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律 

ｃ．放射性同位元素等の規制に関する法

律 

ｄ．放射線障害防止の技術的基準に関す

る法律 

ｅ．労働安全衛生法 

ｆ．労働基準法 

ｇ．高圧ガス保安法 

ｈ．消防法 

ｉ．毒物及び劇物取締法 

ｊ．電気事業法 

ｋ．建築基準法 

ｌ．そ の 他   

安有◇6 

(２) 国内規格，基準，指針等

ａ．日本産業規格（ＪＩＳ）

ｂ．空気調和・衛生工学会規格（ＳＨＡ

ＳＥ） 

ｃ．日本エレベーター協会規格（ＪＥＡ

Ｓ） 

ｄ．日本建築学会各種構造設計及び計算

基準（ＡＩＪ） 

ｅ．高圧ガス保安協会規格（ＫＨＫＳ） 

ｆ．電気学会電気規格調査会標準規格

（ＪＥＣ） 

ｇ．日本電気協会で規定する電気技術規

程及び指針（ＪＥＡＣ，ＪＥＡＧ） 

ｈ．日本電気計測器工業会規格（ＪＥＭ

ＩＳ） 

ｉ．日本電機工業会規格（ＪＥＭ） 

ｊ．日本電線工業会規格（ＪＣＳ） 

ｋ．石油学会規格（ＪＰＩ） 

ｌ．日本溶接協会規格（ＷＥＳ） 

ｍ．工場電気設備防爆指針 

ｎ．日本機械学会規格（ＪＳＭＥ） 

ｏ．そ の 他   

安有◇6 

(３) 審査指針等

再処理施設は，下記に示すａ及びｂに基

づき，またその他を参考とし設計する。

ａ．再処理施設安全審査指針

ｂ．核燃料施設安全審査基本指針

ｃ．その他関連安全審査指針等

安有◇6 

(４) 国外の規格，基準等

なお，設計，材料の選定等に当たって

は，原則として現行国内法規に基づく規

格，基準等によるが，これらに規定がな

い場合においては，必要に応じて，十分

使用実績があり，信頼性の高い以下に示

す国外の規格，基準等に準拠する。 

5.1.5 環境条件等 

安全施設の設計条件については，材料

疲労，劣化等に対しても十分な余裕を持

って機能維持が可能となるよう，通常運

転時，運転時の異常な過渡変化時及び設

計基準事故時に想定される圧力，温度，

湿度，放射線，荷重，屋外の天候による

影響（凍結及び降水），海水を通水する

系統への影響，電磁的障害，周辺機器等

からの悪影響及び冷却材の性状を考慮

し，十分安全側の条件を与えることによ

り，これらの条件下においても期待され

ている安全機能を発揮できる設計とす

る。 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重及びその他の使用条件にお

いて，その機能が有効に発揮できるよ

う，その設置場所（使用場所）又は保管

場所に応じた耐環境性を有する設計とす

るとともに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，

重大事故等における温度（環境温度及び

使用温度），放射線及び荷重に加えて，

その他の使用条件として環境圧力，湿度

による影響，屋外の天候による影響（凍

結及び降水），重大事故等時に海水を通

水する系統への影響，自然現象による影

響，外部人為事象の影響，周辺機器等か

らの悪影響及び冷却材の性状（冷却材中

の破損物等の異物を含む。）の影響を考

慮する。 

荷重としては，重大事故等が発生した

場合における機械的荷重に加えて，環境

圧力，温度及び自然現象による荷重を考

慮する。 

自然現象について，重大事故等時に重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として，地震，津波（敷地に

遡上する津波を含む。），風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪及び火山の影響

を選定する。これらの事象のうち，凍結

及び降水については，屋外の天候による

影響として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについて

は，地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。），風（台風），積雪及び火山の

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 

発電炉工認 基本設計方針に基づき、安

全機能を有する施設の環境条件に係る基

本設計方針を記載
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(1) 圧力，温度及び湿度による影響，放

射線による影響，屋外の天候による影響

（凍結及び降水）並びに荷重

安全機能を有する施設は，その安全機

能の重要度に応じて，通常時及び設計基

準事故時における設備の設置場所の環境

条件の変化（圧力，温度，放射線量及び

湿度の変化）を考慮し，設備に期待され

る安全機能が発揮できるものとする。 

安有④ 

ａ．ＡＮＳＩ規格(American National 

Standards Institute) 

ｂ．ＡＳＴＭ規格(American Society for 

Testing and Materials) 

ｃ．ＩＥＥＥ規格(The Institute of 

Electrical and Electronics 

Engineers) 

ｄ．ＡＳＭＥ規格(American Society of 

Mechanical Engineers) 

ｅ．ＢＳ規格(British Standards) 

ｆ．ＤＩＮ規格(Deutsches Institut fur 

Normung e.V.) 

ｇ．ＮＦ規格(Normes Francaises) 

安有◇6 

影響を考慮する。 

これらの環境条件のうち，重大事故等

時における環境温度，環境圧力，湿度に

よる影響，屋外の天候による影響（凍結

及び降水），重大事故等時の放射線によ

る影響及び荷重に対しては，重大事故等

対処設備を設置（使用）又は保管する場

所に応じて，「(1) 環境圧力，環境温度

及び湿度による影響，放射線による影

響，屋外の天候による影響（凍結及び降

水）並びに荷重」に示すように設備分類

ごとに必要な機能を有効に発揮できる設

計とする。 

(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による

影響，放射線による影響，屋外の天候に

よる影響（凍結及び降水）並びに荷重

安全施設は，通常運転時，運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故時にお

ける環境圧力，環境温度及び湿度による

影響，放射線による影響，屋外の天候に

よる影響（凍結及び降水）並びに荷重を

考慮しても，安全機能を発揮できる設計

とする。 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設

備は，想定される重大事故等時における

原子炉格納容器内の環境条件を考慮した

設計とする。また，地震による荷重を考

慮して，機能を損なわない設計とする。 

操作は中央制御室から可能な設計とす

る。 

原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対

処設備は，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮する。 

また，地震による荷重を考慮して，機

能を損なわない設計とするとともに，可

搬型重大事故等対処設備は，必要により

当該設備の落下防止，転倒防止及び固縛

の措置をとる。操作は中央制御室，異な

る区画若しくは離れた場所又は設置場所

で可能な設計とする。 

原子炉建屋付属棟内（中央制御室を含

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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む。），緊急時対策所建屋内，常設代替

高圧電源装置置場（地下階）内，格納容

器圧力逃がし装置格納槽内，常設低圧代

替注水系格納槽内，緊急用海水ポンプピ

ット内及び立坑内の重大事故等対処設備

は，重大事故等時におけるそれぞれの場

所の環境条件を考慮した設計とする。ま

た，地震による荷重を考慮して，機能を

損なわない設計とするとともに，可搬型

重大事故等対処設備は，必要により当該

設備の落下防止，転倒防止及び固縛の措

置をとる。操作は中央制御室，異なる区

画若しくは離れた場所又は設置場所で可

能な設計とする。 

屋内の重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻による影響に対し，外部か

らの衝撃による損傷の防止が図られた施

設内に設置又は保管することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ

時，使用済燃料プールにおける重大事故

に至るおそれのある事故又は主蒸気管破

断事故起因の重大事故等時に使用する設

備については，これらの環境条件を考慮

した設計とするか，これらの環境影響を

受けない区画等に設置する。 

特に，使用済燃料プール監視カメラ

は，使用済燃料プールに係る重大事故等

時に使用するため，その環境影響を考慮

して，空気を供給し冷却することで耐環

境性向上を図る設計とする。 

屋外及び常設代替高圧電源装置置場

（地上階）の重大事故等対処設備は，重

大事故等時における屋外の環境条件を考

慮した設計とする。操作は中央制御室，

離れた場所又は設置場所で可能な設計と

する。 

また，地震，津波（敷地に遡上する津

波を含む。），積雪及び火山の影響によ

る荷重を考慮し，機能を損なわない設計

とするとともに，可搬型重大事故等対処

設備については，地震後においても機能

及び性能を保持する設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備について

は，風（台風）及び竜巻による風荷重の

影響に対し，風荷重を考慮すること，又

は位置的分散を考慮した設置若しくは保

管により，機能を損なわない設計とす

る。 

位置的分散については，同じ機能を有

する他の重大事故等対処設備（設計基準

事故対処設備を兼ねている重大事故等対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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処設備も含む。）と 100m 以上の離隔距離

を確保した保管場所を定めて保管するこ

とにより，竜巻により同じ機能を有する

設備が同時に機能喪失することの防止を

図る設計とする。 

ただし，同じ機能を有する重大事故等

対処設備がない設備については，竜巻に

よって 1 台が損傷したとしても必要数を

満足し，機能が損なわれないよう，予備

も含めて分散させるとともに，原子炉格

納容器，使用済燃料プール及びこれらの

設備が必要となる事象の発生を防止する

設計基準事故対処設備，重大事故等対処

設備を内包する原子炉建屋等から 100m 以

上の離隔距離を確保した保管場所を定め

て保管する設計とする。 

運用として，竜巻が襲来して，個々の

設備が損傷した場合は，発電用原子炉の

停止を含めた対応を速やかにとることと

し，この運用について，保安規定に定め

る。 

屋外の重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻による風荷重を考慮し浮き

上がり又は横滑りによって，設計基準事

故対処設備や同じ機能を有する他の重大

事故等対処設備に衝突し，損傷させるこ

とのない設計とする。 

悪影響防止のための固縛については，

位置的分散とあいまって，浮き上がり又

は横滑りによって設計基準事故対処設備

や同じ機能を有する他の重大事故等対処

設備に衝突し，損傷させることのない設

計とするとともに，重大事故等発生時の

初動対応時間を確保するために，固縛装

置の設置箇所数を可能な限り少なくする

設計とする。固縛装置の設計は，風荷重

による浮き上がり又は横滑りの荷重並び

に保管場所を踏まえて固縛の要否を決定

し，固縛が必要な場合は，発生する風荷

重に耐える設計とする。 

なお，固縛が必要とされた重大事故等

対処設備のうち車両型の設備について

は，耐震設計に影響を与えることがない

よう，固縛装置の連結材に適切な余長を

持たせた設計とする。 

積雪及び火山の影響については，必要

により除雪及び降下火砕物の除去等の措

置を講じる。この運用について，保安規

定に定めて，管理する。 

屋外の重大事故等対処設備は，重大事

故等時において，万が一，使用中に機能

を喪失した場合であっても，可搬型重大

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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事故等対処設備によるバックアップが可

能となるよう，位置的分散を考慮して可

搬型重大事故等対処設備を複数保管する

設計とする。 

原子炉格納容器内の安全施設及び重大

事故等対処設備は，設計基準事故等及び

重大事故等時に想定される圧力，温度等

に対して，格納容器スプレイ水による影

響を考慮しても，その機能を発揮できる

設計とする。 

安全施設及び重大事故等対処設備にお

いて，主たる流路の機能を維持できるよ

う，主たる流路に影響を与える範囲につ

いて，主たる流路と同一又は同等の規格

で設計する。 

(2) 海水を通水する系統への影響

海水を通水する系統への影響に対して

は，常時海水を通水する，海に設置する

又は海で使用する安全施設及び重大事故

等対処設備は耐腐食性材料を使用する。

常時海水を通水するコンクリート構造物

については，腐食を考慮した設計とす

る。 

また，使用時に海水を通水する重大事

故等対処設備は，海水の影響を考慮した

設計とする。 

原則，淡水を通水するが，海水も通水

する可能性のある重大事故等対処設備

は，可能な限り淡水を優先し，海水通水

を短期間とすることで，設備への海水の

影響を考慮する。また，海から直接取水

する際の異物の流入防止を考慮した設計

とする。 

(3) 電磁波による影響

電磁的障害に対しては，安全施設は，

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故が発生した場合におい

ても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

 

 

外部人為事象のうち重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象とし

て選定する電磁的障害に対しては，重大

事故等対処設備は，重大事故等時におい

ても電磁波により機能を損なわない設計

電磁的障害に関する設計方針は、計測制御

設備に係る基本設計方針（個別項目）等にて

記載。

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針で比較・

検証。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とする。 

 

(4) 周辺機器等からの悪影響 

安全施設は，地震，火災，溢水及びそ

の他の自然現象並びに人為事象による他

設備からの悪影響により，発電用原子炉

施設としての安全機能が損なわれないよ

う措置を講じた設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，事故対応のた

めに配置・配備している自主対策設備を

含む周辺機器等からの悪影響により機能

を損なわない設計とする。周辺機器等か

らの悪影響としては，自然現象，外部人

為事象，火災及び溢水による波及的影響

を考慮する。 

このうち，地震以外の自然現象及び外

部人為事象による波及的影響に起因する

周辺機器等からの悪影響により，それぞ

れ重大事故等に対処するための必要な機

能を損なうおそれがないように，常設重

大事故等対処設備は，設計基準事故対処

設備と位置的分散を図り設置する。ま

た，可搬型重大事故等対処設備は，設計

基準事故対処設備の配置も含めて常設重

大事故等対処設備と位置的分散を図ると

ともに，その機能に応じて，全てを一つ

の保管場所に保管することなく，複数の

保管場所に分散配置する。 

重大事故等対処設備及び資機材等は，

竜巻による風荷重が作用する場合におい

ても，重大事故等に対処するための必要

な機能に悪影響を及ぼさないように，浮

き上がり又は横滑りにより飛散しない設

計とするか，当該保管エリア以外の重大

事故等対処設備に衝突し，損傷させない

位置に保管する設計とする。位置的分散

については「5.1.2 多様性，位置的分散

等」に示す。 

溢水に対しては，重大事故等対処設備

は，想定される溢水により機能を損なわ

ないように，重大事故等対処設備の設置

区画の止水対策等を実施する。 

可搬型重大事故等対処設備は，地震の

波及的影響により，重大事故等に対処す

るための必要な機能を損なわないよう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然現象並びに人為事象からの悪影響防止

に係る設計方針は、「第八条：外部からの衝

撃による損傷の防止」に係る基本設計方針

等に記載する。 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針で比較・

検証。 
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に，設計基準事故対処設備の配置も含め

て常設重大事故等対処設備と位置的分散

を図り，その機能に応じて，すべてを一

つの保管場所に保管することなく，複数

の保管場所に分散配置する。また，屋内

の可搬型重大事故等対処設備は，油内包

機器による地震随伴火災の影響や，水又

は蒸気内包機器による地震随伴溢水の影

響によりその機能を喪失しない場所に保

管するとともに，屋外の可搬型重大事故

等対処設備は，地震により生ずる敷地下

斜面のすべり，液状化又は揺すり込みに

よる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地

盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊

等の影響により必要な機能を喪失しない

位置に保管する設計とする。 

地震による影響に対しては，重大事故

等対処設備は，地震により他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とし，また，地震

により火災源又は溢水源とならない設計

とする。常設重大事故等対処設備につい

ては耐震設計を行い，可搬型重大事故等

対処設備については，横滑りを含めて地

震による荷重を考慮して機能を損なわな

い設計とすることにより，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

地震起因以外の火災による影響に対し

ては，重大事故等対処設備は，火災発生

防止，感知・消火による火災防護対策を

行うことで，また，地震起因以外の溢水

による影響に対しては，想定する重大事

故等対処設備の破損等により生じる溢水

に対する防護対策を行うことで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

地震による荷重を含む耐震設計につい

ては，「2.1 地震による損傷の防止」

に，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）による荷重を含む耐津波設計につ

いては，「2.2 津波による損傷の防止」

に，火災防護については，「3.1 火災に

よる損傷の防止」に基づく設計とし，そ

れらの事象による波及的影響により重大

事故等に対処するために必要な機能を損

なわない設計とする。 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針で比較・

検証。 
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(5) 設置場所における放射線

安全機能を有する施設の設置場所は，

事故等時においても操作及び復旧作業に

支障がないように，遮蔽の設置や線源か

らの離隔距離により放射線量が高くなる

おそれの少ない場所を選定した上で，設

置場所から操作可能な設計，放射線の影

響を受けない異なる区画若しくは離れた

場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮

蔽設備を有する中央制御室，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並び

に緊急時対策所から操作可能な設計とす

る。安有④ 

(5) 設置場所における放射線

安全施設の設置場所は，通常運転時，

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準

事故が発生した場合においても操作及び

復旧作業に支障がないように，遮蔽の設

置や線源からの離隔により放射線量が高

くなるおそれの少ない場所を選定した上

で，設置場所から操作可能，放射線の影

響を受けない異なる区画若しくは離れた

場所から遠隔で操作可能，又は中央制御

室遮蔽区域内である中央制御室から操作

可能な設計とする。 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

及び復旧作業に支障がないように，放射

線量の高くなるおそれの少ない設置場所

の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の

設置等により当該設備の設置場所で操作

可能な設計，放射線の影響を受けない異

なる区画若しくは離れた場所から遠隔で

操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区

域内である中央制御室から操作可能な設

計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合において

も設置及び常設設備との接続に支障がな

いように，放射線量の高くなるおそれの

少ない設置場所の選定，当該設備の設置

場所への遮蔽の設置等により，当該設備

の設置及び常設設備との接続が可能な設

計とする。 

(6) 冷却材の性状

冷却材を内包する安全施設は，水質管

理基準を定めて水質を管理することによ

り異物の発生を防止する設計とする。 

安全施設及び重大事故等対処設備は，

系統外部から異物が流入する可能性のあ

る系統に対しては，ストレーナ等を設置

することにより，その機能を有効に発揮

できる設計とする。 

（発電炉の記載）

冷却材は発電炉特有の事項であ

ることから、記載しない。

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 

発電炉工認 基本設計方針に基

づき、線量（環境条件）に関する

基本設計方針について記載。
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.6  操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性の確保 

安全機能を有する施設は，運転員によ

る誤操作を防止するため，機器，弁等に

対して系統等による色分けや銘板取り付

け等による識別管理を行うとともに，人

間工学上の諸因子，操作性及び保守点検

を考慮した盤の配置，再処理施設の状態

が正確，かつ，迅速に把握できる計器表

示，警報表示する設計とする。また，運

転時の異常な過渡変化又は設計基準事故

の発生後，ある時間までは，運転員の操

作を期待しなくても必要な安全上の機能

が確保される設計とする。安有⑩ 

 

安全上重要な施設は，運転時の異常な

過渡変化又は設計基準事故が発生した状

況下（混乱した状態等）であっても，容

易に操作ができるよう，中央制御室並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の制御盤や現場の機器，弁等に

対して，誤操作を防止するための措置を

講ずることにより，簡単な手順によって

必要な操作が行える等の運転員に与える

負荷を少なくすることができる設計とす

る。安有⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｅ) 誤操作の防止 

安全機能を有する施設は，運転員によ

る誤操作を防止するため，機器，弁等に

対して系統等による色分けや銘板取り付

け等による識別管理を行うとともに，人

間工学上の諸因子，操作性及び保守点検

を考慮した盤の配置，再処理施設の状態

が正確，かつ，迅速に把握できる計器表

示，警報表示する設計とする。また，運

転時の異常な過渡変化又は設計基準事故

の発生後，ある時間までは，運転員の操

作を期待しなくても必要な安全上の機能

が確保される設計とする。安有⑩ 

 

また，安全上重要な施設は，運転時の

異常な過渡変化又は設計基準事故が発生

した状況下（混乱した状態等）であって

も，容易に操作ができるよう，中央制御

室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の制御盤や現場の機器，

弁等に対して，誤操作を防止するための

措置を講ずることにより，簡単な手順に

よって必要な操作が行える等の運転員に

与える負荷を少なくすることができる設

計とする。安有⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 安全機能を有する施設に関する基

本方針 

16) 安全機能を有する施設は，誤操作を

防止するための措置を講ずる設計と

する。安有⑩ 

また，安全上重要な施設は，容易に

操作することができる設計とする。

安有⑩ 

 

1.7.17.1 誤操作の防止に関する設計方

針 

安全機能を有する施設は，運転員による

誤操作を防止するため，以下の措置を講

ずる設計とする。 

(１) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤並

びに監視制御盤は，操作性，視認性及び

人間工学的観点の諸因子を考慮した盤の

配置，操作器具の配置，計器の配置及び

警報表示器具の配置を行い，操作性及び

視認性に留意するとともに，再処理施設

の状態を正確，かつ，迅速に把握できる

設計とする。 

(２) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤

は，多重化を行い分離配置するととも

に，系統ごとにグループ化して集約した

操作器具を盤面上に配置し，操作性及び

視認性に留意した設計とする。 

(３) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室の監視制御盤は，施設ごとにエ

リアを分けて配置する設計とする。ま

た，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の監視制御盤は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に配

置する。 

(４) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の監視制御盤は，監視

操作を行う画面を系統ごとにグループ化

して集約し，操作性及び視認性に留意し

た設計とする。 

(５) 安全機能を有する施設の操作器具

であるスイッチ及び各建屋に設置する機

器，弁等は，系統等による色分けや銘板

 

 

 

 

 

5.1.6 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，手順書の整

備，訓練・教育により，想定される重大

事故等が発生した場合においても，確実

に操作でき，設置変更許可申請書「十 発

電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の

事故が発生した場合における当該事故に

対処するために必要な施設及び体制の整

備に関する事項」ハで考慮した要員数と

想定時間内で，アクセスルートの確保を

含め重大事故等に対処できる設計とす

る。 

これらの運用に係る体制，管理等につ

いては，保安規定に定めて管理する。 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

を確実なものとするため，重大事故等時

の環境条件を考慮し，操作が可能な設計

とする。 

重大事故等対処設備は，操作する全て

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全上重要な施設が対象で

あるが、誤操作防止に関す

る設計方針のため、16 条に

基本設計方針として整理す

る。 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 

（当社の記載） 
事業変更許可申請書に基

づき、安全機能を有する

施設（安全上重要な施設

を含む）の操作性に関す

る基本設計方針を記載す

る。 
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取り付けによる識別表示を講じ，誤りを

生じにくいよう留意した設計とする。 

(６) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤の

操作器具は，誤接触による誤動作を防止

するため，誤操作防止カバーを設置し，

誤りを生じにくいよう留意した設計とす

る。 

(７) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤の

操作器具は，形状による区別を行うとと

もに，必要により鍵付スイッチを採用す

ることにより，誤りを生じにくいよう留

意した設計とする。 

(８) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の監視制御盤の画面上

の操作スイッチは，タッチオペレーショ

ン式によるダブルアクション操作及び，

通常時操作と機器単体保守時の操作を制

限する施錠機能により，誤りを生じにく

いよう留意した設計とする。 

(９) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の監視制御盤は，警報

の重要度ごとに色分けによる識別表示を

することにより，正確，かつ，迅速に状

況を把握できるよう留意した設計とす

る。 

(10) 安全機能を有する施設の操作器具

及び機器，弁等は，保守点検において

も，点検状態を示す札掛けを行うととも

に，必要に応じて施錠することにより，

誤りを生じにくいよう留意した設計とす

る。 

(11) 運転時の異常な過渡変化又は設計

基準事故の発生後，ある時間までは，運

転員の操作を期待しなくても必要な安全

機能が確保されるよう，時間余裕が少な

い場合においても安全保護回路により，

異常事象を速やかに収束させることが可

能な設計とする。 

安有◇4  

 

1.7.17.2 事故等時における容易な操作

に関する設計方針 

安全上重要な施設は，運転時の異常な

過渡変化又は設計基準事故が発生し，混

乱した状況下においても「1.7.17.1 誤

操作の防止に関する設計方針」に示す措

の設備に対し，十分な操作空間を確保す

るとともに，確実な操作ができるよう，

必要に応じて操作足場を設置する。ま

た，防護具，可搬型照明等は重大事故等

時に迅速に使用できる場所に配備する。 

現場操作において工具を必要とする場

合は，一般的に用いられる工具又は専用

の工具を用いて，確実に作業ができる設

計とする。工具は，作業場所の近傍又は

アクセスルートの近傍に保管できる設計

とする。可搬型重大事故等対処設備は運

搬，設置が確実に行えるように，人力又

は車両等による運搬，移動ができるとと

もに，必要により設置場所にてアウトリ

ガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能な設計とする。 

現場の操作スイッチは運転員等の操作

性を考慮した設計とする。また，電源操

作が必要な設備は，感電防止のため露出

した充電部への近接防止を考慮した設計

とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，

手動操作が可能な設計とする。 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接

続，フランジ接続又はより簡便な接続方

式等，接続方式を統一することにより，

確実に接続が可能な設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅

速な操作を必要とする機器は，必要な時

間内に操作できるように中央制御室での

操作が可能な設計とする。制御盤の操作

器は運転員の操作性を考慮した設計とす

る。 

想定される重大事故等において操作す

る重大事故等対処設備のうち動的機器に

ついては，その作動状態の確認が可能な

設計とする。 

重大事故等対処設備のうち，本来の用

途以外の用途として重大事故等に対処す

るために使用する設備は，通常時に使用

する系統から速やかに切替操作が可能な

ように，系統に必要な弁等を設ける設計

とする。 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備

と接続するものについては，容易かつ確

実に接続できるように，ケーブルはボル

ト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等

を用い，配管は配管径や内部流体の圧力

によって，大口径配管又は高圧環境にお

いてはフランジを用い，小口径配管かつ

低圧環境においてはより簡便な接続方式

等を用いる設計とする。窒素ボンベ，空

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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置を講じた中央制御室，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の安全系

監視制御盤並びに機器，弁等を使用し，

簡単な手順によって容易に操作できる設

計とする。 

安有◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気ボンベ，タンクローリ等については，

各々専用の接続方式を用いる。 

また，同一ポンプを接続する配管は口

径を統一することにより，複数の系統で

の接続方式の統一も考慮する。 

想定される重大事故等が発生した場合

において，可搬型重大事故等対処設備が

移動・運搬できるため，また，他の設備

の被害状況を把握するため，発電所内の

道路及び通路が確保できるよう，以下の

設計とする。 

屋外及び屋内において，アクセスルー

トは，自然現象，外部人為事象，溢水及

び火災を想定しても，運搬，移動に支障

をきたすことのないよう，迂回路も考慮

して複数のアクセスルートを確保する設

計とする。 

なお，想定される重大事故等の収束に

必要となる屋外アクセスルートは，基準

津波の影響を受けない防潮堤内に，基準

地震動Ｓｓ及び敷地に遡上する津波の影

響を受けないルートを少なくとも 1 つ確

保する設計とする。 

屋外及び屋内アクセスルートに影響を

与えるおそれがある自然現象として，地

震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮を選定する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する

外部人為事象については，屋外アクセス

ルートに影響を与えるおそれがある事象

として選定する飛来物（航空機落下），

爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載

した車両，有毒ガス，船舶の衝突，電磁

的障害及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムに対して，迂回路も

考慮した複数のアクセスルートを確保す

る設計とする。 

電磁的障害に対しては，道路面が直接

影響を受けることはないことからアクセ

スルートへの影響はない。 

屋外アクセスルートに対する地震によ

る影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面

の崩壊及び道路面のすべり），その他自

然現象（風（台風）及び竜巻による飛来

物，積雪並びに火山の影響）による影響

を想定し，複数のアクセスルートの中か

ら状況を確認し，早期に復旧可能なアク

セスルートを確保するため，障害物を除

去可能なホイールローダを 2 台（予備 3 

台）保管，使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 

74



別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十六条 （安全機能を有する施設）（30 / 38） 
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なお，東海発電所の排気筒の短尺化及

びサービス建屋減築等によりアクセスル

ートへの影響を防止する設計とする。 

また，地震による屋外タンクからの溢水

及び降水に対しては，道路上への自然流

下も考慮した上で，通行への影響を受け

ない箇所にアクセスルートを確保する設

計とする。 

津波の影響については，敷地に遡上す

る津波による遡上高さに対して十分余裕

を見た高さに高所のアクセスルートを確

保する設計とする。 

また，高潮に対しては，通行への影響

を受けない敷地高さにアクセスルートを

確保する設計とする。 

屋外アクセスルートは，自然現象のう

ち凍結，森林火災，外部人為事象のうち

飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場

等の火災，危険物を搭載した車両，有毒

ガス及び船舶の衝突に対しては，迂回路

も考慮した複数のアクセスルートを確保

する設計とする。 

落雷に対しては，道路面が直接影響を

受けることはないため，さらに生物学的

事象に対しては，容易に排除可能なた

め，アクセスルートへの影響はない。 

屋外アクセスルートは，地震の影響に

よる周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり

で崩壊土砂が広範囲に到達することを想

定した上で，ホイールローダによる崩壊

箇所の復旧又は迂回路の通行を行うこと

で，通行性を確保できる設計とする。 

また，不等沈下等に伴う段差の発生が

想定される箇所においては，段差緩和対

策等を行う設計とする。 

屋外アクセスルートは，自然現象のう

ち凍結及び積雪に対して，道路について

は融雪剤を配備し，車両についてはタイ

ヤチェーン等を装着することにより通行

性を確保できる設計とする。 

屋内アクセスルートは，自然現象とし

て選定する津波（敷地に遡上する津波を

含む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮による影響に対

して，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建屋内に確保する設計とす

る。 

屋内アクセスルートは，外部人為事象

として選定する飛来物（航空機落下），

爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載

した車両，有毒ガス及び船舶の衝突に対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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２  安全機能を有する施設は、

その健全性及び能力を確認する

ため、その安全機能の重要度に

応じ、再処理施設の運転中又は

停止中に検査又は試験ができる

ように設置されたものでなけれ

ばならない。安有⑪ 

３  安全機能を有する施設は、

その安全機能を維持するため、

適切な保守及び修理ができるよ

うに設置されたものでなければ

ならない。安有⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 試験・検査性 

再処理施設の維持管理にあたっては再

処理施設保安規定に基づく要領類に従

い，施設管理計画における保全プログラ

ムを策定し，設備の維持管理を行う。な

お，一般消耗品又は設計上交換を想定し

ている部品（安全に係わる設計仕様に変

更のないもので，特別な工事を要さない

ものに限る。）及び通信連絡設備、安全

避難通路（照明設備）等の「原子力施設

の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の基準に関する規則」で定める

一般産業用工業品については、適切な時

期に交換を行うことで設備の維持管理を

行う。 

安全機能を有する施設は，その健全性

及び能力を確認するため，その安全機能

の重要度に応じ，再処理施設の運転中又

は停止中に検査又は試験ができる設計に

する安有⑪ とともに，その安全機能を健

全に維持するための適切な保守及び修理

ができる設計とする。安有⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全上重要な機器等については，その

健全性を確認するため，セル壁に貫通口

を設ける設計とし，安有⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) その他の主要な構造 

(ｇ) 安全機能を有する施設 

(イ) 安全機能を有する施設の設計方針 

３） 安全機能を有する施設は，その健全

性及び能力を確認するため，その安全機

能の重要度に応じ，再処理施設の運転中

又は停止中に検査又は試験ができる設計

とする。安有⑪ 

４） 安全機能を有する施設は，その安全

機能を健全に維持するための適切な保守

及び修理ができる設計とする。安有⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1  安全機能を有する施設に関する

基本方針 

 (６) 安全機能を有する施設は，その健

全性及び能力を確認するため，その

安全機能の重要度に応じ，再処理施

設の運転中又は停止中に試験又は検

査ができる設計とする。安有⑪ 

(７) 安全機能を有する施設は，安全機

能を健全に維持するための適切な保

守及び修理ができる設計とする。 

安有⑫ 

 

1.7.7.1 安全機能を有する施設の設計方

針 

(６) 安全機能を有する施設は，その健

全性及び能力を確認するため，その

安全機能の重要度に応じ，再処理施

設の運転中又は停止中に検査又は試

験ができる設計とする。安有◇4  

なお，安全上重要な機器等の健全性

を確認するため，セル壁に貫通口を

設ける設計とする。安有⑫ 

 

 

 (７) 安全機能を有する施設は，その安

全機能を健全に維持するための適切

な保守及び修理ができる設計とす

して，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建屋内に確保する設計とす

る。 

屋内アクセスルートの設定に当たって

は，油内包機器による地震随伴火災の影

響や，水又は蒸気内包機器による地震随

伴溢水の影響を考慮するとともに，迂回

路を含む複数のルート選定が可能な配置

設計とする。 

 

 

 

(2) 試験・検査性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象施設は，健全性及び能力

を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に必要な箇所の保守点検（試

験及び検査を含む。）が可能な構造と

し，そのために必要な配置，空間等を備

えた設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「9.1.6（3）維持管理」として 

後掲 

安全上重要な機器が対象だ

が、保守に係る設計方針の

ため、16 条に基本設計方針

として整理する。 

（当社の記載） 
 再処理施設特有の施設を記載する。 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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また，その安全機能を維持するため

に，必要に応じて保守セル等を設ける設

計とする。安有⑫ 

る。安有◇4  

なお，安全上重要な機器等の安全機

能を維持するために，必要に応じて

保守セル等を設ける設計とする。 

安有⑫ 

1.9.13 誤操作の防止 

（誤操作の防止） 

第十三条 安全機能を有する施設

は、誤操作を防止するための措置

を講じたものでなければならな

い。 

２ 安全上重要な施設は、容易に操

作することができるものでなけれ

ばならない。 

適合のための設計方針 

第１項について 

安全機能を有する施設は，誤操作

を防止するための措置を講ずる設計

とする。安有◇4 

運転員の誤操作を防止するため，

盤の配置及び操作器具，弁等の操作

性に留意するとともに，計器表示，

警報表示により再処理施設の状態が

正確，かつ，迅速に把握できる設計

とする。また，保守点検において誤

りを生じにくいよう留意した設計と

する。安有◇4 

 安全機能を有する施設の制御盤

は，設備の監視及び制御が可能とな

るように，計器表示，警報表示及び

操作器具を配置するとともに，計器

表示，警報表示は，運転員の誤判断

を防止し，再処理施設の状態を正

確，かつ，迅速に把握できるよう，

色分けや銘板により容易に識別でき

る設計とする。操作器具は，系統ご

とにグループ化した配列にするとと

もに，色，形状等の視覚的要素によ

り容易に識別できる設計とする。 

安有◇4 

運転時の異常な過渡変化又は設計

基準事故の発生後，ある時間まで

は，運転員の操作を期待しなくても

必要な安全機能が確保されるよう，

時間余裕が少ない場合においても安

全保護回路により，異常事象を速や

かに収束させることが可能な設計と

する。安有◇4 

さらに，安全機能を有する施設の

重大事故等対処設備は，健全性及び能

力を確認するため，発電用原子炉の運転

中又は停止中に必要な箇所の保守点検，

試験又は検査を実施できるよう，機能・

性能の確認，漏えいの有無の確認，分解

点検等ができる構造とし，そのために必

要な配置，空間等を備えた設計とする。

また，接近性を考慮して必要な空間等を

備え，構造上接近又は検査が困難である

箇所を極力少なくする。 

試験及び検査は，使用前検査，施設定

期検査，定期安全管理検査及び溶接安全

管理検査の法定検査に加え，保全プログ

ラムに基づく点検が実施できる設計とす

る。

重大事故等対処設備は，原則系統試験

及び漏えいの有無の確認が可能な設計と

する。系統試験については，テストライ

ンなどの設備を設置又は必要に応じて準

備することで試験可能な設計とする。ま

た，悪影響防止の観点から他と区分する

必要があるもの又は単体で機能・性能を

確認するものは，他の系統と独立して機

能・性能確認が可能な設計とする。

発電用原子炉の運転中に待機状態にあ

る重大事故等対処設備は，発電用原子炉

の運転に大きな影響を及ぼす場合を除

き，運転中に定期的な試験又は検査が実

施可能な設計とする。また，多様性又は

多重性を備えた系統及び機器にあって

は，各々が独立して試験又は検査ができ

る設計とする。 

代替電源設備は，電気系統の重要な部

分として，適切な定期試験及び検査が可

能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確

認が必要な設備は，原則として分解・開

放（非破壊検査を含む。）が可能な設計

（当社の記載）

再処理施設特有の施設を記載する。

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 

安全上重要な機器が対象だ

が、保守に係る設計方針の

ため、16 条に基本設計方針

として整理する。 
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機器，弁等は，系統等による色分け

や銘板取り付けなどの識別管理や視

認性の向上を行うとともに，施錠管

理により誤りを生じにくいよう留意

した設計とする。安有◇4 

第２項について 

   安全上重要な施設は，容易に操作

することができる設計とする。安有◇4 

   運転時の異常な過渡変化又は設計

基準事故が発生した状況下（混乱し

た状態等）にあっても，誤操作を防

止するための措置を講じた中央制御

室並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の制御盤や現場

の機器，弁等により，簡単な手順に

よって必要な操作が可能な設計とす

る。安有◇4 

   また，中央制御室並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の制御盤は，操作器具，警報表示

等の盤面器具を系統ごとにグループ

化して集約し，操作器具の統一化

（色，形状，大きさ等の視覚的要素

での識別），並びに，操作器具の操

作方法に統一性を持たせることで，

通常運転，運転時の異常な過渡変化

又は設計基準事故時において運転員

の誤操作を防止するとともに，容易

に操作することができる設計とす

る。安有◇4 

   中央制御室並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室以外

における操作が必要な安全上重要な

施設の機器，弁等に対して，系統等

による色分けや銘板取り付けなどの

識別管理や視認性の向上を行い，運

転員が容易に操作することができる

設計とする。安有◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とし，機能・性能確認，各部の経年劣化

対策及び日常点検を考慮することによ

り，分解・開放が不要なものについては

外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に関する基本設計方

針につき、36 条に係る

基本設計方針に反映。 
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1.9.15 安全機能を有する施設 

（安全機能を有する施設） 

第十五条 安全機能を有する施設は、

その安全機能の重要度に応じて、

その機能が確保されたものでなけ

ればならない。 

２ 安全上重要な施設は、機械又は器

具の単一故障（単一の原因によって

一つの機械又は器具が所定の安全機

能を失うこと（従属要因による多重

故障を含む。）をいう。以下同

じ。）が発生した場合においてもそ

の機能を損なわないものでなければ

ならない。 

３ 安全機能を有する施設は、設計基準

事故時及び設計基準事故に至るまで

の間 に想定される全ての環境条件

において、その安全機能を発揮する

ことができるものでなければならな

い。 

４ 安全機能を有する施設は、その健全

性及び能力を確認するため、その安

全機能の重要度に応じ、再処理施設

の運転中又は停止中に検査又は試験

ができるものでなければならない。 

５ 安全機能を有する施設は、その安全

機能を健全に維持するための適切な

保守及び修理ができるものでなけれ

ばならない。 

６ 安全機能を有する施設は、ポンプそ

の他の機器又は配管の損壊に伴う飛

散物により、その安全機能を損なわ

ないものでなければならない。 

７ 安全機能を有する施設は、二以上の

原子力施設と共用する場合には、再

処理施設の安全性を損なわないもの

でなければならない。 

 

 適合のための設計方針 

第１項について 

   再処理施設のうち，安全機能を有

する構築物，系統及び機器を，安全

機能を有する施設とする。安有◇4 

   また，安全機能を有する施設のう

ち，その機能喪失により，公衆又は

従事者に放射線障害を及ぼすおそれ

があるもの及び設計基準事故時に公

衆又は従事者に及ぼすおそれがある

放射線障害を防止するため，放射性

物質又は放射線が工場等外へ放出さ
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れることを抑制し又は防止する構築

物，系統及び機器から構成される施

設を，安全上重要な施設とする。 

安有◇4 

   安全機能を有する施設の設計，材

料の選定，製作及び検査に当たって

は，原則として現行国内法規に基づ

く規格及び基準によるものとする。

また，これらに規定がない場合にお

いては，必要に応じて，十分実績が

あり，信頼性の高い国外の規格，基

準等に準拠する。安有◇4 

第２項について 

 （１） 安全上重要な系統及び機器につい

ては，それらを構成する動的機器に

単一故障を仮定しても，所定の安全

機能を果たし得るように多重性又は

多様性を有する設計とする。安有◇2 

   再処理施設の所内動力用電源は，

外部電源として電力系統に接続され

る154ｋＶ送電線２回線の他に，非常

用所内電源として第１非常用ディー

ゼル発電機２台及び第２非常用ディ

ーゼル発電機２台を設け，安全上重

要な系統が要求される機能を果たす

ために必要な容量を持つ設計とす

る。安有◇2 

   安全保護回路を含む安全上重要な

施設の安全機能を維持するために必

要な計測制御設備は，動的機器に単

一故障を仮定しても，所定の安全機

能を果たし得るよう多重化又は多様

化によって対応するとともに，電気

的・物理的な独立性を有する設計と

する。安有◇2 

 （２） 安全上重要な系統は，単一故障を

仮定しても，安全上支障のない期間

内に運転員等による原因の除去又は

修理が期待できる場合は，多重化又

は多様化の配慮をしなくてもよいも

のとする。安有◇2 

第３項について 

安全機能を有する施設は，設計基

準事故時及び設計基準事故に至るま

での間に想定される圧力，温度，湿

度，線量等各種の環境条件におい

て，その安全機能を発揮できる設計

とする。安有◇4 

なお，運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故の解析に当たって

は，工程の運転状態を考慮して解析

条件を設定するとともに，その間に
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多量の放射性物質を内包する機器につ

いては，必要に応じてブロック閉止壁を

設置する等により，それらへの接近可能

性も配慮した設計とする。安有⑫ 

  

 

 

(3) 維持管理 

再処理施設の維持管理にあたっては再

処理施設保安規定に基づく要領類に従

い，施設管理計画における保全プログラ

ムを策定し，設備の維持管理を行う。な

お，一般消耗品又は設計上交換を想定し

ている部品（安全に係わる設計仕様に変

更のないもので，特別な工事を要さない

ものに限る。）及び通信連絡設備、安全

避難通路（照明設備）等の「原子力施設

の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の基準に関する規則」で定める

一般産業用工業品については、適切な時

期に交換を行うことで設備の維持管理を

行う。安有⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらされると考えられる圧力，温

度，湿度，線量等各種の環境条件に

ついて，事象が発生してから収束す

るまでの間の計測制御系，安全保護

回路，安全上重要な施設等の作動状

況及び当直（運転員）の操作を考慮

する。また，使用するモデル及び温

度，圧力，流量その他の再処理施設

の状態を示す事項は，評価の結果

が，より厳しい評価になるよう選定

する。安有◇4 

第４項について 

   安全機能を有する施設は，必要に

応じ，それらの安全機能が健全に維

持されていることを確認するため

に，再処理施設の運転中又は定期点

検等停止時に安全機能を損なうこと

なく適切な方法により試験及び検査

ができる設計とする。安有◇4 

第５項について 

   安全機能を有する施設は，それら

の安全機能を健全に維持するための

適切な保守及び修理ができる設計と

する。安有◇4 

また，多量の放射性物質を内包す

る機器については，必要に応じてブ

ロック閉止壁を設置する等により，

それらへの接近可能性も配慮した設

計とする。安有⑫ 

第６項について 

   安全機能を有する施設は，再処理

施設内におけるポンプその他の機器

又は配管の損壊に伴う飛散物によっ

て，その安全機能を損なわない設計

とする。安有◇4 

内部発生飛散物とは，ガス爆発，

重量機器の落下等によって発生する

飛散物をいう。なお，二次的飛散

物，火災，化学反応，電気的損傷，

配管の損傷，機器の故障等の二次的

影響も考慮するものとする。安有◇4 

安全機能を有する施設のうち，内

部発生飛散物防護対象設備として

は，安全評価上その機能を期待する

構築物，系統及び機器を漏れなく抽

出する観点から，安全上重要な構築

物，系統及び機器を抽出し，内部発

生飛散物により冷却，水素掃気，火

災・爆発の防止，臨界の防止等の安

全機能を損なわないよう内部発生飛

散物の発生を防止することにより，

安全機能を損なわない設計とする。

（当社の記載） 

「原子力施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の基準に関する規則」

等に基づき、再処理施設の維持管理に関

する基本設計方針を記載する。 

（当社の記載） 
 再処理施設特有の施設を記載する。 
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安有◇4 

その他の安全機能を有する施設に

ついては，内部発生飛散物に対して

機能を維持すること若しくは内部発

生飛散物による損傷を考慮して代替

設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障がない期間での修理

を行うこと又はそれらを適切に組み

合わせることにより，その安全機能

を損なわない設計とする。安有◇4 

第７項について 

   安全機能を有する施設は，原子力施設

間での共用によって安全性を損なうこ

とのない設計とする。安有◇4 

 

1.9.16 運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故の拡大の防止 

（運転時の異常な過渡変化及び設計基準 

事故の拡大の防止） 

第十六条 安全機能を有する施設

は、次に掲げる要件を満たすもの

でなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化時に

おいて、パラメータを安全設計

上許容される範囲内に維持でき

るものであること。 

二 設計基準事故時において、工

場等周辺の公衆に放射線障害を

及ぼさないものであること。 

 

 適合のための設計方針 

再処理施設の設計の基本方針に深層

防護の考え方が適切に適用されている

ことを確認するために，再処理施設に

関して技術的に見て想定される異常事

象の中から事故等を選定し，以下のと

おり安全対策の妥当性を評価する。 

安有◇4 

事故等の拡大の防止の観点から，安

全機能を有する施設は，次に掲げる要

件を満たす設計とする。 

 (１) 運転時の異常な過渡変化時におい

て，パラメータ（温度，圧力，流量

その他の再処理施設の状態を示す事

項）を安全設計上許容される範囲内

に維持できるものであること。 

 (２) 設計基準事故時において，安全上

重要な施設の機能により，工場等周

辺の公衆に放射線障害を及ぼさない

ものであること。安有◇4 

   事故等の評価については，「異常事象
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を速やかに収束させ，又はその拡大を

防止し，あるいはその結果を緩和する

ことを主たる機能とする系統」の妥当

性を確認する観点から， 

(１) 運転時の異常な過渡変化 

(２) 設計基準事故 

ａ．冷却機能，水素掃気機能等の

安全上重要な施設の機能喪失 

ｂ．溶媒，試薬，水素，金属微粒

子及び固体廃棄物による火災，爆

発 

ｃ．臨界 

ｄ．その他評価が必要と認められ

る以下の事象 

(ａ) 各種機器及び配管の破損及

び故障による漏えい 

(ｂ) 使用済燃料集合体等の取扱

いに伴う落下又は破損 

  (ｃ) 短時間の全動力電源の喪失 

  を選定し評価する。安有◇4 
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別紙２ 

基本設計方針の申請書単位での 

展開表 
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基本設計方針の申請書単位での展開表
（第16条 安全機能を有する施設）

別紙２

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第１Ｇｒ
説明対象

第１Ｇｒ申請対象設備 第１Ｇｒ申請　仕様表 第１Ｇｒ申請　添付書類
第２Ｇｒ

（１項変更①）
第２Ｇｒ

（２項変更②）
第２Ｇｒ

（２項変更③）
第３Ｇｒ

（１項変更②）
第３Ｇｒ

（２項変更④）

別設工認①
第2ユーティリティ建屋に係る施

設

別設工認②
海洋放出管切り離し工事

1

再処理施設は，設計，材料の選定，製作，建設，試験及び検査を通じ，原則として現行国内法
規に基づく規格及び基準により，信頼性の高いものとする。ただし，外国の規格及び基準によ
る場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合には，それらの規格及び基準の適
用の根拠，国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにするものと
する。

冒頭宣言 － 基本方針 ○ 基本方針 － － － － － － － － －

2 再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系統及び機器を安全機能を有する施設とする。 定義 － 基本方針 ○ 基本方針 － － － － － － － － －

3

安全機能を有する施設は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を選定し，解析及び評価
を実施することにより，運転時の異常な過渡変化時においては，温度，圧力，流量その他の再
処理施設の状態を示す事項を安全設計上許容される範囲内に維持できる設計とし，設計基準事
故時においては，工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさない設計とする。

機能要求② 安全機能を有する施設
基本方針
評価方針

○

安全冷却水系B冷却塔
安全冷却水系の配管
安全冷却水B冷却塔　飛来物防
護ネット（ネット）
安全冷却水B冷却塔　飛来物防
護ネット（板）

－ － － － － － － － －

4
また，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条
件において、その安全機能を発揮する設計とする。

冒頭宣言 － 基本方針 ○

安全冷却水系B冷却塔
安全冷却水系の配管
安全冷却水B冷却塔　飛来物防
護ネット（ネット）
安全冷却水B冷却塔　飛来物防
護ネット（板）

－
Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書

－ － － － － － －

5
安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機能が確保されたものとす
る。

機能要求① 安全機能を有する施設 基本方針 ○

安全冷却水系B冷却塔
安全冷却水系の配管
安全冷却水B冷却塔　飛来物防
護ネット（ネット）
安全冷却水B冷却塔　飛来物防
護ネット（板）

－ － － － － － － － －

6

再処理施設は核燃料物質の臨界防止，放射線の遮蔽，使用済燃料等の閉じ込め，火災及び爆発
の防止及び耐震等に係る基本設計方針に基づく安全設計を行うとともに，使用済燃料及びその
溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵，処理時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設
計とする。

機能要求①
機能要求②

再処理施設
基本方針
設計方針（環境条件等）

○ 安全冷却水系B冷却塔
安全冷却水系の配管

－ － － － － － － － －

7

なお，再処理施設の安全設計においては，使用済燃料の仕様のうち冷却期間を以下の条件とす
る。
再処理施設に受け入れるまでの冷却期間：１年以上
せん断処理するまでの冷却期間：４年以上

定義 － 基本方針 ○ 基本方針 － － － － － － － － －

8
安全機能を有する施設は，想定するポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物（以下
「内部発生飛散物」という。）の影響を受ける場合においてもその安全機能を確保するため
に，内部発生飛散物に対して安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 － 基本方針 － － － － － － － － － － －

9
安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物から防護する施設としては，安全評価上その機
能を期待する構築物，系統及び機器をもれなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統
及び機器を抽出し，

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
溶解設備（溶解設備）
清澄・計量設備（清澄・計量設備）
分離設備（分離設備）
分配設備（分配設備）
分離建屋一時貯留処理設備（分離建屋一時貯留処理設備）
プルトニウム精製設備（プルトニウム精製設備）
精製建屋一時貯留処理設備（精製建屋一時貯留処理設備）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン･プルトニウム混合脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（焙焼･還元系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（還元ガス供給系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
ウラン酸化物貯蔵設備（ウラン酸化物貯蔵設備）
ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵設備（ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵設備）
溶媒回収設備（分離・分配系）
計測制御設備（計測制御設備）
安全保護回路（安全保護回路）
制御室換気設備（制御室換気設備）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系））
塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃ガス処理系）
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処理系）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備（高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備）
換気設備（前処理建屋排気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（分離建屋排気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（精製建屋排気系）
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系）
ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系）
高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系）
高レベル廃液処理設備（不溶解残渣廃液貯蔵系）
高レベル廃液処理設備（高レベル濃縮廃液貯蔵系）
高レベル廃液処理設備（共用貯蔵系）
高レベル廃液ガラス固化設備（高レベル廃液ガラス固化設備）
ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体貯蔵設備）
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）
安全冷却水系（安全冷却水系）
安全蒸気系（安全蒸気系）
前処理建屋の遮蔽設備
分離建屋の遮蔽設備
精製建屋の遮蔽設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋の遮蔽設備

対象選定
設計方針（内部発生飛散物に
よる損傷防止）

－ － － －機能要求① － － － － － － －
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基本設計方針の申請書単位での展開表
（第16条 安全機能を有する施設）

別紙２

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第１Ｇｒ
説明対象

第１Ｇｒ申請対象設備 第１Ｇｒ申請　仕様表 第１Ｇｒ申請　添付書類
第２Ｇｒ

（１項変更①）
第２Ｇｒ

（２項変更②）
第２Ｇｒ

（２項変更③）
第３Ｇｒ

（１項変更②）
第３Ｇｒ

（２項変更④）

別設工認①
第2ユーティリティ建屋に係る施

設

別設工認②
海洋放出管切り離し工事

11

その他の安全機能を有する施設については，内部発生飛散物に対して機能を維持すること若し
くは内部発生飛散物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上
支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機能を
損なわない設計とする。

運用要求 － 基本方針 － － － －

内部発生飛散物により冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界の防止等の安全機能を損なわ
ないよう内部発生飛散物の発生を防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。

10 機能要求①

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
せん断処理設備（せん断処理設備）
溶解設備（溶解設備）
清澄・計量設備（清澄・計量設備）
分離設備（分離設備）
分配設備（分配設備）
ウラン精製設備（ウラン精製設備）
プルトニウム精製設備（プルトニウム精製設備）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン･プルトニウム混合脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
酸回収設備（第１酸回収系）
酸回収設備（第２酸回収系）
溶媒回収設備（分離・分配系）
溶媒回収設備（ウラン精製系）
溶媒回収設備 （プルトニウム精製系）
溶媒回収設備（溶媒処理系
ウラン酸化物貯蔵設備（ウラン酸化物貯蔵設備）
ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵設備（ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵設備）
制御室換気設備（制御室換気設備）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)）
塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃ガス処理系）
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備（ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処理系）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備（高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（前処理建屋排気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（分離建屋排気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（精製建屋排気系）
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系）
ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系）
換気設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系）
高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系）
低レベル廃液処理設備（油分除去系）
低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液処理系）
電気設備（ディーゼル発電機）
一般圧縮空気系（一般圧縮空気系）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）
給水処理設備（給水処理設備）
一般冷却水系（一般冷却水系）
安全冷却水系（安全冷却水系）
給水処理設備（給水処理設備）
安全蒸気系（安全蒸気系）
分析設備（分析設部）
化学薬品貯蔵供給設備（化学薬品貯蔵供給系）

－ － － －
設計方針（内部発生飛散物に
よる損傷防止）

－ － － － －

12
電力を駆動源とする回転機器は，誘導電動機による回転数を制御する機構を有することで，回
転機器の過回転による回転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を防止できる設計とする。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
せん断処理設備（せん断処理設備）
溶解設備（溶解設備）
清澄・計量設備（清澄・計量設備）
分離設備（分離設備）
分配設備（分配設備）
ウラン精製設備（ウラン精製設備）
プルトニウム精製設備（プルトニウム精製設備）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン･プルトニウム混合脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
酸回収設備（第１酸回収系）
酸回収設備（第２酸回収系）
溶媒回収設備（分離・分配系）
溶媒回収設備（ウラン精製系）
溶媒回収設備（プルトニウム精製系）
溶媒回収設備（溶媒処理系）
ウラン酸化物貯蔵設備（ウラン酸化物貯蔵設備）
ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵設備（ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵設備）
制御室換気設備（制御室換気設備）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)）
塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃ガス処理系）
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備（ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処理系）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備（高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（前処理建屋排気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（分離建屋排気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（精製建屋排気系）
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系）
ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系）
換気設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系）
高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系）
低レベル廃液処理設備（油分除去系）
低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液処理系）
電気設備（ディーゼル発電機）
一般圧縮空気系（一般圧縮空気系）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）
給水処理設備（給水処理設備）
一般冷却水系（一般冷却水系）
安全冷却水系（安全冷却水系）
一般蒸気系（一般蒸気系）
安全蒸気系（安全蒸気系）
分析設備（分析設部）
化学薬品貯蔵供給設備（化学薬品貯蔵供給系）

設計方針（内部発生飛散物に
よる損傷防止）

－ － － －

－ －
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基本設計方針の申請書単位での展開表
（第16条 安全機能を有する施設）

別紙２

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第１Ｇｒ
説明対象

第１Ｇｒ申請対象設備 第１Ｇｒ申請　仕様表 第１Ｇｒ申請　添付書類
第２Ｇｒ

（１項変更①）
第２Ｇｒ

（２項変更②）
第２Ｇｒ

（２項変更③）
第３Ｇｒ

（１項変更②）
第３Ｇｒ

（２項変更④）

別設工認①
第2ユーティリティ建屋に係る施

設

別設工認②
海洋放出管切り離し工事

13
電力を駆動源とせず，駆動用の燃料を供給することで回転する回転機器は，調速器により回転
数を監視し，回転数が上限値を超えた場合は回転機器を停止する機構を有することで，回転機
器の過回転による回転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を防止できる設計とする。

機能要求① 電気設備（ディーゼル発電機）
設計方針（内部発生飛散物に
よる損傷防止）

－ － － － － － － － － － －

14
安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，ＭＯＸ燃料加工施設等と共用するものは，共
用によって再処理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

機能要求①

通信連絡設備（通信連絡設備）
換気設備（分析建屋排気系）
換気設備（北換気筒）
低レベル廃液処理設備（海洋放出管理系）
低レベル固体廃棄物貯蔵設備（第１貯蔵系）
低レベル固体廃棄物貯蔵設備（第２貯蔵系）
放射線監視設備（屋内モニタリング設備）
放射線監視設備（屋外モニタリング設備）
試料分析関係設備（環境試料測定設備）
環境管理設備（環境管理設備）
出入管理関係設備（出入管理設備）
個人管理用設備（個人管理用設備）
電気設備（受電開閉設備）
電気設備（変圧器）
電気設備（所内高圧系統）
電気設備（所内低圧系統）
電気設備（ディーゼル発電機）
電気設備（計測制御用交流電源設備）
一般圧縮空気系（一般圧縮空気系）
給水処理設備（給水処理設備）
安全冷却水系（安全冷却水系）
一般蒸気系（一般蒸気系）
火災防護設備（火災防護設備）

基本方針 － － － － － － － － － － －

15

安全機能を有する施設の設計条件については，材料疲労，劣化等に対しても十分な余裕を持っ
て機能維持が可能となるよう，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に
想定される圧力，温度，湿度，放射線，荷重，自然現象，人為事象及び周辺機器等からの悪影
響を考慮し，十分安全側の条件を与えることにより，これらの条件下においても期待されてい
る安全機能を発揮できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

安全機能を有する施設
基本方針
設計方針（環境条件等）

○

安全冷却水系B冷却塔
安全冷却水系の配管
安全冷却水B冷却塔　飛来物防
護ネット（ネット）
安全冷却水B冷却塔　飛来物防
護ネット（板）

－
Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書

－ － － － － － －

16
安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，通常時及び設計基準事故時におけ
る設備の設置場所の環境条件の変化（圧力，温度，放射線量及び湿度の変化）を考慮し，設備
に期待される安全機能が発揮できるものとする。

機能要求② 安全機能を有する施設
基本方針
設計方針（環境条件等）

○

安全冷却水系B冷却塔
安全冷却水系の配管
安全冷却水B冷却塔　飛来物防
護ネット（ネット）
安全冷却水B冷却塔　飛来物防
護ネット（板）

－
Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書

－ － － － － － －

17

安全機能を有する施設の設置場所は，事故等時においても操作及び復旧作業に支障がないよう
に，遮蔽の設置や線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定し
た上で，設置場所から操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場
所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所から操作可能な設計とする。

機能要求① 安全機能を有する施設
基本方針
設計方針（環境条件等）

○

安全冷却水系B冷却塔
安全冷却水系の配管
安全冷却水B冷却塔　飛来物防
護ネット（ネット）
安全冷却水B冷却塔　飛来物防
護ネット（板）

－
Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書

－ － － － － － －

18

安全機能を有する施設は，運転員による誤操作を防止するため，機器，弁等に対して系統等に
よる色分けや銘板取り付け等による識別管理を行うとともに，人間工学上の諸因子，操作性及
び保守点検を考慮した盤の配置，再処理施設の状態が正確，かつ，迅速に把握できる計器表
示，警報表示する設計とする。

機能要求① 安全機能を有する施設 基本方針 ○ 弁 －
Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書

－ － － － － － －

19
また，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後，ある時間までは，運転員の操作を
期待しなくても必要な安全上の機能が確保される設計とする。

機能要求① 安全機能を有する施設 基本方針 ○ 安全冷却水系B冷却塔
安全冷却水系の配管

－ － － － － － － － －

20

安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した状況下（混乱した
状態等）であっても，容易に操作ができるよう，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室の制御盤や現場の機器，弁等に対して，誤操作を防止するための措置を講
ずることにより，簡単な手順によって必要な操作が行える等の運転員に与える負荷を少なくす
ることができる設計とする。

機能要求① 安全上重要な施設 基本方針 ○ 弁 －
Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書

－ － － － － － －

21
安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機能の重要度に応
じ，再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験ができる設計にするとともに，その安全機
能を健全に維持するための適切な保守及び修理ができる設計とする。

機能要求① 安全機能を有する施設
基本方針
設計方針（試験・検査性）

○

安全冷却水系B冷却塔
安全冷却水系の配管
安全冷却水B冷却塔　飛来物防
護ネット（ネット）
安全冷却水B冷却塔　飛来物防
護ネット（板）

－
Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書

－ － － － － － －

22
安全上重要な機器等については，その健全性を確認するため，セル壁に貫通口を設ける設計と
し，また，その安全機能を維持するために，必要に応じて保守セル等を設ける設計とする。

機能要求① 安全上重要な施設 基本方針 － － － － － － － － － － －

23
多量の放射性物質を内包する機器については，必要に応じてブロック閉止壁を設置する等によ
り，それらへの接近可能性も配慮した設計とする。

機能要求① 安全上重要な施設 基本方針 － － － － － － － － － － －

24

再処理施設の維持管理にあたっては再処理施設保安規定に基づく要領類に従い，施設管理計画
における保全プログラムを策定し，設備の維持管理を行う。なお，一般消耗品又は設計上交換
を想定している部品（安全に係わる設計仕様に変更のないもので，特別な工事を要さないもの
に限る。）及び通信連絡設備、安全避難通路（照明設備）等の「原子力施設の保安のための業
務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については、
適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。

運用要求 － 基本方針 ○ 安全冷却水系　等 － － － － － － － － －
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申請範囲とした基本設計方針の添付書類への展開
（第16条 安全機能を有する施設）

別紙３

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 展開事項 展開先（小項目） 添付書類における記載

1

再処理施設は，設計，材料の選定，製作，建設，試験及び検査を通じ，原則として現行国内法規に基づく規格及
び基準により，信頼性の高いものとする。ただし，外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的で
ないものを適用する場合には，それらの規格及び基準の適用の根拠，国内法規に基づく規格及び基準との対比並
びに適用の妥当性を明らかにするものとする。

冒頭宣言 － 基本方針

2 再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系統及び機器を安全機能を有する施設とする。 定義 － 基本方針

3

安全機能を有する施設は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を選定し，解析及び評価を実施することに
より，運転時の異常な過渡変化時においては，温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項を安全設
計上許容される範囲内に維持できる設計とし，設計基準事故時においては，工場等周辺の公衆に放射線障害を及
ぼさない設計とする。

評価要求 安全機能を有する施設
基本方針
評価方針

4
また，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その
安全機能を発揮する設計とする。

冒頭宣言 － 基本方針

5 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機能が確保されたものとする。 機能要求① 安全機能を有する施設 基本方針

6
再処理施設は核燃料物質の臨界防止，放射線の遮蔽，使用済燃料等の閉じ込め，火災及び爆発の防止及び耐震等
に係る基本設計方針に基づく安全設計を行うとともに，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵，処
理時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設計とする。

機能要求①
機能要求②

再処理施設
基本方針
設計方針（環境条件等）

7
なお，再処理施設の安全設計においては，使用済燃料の仕様のうち冷却期間を以下の条件とする。
再処理施設に受け入れるまでの冷却期間：１年以上
せん断処理するまでの冷却期間：４年以上

運用要求 － 基本方針

14

安全機能を有する施設の設計条件については，材料疲労，劣化等に対しても十分な余裕を持って機能維持が可能
となるよう，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力，温度，湿度，放射
線，荷重，自然現象，人為事象及び周辺機器等からの悪影響を考慮し，十分安全側の条件を与えることにより，
これらの条件下においても期待されている安全機能を発揮できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

安全機能を有する施設
基本方針
設計方針（環境条件等）

15
安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，通常時及び設計基準事故時における設備の設置場所
の環境条件の変化（圧力，温度，放射線量及び湿度の変化）を考慮し，設備に期待される安全機能が発揮できる
ものとする。

機能要求② 安全機能を有する施設
基本方針
設計方針（環境条件等）

16

安全機能を有する施設の設置場所は，事故等時においても操作及び復旧作業に支障がないように，遮蔽の設置や
線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定した上で，設置場所から操作可能な設
計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する
中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所から操作可能な設計とする。

機能要求① 安全機能を有する施設
基本方針
設計方針（環境条件等）

17
安全機能を有する施設は，運転員による誤操作を防止するため，機器，弁等に対して系統等による色分けや銘板
取り付け等による識別管理を行うとともに，人間工学上の諸因子，操作性及び保守点検を考慮した盤の配置，再
処理施設の状態が正確，かつ，迅速に把握できる計器表示，警報表示する設計とする。

機能要求① 安全機能を有する施設 基本方針

18
また，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後，ある時間までは，運転員の操作を期待しなくても必
要な安全上の機能が確保される設計とする。

機能要求① 安全機能を有する施設 基本方針

19

安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した状況下（混乱した状態等）であって
も，容易に操作ができるよう，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御盤や現場
の機器，弁等に対して，誤操作を防止するための措置を講ずることにより，簡単な手順によって必要な操作が行
える等の運転員に与える負荷を少なくすることができる設計とする。

機能要求① 安全上重要な施設 基本方針

20
安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機能の重要度に応じ，再処理施設の運
転中又は停止中に検査又は試験ができる設計にするとともに，その安全機能を健全に維持するための適切な保守
及び修理ができる設計とする。

機能要求① 安全機能を有する施設
基本方針
設計方針（試験・検査性）

23

再処理施設の維持管理にあたっては再処理施設保安規定に基づく要領類に従い，施設管理計画における保全プロ
グラムを策定し，設備の維持管理を行う。なお，一般消耗品又は設計上交換を想定している部品（安全に係わる
設計仕様に変更のないもので，特別な工事を要さないものに限る。）及び通信連絡設備、安全避難通路（照明設
備）等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業
用工業品については、適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。

運用要求 － 基本方針

【環境条件】
・安全上重要な施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される圧力，温度，湿度，線量
等各種の環境条件において，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を発揮することがで
きる設計とする。
・安全機能を有する施設の設置場所は，事故等時においても操作及び復旧作業に支障がないように，遮蔽の設置
や線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定した上で，設置場所から操作可能な
設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有す
る中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室から操作可能な設計とする。

【操作性】
・安全機能を有する施設の操作器具及び機器，弁等は，系統等による色分けや銘板取り付けによる識別表示を講
じることに加え、保守点検においても，点検状態を示す札掛けを行うとともに，必要に応じて施錠することによ
り，誤りを生じにくいよう留意した設計とする。
・安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した状況下（混乱した状態等）であっ
ても，容易に操作ができるよう，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御盤や現
場の機器，弁等に対して，誤操作を防止するための措置を講ずることにより，簡単な手順によって必要な操作が
行える等の運転員に与える負荷を少なくすることができる設計とする。

【試験・検査性】
・安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機能の重要度に応じ，再処理施設の
運転中又は停止中に検査又は試験ができる設計とすることに加え、その安全機能を健全に維持するための適切な
保守及び修理ができる設計とする。

基本方針
設計方針（環境
条件等）
設計方針（試
験・検査性）

Ⅵ-１-１-４　安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重⼤事
故等対処設備が使⽤される条件の下における健全性に関する説明書
2.基本方針
 2.1 多様性、位置的分散
 2.3 環境条件
 2.4 操作性及び試験・検査性
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補足説明すべき項目の抽出結果
（16条 安全機能を有する施設）

別紙５

説明が必要な項目

1

再処理施設は，設計，材料の選定，製作，建設，試験及び検査を通じ，原則として現行国内法規に基
づく規格及び基準により，信頼性の高いものとする。ただし，外国の規格及び基準による場合又は規
格及び基準で一般的でないものを適用する場合には，それらの規格及び基準の適用の根拠，国内法規
に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにするものとする。

2 再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系統及び機器を安全機能を有する施設とする。

3

安全機能を有する施設は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を選定し，解析及び評価を実施
することにより，運転時の異常な過渡変化時においては，温度，圧力，流量その他の再処理施設の状
態を示す事項を安全設計上許容される範囲内に維持できる設計とし，設計基準事故時においては，工
場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさない設計とする。

4
また，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件にお
いて、その安全機能を発揮する設計とする。

Ⅵ-1-1-4 安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書

【環境条件】
・安全上重要な施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される圧力，温
度，湿度，線量等各種の環境条件において，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の
安全機能を発揮することができる設計とする。

・安全機能を有する施設の環境条件の設定
・安全機能を有する施設の環境条件の設定

5 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機能が確保されたものとする。

6
再処理施設は核燃料物質の臨界防止，放射線の遮蔽，使用済燃料等の閉じ込め，火災及び爆発の防止
及び耐震等に係る基本設計方針に基づく安全設計を行うとともに，使用済燃料及びその溶解液，放射
性廃棄物等の貯蔵，処理時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設計とする。

7
なお，再処理施設の安全設計においては，使用済燃料の仕様のうち冷却期間を以下の条件とする。
再処理施設に受け入れるまでの冷却期間：１年以上
せん断処理するまでの冷却期間：４年以上

8
安全機能を有する施設は，想定するポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物（以下「内部発
生飛散物」という。）の影響を受ける場合においてもその安全機能を確保するために，内部発生飛散
物に対して安全機能を損なわない設計とする。

9
安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物から防護する施設としては，安全評価上その機能を期
待する構築物，系統及び機器をもれなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽
出し，

10
内部発生飛散物により冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界の防止等の安全機能を損なわないよ
う内部発生飛散物の発生を防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。

11

その他の安全機能を有する施設については，内部発生飛散物に対して機能を維持すること若しくは内
部発生飛散物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期
間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とす
る。

12
電力を駆動源とする回転機器は，誘導電動機による回転数を制御する機構を有することで，回転機器
の過回転による回転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を防止できる設計とする。

13
電力を駆動源とせず，駆動用の燃料を供給することで回転する回転機器は，調速器により回転数を監
視し，回転数が上限値を超えた場合は回転機器を停止する機構を有することで，回転機器の過回転に
よる回転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を防止できる設計とする。

基本設計方針 添付書類

Ⅵ-1-1-8 再処理施設
の内部発生飛散物によ
る損傷防止に関する説
明書

【内部発生飛散物による損傷防止に関する基本設計】
・安全機能を有する施設は，内部発生飛散物の影響を受ける場合においてもその安全機能を確保す
るために，内部発生飛散物に対して安全機能を損なわない設計とする。

・各申請回毎の内部発生飛散物防止対策設備の一覧
・ディーゼル駆動の過速度トリップ回転速度の説明
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補足説明すべき項目の抽出結果
（16条 安全機能を有する施設）

別紙５

説明が必要な項目基本設計方針 添付書類

14
安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，ＭＯＸ燃料加工施設等と共用するものは，共用に
よって再処理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

Ⅵ-1-1-4 安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書

【共用】
・安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設又はＭＯＸ燃料加工施設等と共用するものは，共
用によって再処理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

・廃棄物管理施設又はＭＯＸ燃料加工施設等と共用する安全機能を有
する設備の一覧

15

安全機能を有する施設の設計条件については，材料疲労，劣化等に対しても十分な余裕を持って機能
維持が可能となるよう，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧
力，温度，湿度，放射線，荷重，自然現象，人為事象及び周辺機器等からの悪影響を考慮し，十分安
全側の条件を与えることにより，これらの条件下においても期待されている安全機能を発揮できる設
計とする。

16

安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，通常時及び設計基準事故時における設備
の設置場所の環境条件の変化（圧力，温度，放射線量及び湿度の変化）を考慮し，設備に期待される
安全機能が発揮できるものとする。

17

安全機能を有する施設の設置場所は，事故等時においても操作及び復旧作業に支障がないように，遮
蔽の設置や線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定した上で，設置
場所から操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可
能な設計，又は遮蔽設備を有する中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに
緊急時対策所から操作可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4 安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書

【環境条件】
安全機能を有する施設の設置場所は，事故等時においても操作及び復旧作業に支障がないように，
遮蔽の設置や線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定した上で，
設置場所から操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で
操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室から操作可能な設計とする。

・環境放射線

18

安全機能を有する施設は，運転員による誤操作を防止するため，機器，弁等に対して系統等による色
分けや銘板取り付け等による識別管理を行うとともに，人間工学上の諸因子，操作性及び保守点検を
考慮した盤の配置，再処理施設の状態が正確，かつ，迅速に把握できる計器表示，警報表示する設計
とする。

Ⅵ-1-1-4 安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書

【操作性】
・安全機能を有する施設の操作器具及び機器，弁等は，系統等による色分けや銘板取り付けによる
識別表示を講じることに加え、保守点検においても，点検状態を示す札掛けを行うとともに，必要
に応じて施錠することにより，誤りを生じにくいよう留意した設計とする。

・中央監視室以外における誤操作防止対策

19
また，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後，ある時間までは，運転員の操作を期待し
なくても必要な安全上の機能が確保される設計とする。

20

安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した状況下（混乱した状態
等）であっても，容易に操作ができるよう，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の制御室の制御盤や現場の機器，弁等に対して，誤操作を防止するための措置を講ずることにより，
簡単な手順によって必要な操作が行える等の運転員に与える負荷を少なくすることができる設計とす
る。

Ⅵ-1-1-4 安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書

【操作性】
安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した状況下（混乱した状態
等）であっても，容易に操作ができるよう，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室の制御盤や現場の機器，弁等に対して，誤操作を防止するための措置を講ずることによ
り，簡単な手順によって必要な操作が行える等の運転員に与える負荷を少なくすることができる設
計とする。

・安全機能を有する施設の誤操作に関する設計方針
・中央監視室における誤操作防止対策
・中央監視室以外における誤操作防止対策

21
安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機能の重要度に応じ，再処
理施設の運転中又は停止中に検査又は試験ができる設計にするとともに，その安全機能を健全に維持
するための適切な保守及び修理ができる設計とする。

22
安全上重要な機器等については，その健全性を確認するため，セル壁に貫通口を設ける設計とし，ま
た，その安全機能を維持するために，必要に応じて保守セル等を設ける設計とする。

23
多量の放射性物質を内包する機器については，必要に応じてブロック閉止壁を設置する等により，そ
れらへの接近可能性も配慮した設計とする。

Ⅵ-1-1-4 安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書

【試験・検査性】
・安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機能の重要度に応じ，
再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験ができる設計とすることに加え、その安全機能を健
全に維持するための適切な保守及び修理ができる設計とする。

・想定する試験・検査項目
・保守・修理が可能であること

Ⅵ-1-1-4 安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書

【環境条件】
・安全上重要な施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される圧力，温
度，湿度，線量等各種の環境条件において，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の
安全機能を発揮することができる設計とする。

・安全機能を有する施設の環境条件の設定
・安全機能を有する施設の環境条件の設定
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補足説明すべき項目の抽出結果
（16条 安全機能を有する施設）

別紙５

説明が必要な項目基本設計方針 添付書類

24

再処理施設の維持管理にあたっては再処理施設保安規定に基づく要領類に従い，施設管理計画におけ
る保全プログラムを策定し，設備の維持管理を行う。なお，一般消耗品又は設計上交換を想定してい
る部品（安全に係わる設計仕様に変更のないもので，特別な工事を要さないものに限る。）及び通信
連絡設備、安全避難通路（照明設備）等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な
体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については、適切な時期に交換を行うことで設
備の維持管理を行う。

技術基準（安全機能を有する施設　第十六条）
安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件におい
て，その安全機能を発揮することができるように設置されたものでなければならない。

２　安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機能の重要度に応じ，再処理施設
の運転中又は停止中に検査又は試験ができるように設置されたものでなければならない。

３　安全機能を有する施設は，その安全機能を維持するため，適切な保守及び修理ができるように設置されたも
のでなければならない。

４　安全機能を有する施設に属する設備であって，ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷
を受け，再処理施設の安全性を損なうことが想定されるものは，防護措置その他の適切な措置が講じられたもの
でなければならない。

５　安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用する場合には，再処理施設の安全性が損なわれないよ
うに設置されたものでなければならない。

基本設計方針（事業変更許可で約束した事項）を達成すること

によって技術基準に適合することを確認
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補足説明すべき項目の抽出結果
（16条 安全機能を有する施設）

別紙５

第１Ｇｒ
対象

第２Ｇｒ
（１項変更①）

第２Ｇｒ
（２項変更②）

第２Ｇｒ
（２項変更③）

第３Ｇｒ
（１項変更②）

第３Ｇｒ
（２項変更④）

別設工認①
第2ユーティリティ
建屋に係る施設

別設工認②
海洋放出管切り離し

工事

安全機能を有する施設の環境条件
に対する設計上の考慮

・安全機能を有する施設の環境条件の設定
・安全機能を有する施設の環境条件の設定
・環境放射線

【40-2】第14,15,38 条に対する適合
性の整理表（安全設備を含む設計基準
対象施設の健全性評価）

整理表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

１．概要 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

２．圧力に係る適合性評価手法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

３．温度に係る適合性評価手法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

４．湿度に係る適合性評価手法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

５．放射線に係る適合性評価手法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

【40-5】共用・相互接続設備について 整理表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

１．はじめに － － － ○ ○ ○ － －

２．波及的影響について － － － ○ ○ ○ － －

１．はじめに ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

２．安全施設の環境条件について ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

1. はじめに － － － ○ ○ ○ － －

【第1回申請対象】 2. 想定される悪影響について － － － ○ ○ ○ － －

3. 自主対策設備の悪影響防止 － － － ○ ○ ○ － －

１．配管破損防護対策について － － － － － － － －

２．ディーゼル駆動補機及びタービン駆動補機の評価対象並びに過速度トリップ設定値について － － － ○ ○ － － －

３．常設高圧代替注水系ポンプの構造及び調速装置・非常調速装置の作動方式について － － － － － － － －

１．環境条件 － － － － ○ ○ － －

２．誤操作防止対策 － － － － ○ ○ － －

３. 中央制御室から外の状況を把握する設備 － － － － ○ ○ － －

４. 酸素濃度計等 － － － － ○ ○ － －

【40-12】安全設備及び重大事故等対
処設備の環境条件の設定について

【40-13】自主対策設備の悪影響防止
について

【100-1】発電用原子炉施設の蒸気
タービン，ポンプ等の損壊に伴う飛散
物による損傷防護に関する説明書

補足240-4 中央制御室の機能に関する
説明書に係る補足説明資料

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

【40-3】環境条件における機器の健全
性評価の手法について

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目

【40-8】核物質防護設備の安全設備及
び重大事故等対処設備への波及的影響
の防止について

試験・検査性に対する設計上の考
慮

・想定する試験・検査項目
・保守・修理が可能であること

安全機能を有する施設に関する補足
説明資料

安全機能を有する施設に関する
補足説明資料

安全機能を有する施設の
環境条件に対する設計上の考慮

・安全機能を有する施設の環境条件の設定
・安全機能を有する施設の環境条件の設定
・環境放射線
・想定する試験・検査項目
・保守・修理が可能であること

内部発生飛散物による損傷防止に
関する基本設計

・各申請回毎の内部発生飛散物防止対策設備の一覧
・ディーゼル駆動の過速度トリップ回転速度の説明

安全機能を有する施設の共用によ
る安全性への影響

・廃棄物管理施設又はＭＯＸ燃料加工施設等と共用する安全機能を有する設備の一覧

操作性に対する設計上の考慮 ・安全機能を有する施設の誤操作に関する設計方針
・中央監視室における誤操作防止対策
・中央監視室以外における誤操作防止対策

第１回申請では、環境条件の設定方法や機器の健全性評価の

手法に係る補足説明の追加がする。
第2回以降に内部発生飛散物による損傷防止に係る設備等が申請対象となり、これらに対する補足

説明の追加が必要。

発電炉の補足説明資料から展開すべき補足説明資料はない。
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令和３年６月 28 日 Ｒ０ 

別紙６

変更前記載事項の

既工認等との紐づけ

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。
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参考

添付書類 目次 
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参考

第1Gr

1. 1 1.1.1(1) a. (a) イ. (イ)以降 2-① 1-① 2-② 2-③ 1-② 2-④ 別① 別②

1. 概要 ○ ○ ○ ○ ○ ○ − −
2. 基本⽅針 ○ ○ ○ ○ ○ ○ − −

2.1 多様性、位置的分散等 ○ ○ ○ ○ ○ ○
− −

技術基準規則第十五条（安全上重要な施設の
多重化）に関連する事項も含む

2.2 悪影響防止 ○ ○ ○ ○ ○ ○ − −
2.3 環境条件等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ − −
2.4 操作性及び試験・検査性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ − −

3. 系統施設毎の設計上の考慮 ○ ○ ○ ○ ○ ○ − −
Ⅵ-1-1-8 再処理施設の内部発生飛散物による損傷防止に関する説明書

1. 概要 − − − ○ ○ ○ − −

2.
基本⽅針

− − − ○ ○ ○ − −

3. 評価 − − − ○ ○ ○ − −
3.1 重量物の落下による飛散物

− − − ○ ○ ○ − −

3.2 回転機器の損壊による飛散物
− − − ○ ○ ○ − −

Ⅵ-１-１-４ 安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する説明書

備考第2Gr

具体を示す必要がある回次
再処理目次

再処理添付書類構成案 第3Gr 別設工認
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